
自治体DX推進に向けた計画的なデジタル人材の確
保・育成や推進体制の構築について

総務省 地域力創造グループ 地域情報化企画室
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都 道 府 県 と市 町 村 が連 携したDX推 進体 制と人 材プール 機能 の確保

市町村
取り組むこと

【人材確保・育成のノウハウ提供】
①DX推進体制の構築に向けた伴走支援
②「ガイドブック」「参考事例集」
③自治大学校等関係機関での研修

【アドバイザー派遣】
①DXアドバイザー
（主に自治体DX、

地方公共団体金融機構と共同）
②地域情報化アドバイザー
（主に地域社会DX分野）

【財政措置】
①都道府県等による市町村支援のデジタル人材確保に要する経費、

市町村によるCIO補佐官任用等に要する経費、
DX推進リーダー育成経費について特別交付税措置

②令和7年度から、アクセラレータのうち常勤職員の人件費
について普通交付税措置

派遣・
支援

①市町村との会議体設置

②ヒアリング等を通じ市町村
の現状・課題を把握

③市町村支援のために一定
の専門人材を確保

④システム共同調達など推進
体制下での取組テーマを設定

推進体制に
必要な４つの機能

●DX推進計画策定
■重点取組事項
・自治体フロントヤード改革の推進  ・セキュリティ対策の徹底
・自治体情報システムの標準化  ・自治体のAI・RPAの利用促進
・公金収納におけるeL-QRの活用  ・テレワークの促進
・マイナンバーカードの普及促進・利用の推進

●身近なDXの推進による業務改善
●広域連携による人材育成
●システム・ツールの共同調達 等

推進体制

総務省による取組支援

一部事務組合 連携中枢都市圏

CIO補佐官

DX推進リーダー

都道府県

人材プール

任期なし常勤職員
任期付職員
非常勤職員
委託事業者

DX担当課の職員等

常勤アクセラレータ
を中心に充実を図る

【人材確保支援】 自治体の採用活動を広報

DX推進リーダー・
アクセラレータ
を中心に取り組む

〇 全国的な自治体DX推進のため、都道府県が管内市町村と連携したDX推進体制を構築し、
 その中で、都道府県が市町村支援のためのデジタル専門人材のプール機能を確保する取組を推進 

〇 総務省としても、必要なノウハウの提供をはじめ、各都道府県における取組推進を総合的にサポート
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都道府県と市町村の連携によるDX推進体制の構築
○ 都道府県と市町村の連携によるDX推進体制の構築等が重要であることから、令和６年１月19日、総務大臣から、各都道府県

知事及び市町村長宛ての書簡を発出し、推進体制の構築・拡充を要請したところ。
○ 令和７年度中に、全ての都道府県で市町村と連携した推進体制を構築することに加え、市町村支援のための人材プール機能の

確保に向けて、令和７年度から新たに、デジタル分野での一定の実務経験・スキルを持つ人材を「自治体DXアクセラレータ」として
任命することとしている。

①市町村との会議体等を設置
R5 43団体 → R6 47団体 （達成率100%）

②ヒアリング等を通じ市町村の現状・課題を把握
R5 38団体 → R6 43団体 （達成率 91%）

③市町村支援のために一定の専門人材を確保
R5 26団体 → R6 38団体  （達成率 81%）

④システム共同調達など推進体制下での取組テーマを設定
R5 27団体 → R6 45団体 （達成率 96%）

①～④の全ての機能を揃え、推進体制を構築しているのは
32団体（令和6年度末時点）

推進体制の構築状況
体制構築済

14団体構築中
33団体

R5

体制構築済
32団体

構築中
 15団体 R6

【アクセラレータの任命状況】（R7.12.９時点 速報値）
アクセラレータ数  60名（23団体）

推進体制の構築は、要件別では、概ね40団体超が実施

⇒ 令和7年度末までの推進体制の構築に向け、引き続き支援

推進体制の構築や市町村支援のための人材プール機能の確保に向け、令和7年度から取組を強化し、総合的に取組を促進

※令和６年度は全ての団体が３要件以上達成

自治体ＤＸアクセラレータの要件
都道府県が任用し、市町村DX支援を主たる業務とする職員のうち、以下のいずれかを満たす者。
① 民間企業、地方公共団体等においてデジタル分野に係る実務経験を５年以上有すること。 
② IPAが実施する高度試験（レベル４相当）のいずれかに合格していること。 
③ ①②と同等以上の知見を有すること。

デジタル技術を活用した業務改革など
システムユーザー側の経験も含む。
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～令和６年度 令和７年度～

常勤職員
特別交付税

（措置率0.7）

普通交付税
人数に応じて措置

非常勤職員
特別交付税

（措置率0.7）
（～R11 ）

〇 都道府県が、デジタル人材としてのスキル・経験を有し、市町村支援業務を行う職員を確保した場合、
「自治体DXアクセラレータ」に任命 → 今後数年間で、全国で500名程度の確保を目指す

〇 都道府県に対し、アクセラレータの人件費等について財政措置

都道府県が任用し、市町村DX支援を主たる業務とする職員のうち、以下のいずれかを満たす者。
① 民間企業、地方公共団体等においてデジタル分野に係る実務経験を５年以上有すること。 
② IPAが実施する高度試験（レベル４相当）のいずれかに合格していること。 
③ ①②と同等以上の知見を有すること。

※ 都道府県からの推薦に基づき、総務省が任命。
※ 任命状況（12/9時点 速報値）… 60名（23都道府県）

デジタル技術を活用した業務改革など
システムユーザー側の経験も含む。

アクセラレータの要件

アクセラレータ等に対する財政措置

※ 都道府県に対し、総務省が財政措置を行うもの（民間企業等に対する補助金ではありません）。
※ 業務委託により確保した場合も、引き続き特別交付税措置。

ア クセ ラ レ ータに対 す る財 政 措 置

令和８年度は
一人当たり840万円程度

4



○ デジタル人材が逼迫する中で、特に小規模市町村において人材確保が進んでいないこと等を踏まえ、都道府県等が市町村支援のため
のデジタル人材の確保に要する経費に係る特別交付税措置を引き続き措置。

○ 対象経費は、非常勤のアクセラレータの人件費、民間事業者への業務委託、アクセラレータ（常勤・非常勤）の募集経費 等。
○ 今後数年間で集中的にアクセラレータの確保に取り組むことができるよう、令和７年度から令和９年度までの間、募集経費に係る

対象経費の上限額を１団体あたり300万円に引き上げ。
○ また、令和８年度から、人件費相当額に係る対象経費の上限額を１人あたり2,100万円に引き上げ。

対象団体 対象経費 措置額 対象期間
対象経費の上限額

都道府県
市町村

○ 都道府県（連携中枢都市等含む）による市町村支援のためのデジタル
人材の確保に要する非常勤のアクセラレータ等の人件費、民間事業者への
委託費、 募集経費 等

○ 上記の経費の一部につき市町村の負担金が生じる場合の当該負担金

対象経費の合計
額に0.7を乗じて
得た額

人件費相当額：
2,100万円/人
募集経費：

100万円/団体
→300万円/団体

R11年度まで

○ 主な所掌事務が市町村支援業務でないデジタル人材に係る経費は、対象外。
○ 民間事業者への委託の場合、デジタル人材の人件費以外（交通費、通信運搬費等）に要した経費は、対象外。ただし、事業運営経費等のうち募集経費

に相当する経費は、措置の対象。

拡充期間は
R9年度まで

特別交付税措置の概要

都道府県等における市町村支援のためのデジタル人材の確保に要する職員の人件費等に係る
特別交付税措置【拡充】

市町村支援業務の想定事例
・ DX・情報化計画／デジタル人材確保・育成方針等の策定・見直し案の作成
・ 標準化・クラウド化に向けた助言・仕様調整
・ デジタル技術等も活用した業務見直し（BPR）、システム発注支援
・ データ利活用に関する助言
・ 人材育成（研修企画・講師等）
・ セキュリティ研修・監査支援 等

＜都道府県による市町村支援（イメージ）＞

留意点

※ 普通交付税措置の対象となる常勤のアクセラレータの人件費については、
特別交付税措置対象外。

県

Ｂ町Ａ市

支援 支援
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自治体DXアクセラレータ500 プロジェクト
― 伴走支援の取組状況

高知県

伴走支援
宮城県

【現状・課題】
○ 委託事業による市町村ＤＸ全般

に係るスポット支援等を実施しているが、
デジタル人材の常勤形態での派遣を
希望する市町村が多い。

【目標】
○ 令和8年4月1日から４名を

デジタル人材として任用する。
○ 令和9年度末までに市町村が

持続可能でよりよい住民サービスを
提供できるよう、DX支援のためのデジタ
ル人材の育成・共有を実現。

【支援内容】
○ 支援市町村決定のための市町村

ヒアリング
○ 人材像・業務・任用形態等の明確化

福井県
【現状・課題】
○ 半数以上の市町村が人口5,000人

未満でDXの余力がない。
市町村の実務に従事するデジタル人材
の確保・体制構築が課題。

【目標】
○ ３名以上デジタル人材を採用し、

令和８年度からの人材管理運用スキー
ムを決定する。

○ 遅くとも令和10年度までに９名体制を
構築。県内６ブロックに配置し、市町村
DXを伴走支援する。

【支援内容】
○ 採用に関する助言
○ 人材管理運用スキームの具現化

【現状・課題】
○ 市町ヒアリングを実施したが、本質的な

課題を洗い出すに至らなかったため、
どのような支援を行うべきか具体化できて
いない。

【目標】
○ 令和7年度に市町課題の深堀りを行う。
〇 令和8年度に支援策の具体的検討を

行い、令和9年度からの実施を目指す。 
【支援内容】
○ 市町のニーズ把握調査等
○ 市町支援方針や業務委託内容の

具現化

○ 民間企業と連携し、都道府県への採用ノウハウの提供を実施。令和７年度は３県を伴走支援。
⇒ ３県の取組内容を全国に共有し、横展開を促進

デジタル人材の募集を実施
４名を採用見込み

デジタル人材の募集を実施
採用者選考中

全市町を対象にヒアリングを実施
市町ニーズの網羅的な把握・
ニーズに沿った支援策検討に向け、
結果を精査中
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自治体DX推進体制強化支援事業【継続】
○ 推進体制の構築・活用状況については、都道府県ごとにばらつきがあり、特に、推進体制の中心となる人材プールの確保にあたっては、

多くの都道府県が、適切な人材がいないことや人材像・ジョブディスクリプションの明確化といった点に課題を抱えている状況。
フォーラム開催等により全国的なDXの機運を醸成しつつ、都道府県における人材確保及び具体のDX取組テーマにそった

市町村支援についての伴走支援、都道府県による採用を希望するデジタル人材についての情報提供等を実施することで、
DX推進体制の一層の強化と活用促進を図る。

３．人材育成支援
 アクセラレータやDX推進リーダーのスキル支援を実施

• 都道府県が確保した「自治体DXアクセラレータ」の自治体内での活躍を支援するため行政実務研修
• 自治体業務に精通した内部職員を即戦力のDX人材として育成するためのDX推進リーダー育成研修

人材確保支援と併せて職員育成支援を行うことで推進体制の質の向上につなげ、市町村支援の実効性を高める

１．機運醸成
 自治体職員を対象としたフォーラムを開催

• 自治体のDXを支援する事業者やDX分野の有識者も招へいし、市町村支援の成功事例の共有や意見交換を実施
DXの意義を広く共有・全国的なDXの機運を底上げ

２．人材確保・活用支援

 都道府県のニーズを踏まえ、人材確保・市町村支援の取組を伴走支援
• 総務省が、県と市町村で連携して取り組むべき「重点テーマ」を提示
• 都道府県が選択したテーマに沿った取組と、

その推進の基盤となるアクセラレータの確保を支援
• 伴走支援を通じて創出した人材プール活用の好事例を全国に展開

 アクセラレータとして市町村DX支援を希望するデジタル人材について、総務省が都道府県に情報提供

人材確保と具体的なDXの取組を併せて支援することで、実効性のある推進体制構築を推進

 R8当初予算額案 0.6億円
 R7補正予算額  2.0億円

（R6補正予算額  2.0億円）

《重点テーマ》
• システムの共同調達
• 自治体フロントヤード改革の推進
• 職員の業務改善に向けた庁内ＤＸの推進
• データ利活用
• 市区町村のデジタル人材の確保・育成に係る方針の策定支援
• 自治体のＡＩの利用促進
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○ 自治体独自のデジタル人材の募集では応募が集まりにくいという実情を踏まえ、自治体のデジタル人材の採用活動を、SNS等を活用し
た広報により支援。

○ SNS等に配信する広告から遷移するランディングページでは、各自治体におけるデジタル人材の採用時期や勤務条件、採用募集
ページのリンク等を掲載し、潜在層を含むデジタル人材が採用情報にリーチしやすい環境を整備。

○ 都道府県と市町村が連携したＤＸ推進体制を構築し、その中で、都道府県が市町村の求める人材プールを構築して
いく上では、「人材の供給源」の確保が課題。

デジタル人材への広報やIT企業等に対する働きかけを実施。

人材プールの確保に向けた人材・協力企業の掘り起こし

デジタル人材に向けた広報

静止画バナー広告
・ Facebook
・ Instagram
・ Yahoo!

ランディングページ広告媒体 出口（リンク先）

ランディングページ 掲載内容
• 全国の自治体がデジタル人材を募集
• 求める人材像（デジタル人材とは）
• 柔軟なワークスタイル（常勤、非常勤、

副業、テレワークなど）
• 全国採用状況一覧

各自治体の採用ＨＰに遷移
動画広告
・ YouTube

○ 自治体に対するデジタル人材の派遣に関心を有するＩＴ企業等（数十社程度を想定）を中心に、人材プール確保の取組への協力
を働きかけ。

IT分野等の企業への働きかけ
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都道府県の人材プール構築に向けた民間企業等との協力体制の構築

総
務
省

①協力
依頼

②
「人材プール協力企業・
団体」としての登録

 地方支社職員の育成
 若手職員の育成
 中堅・シニア人材の活躍

• 都市圏のＩＴ企業
• 地域ベンダー
• 業界団体 等

自治体DXに協力いただける
企業・団体

「人材プール協力企業・団体」の募集

企業・団体名 協力方法

Ａ社 出向

Ｂ社 退職者へ周知

Ｃ協会 出向

総
務
省

 「人材プール協力企業・
団体」をリスト化

 HPで公表
都
道
府
県

③
一覧の提供

一覧を活用した都道府県への職員出向

都
道
府
県

④一覧を活用し、掲載企業に連絡

人
材
プ
ー
ル

協
力
企
業
・
団
体

⑤出向に当たって勤務条件等の調整

人材プール

任期なし常勤職員

非常勤職員

委託事業者⑥出向

総
務
省

企業・団体からの出向職員

⑦都道府県がアクセラレータに推薦

⑧総務省がアクセラレータに任命

Ａ市
Ｂ町
Ｃ村

管内市町村の
DXを支援

都道府県
人材プー
ルの一員
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地方公共団体におけるデジタル化の取組の中核を担う職員(ＤＸ推進リーダー)の
育成に係る特別交付税措置【延長】

○ 計画的なデジタル人材の育成が喫緊の課題であることを踏まえ、DX推進リーダーの育成に係る経費に係る特別交付
税措置を令和11年度まで延長。

○ 令和８年度から、都道府県等が市町村のDX推進リーダーに対して行う研修等に要する経費についても、措置の対象。
○ 自治体ＤＸアクセラレータとして確保した者に対して行う研修に要する経費についても、当該者をＤＸ推進リーダーに指定する等本

特別交付税措置の要件を満たす限り、措置の対象。
○ 育成プログラム上に記載の無い研修や幅広な職員を対象とした研修に係る経費は対象外。

＜自治体DX全体手順書＞
「内部職員をDX推進リーダーとして集中的に育成・確保していくにあたっては、DX推進リーダーとして育成する職員を指定※し、集中的に育成プログラムを
実施することが求められる。」
※ 指定にあたり、「職員本人の希望」のほかに参考とすべき情報
・ 対象職員のこれまでの職務経歴（特にシステム、Webサービス・アプリケーション等） ・ 民間IT企業での実務経験
・ 独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験等の資格取得状況

留意点

特別交付税措置の概要

対象団体 対象経費 措置額 対象期間対象経費
の上限額

都道府県
市町村

○ DX推進リーダーの育成に係る研修に要する経費、
民間講座の受講料、資格取得のための受験料

（初歩的なものではなく、一定の専門的な資格試験を対象） 等

（想定される経費）
・ 育成プログラム実施に係る委託費又は負担金
・ 民間事業者、大学等の講座受講料
・ 人材育成事業に必要なその他の経費（育成プログラム策定経

費、ソフトウェアライセンス料など環境整備に要する経費 等）

対 象 経
費の合計
額 に 0.7
を 乗 じ て
得た額

なし R11年度まで

高度専門人材

DX推進リーダー

一般行政職員

留意点

DX推進リーダー
デジタル分野の専門的な知
識・スキルを有し、DXの中核
を担う職員。
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市町村におけるＣＩＯ補佐官等としての外部人材の任用等に係る
特別交付税措置【延長】

○ 市町村のDXを推進する上で、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐するCIO補佐官等（※１）の役割が鍵
となるため、市町村がCIO補佐官等として、外部人材の任用等を行うための経費に係る特別交付税措置を
令和11年度まで延長。

対象団体 対象経費 対象経費（詳細） 措置額 対象期間
対象経費の上限額

市町村

①任用等経費

市町村がCIO補佐官等として、
外部人材の任用等を行うための経費として次に掲げるもの（※２）

・ 特別職非常勤職員として任用する場合  
→ 報酬等（期末手当等を含む。）

・ 外部に業務委託する場合
→ 委託料等

対象経費の合
計 額 に 0.7 を
乗じて得た額

なし R11年度まで

②募集経費 市町村がCIO補佐官等として、外部人材の募集を行うための経費
対象経費の合
計 額 に 0.7 を
乗じて得た額

100万円 R11年度まで

（※１）CIO補佐官等とは、DX推進のマネジメントを担うCIO等を専門的知見から補佐する者であり、役職の名称がCIO補佐官に限られるものではない。
（※２）１団体においてCIO補佐官等として複数の外部人材の任用等を行った場合、財政措置の対象上限は３名分（令和6～11年度）

○ 措置対象となるCIO補佐官等の業務は、全庁的・横断的にDX推進を図る「特別職非常勤職員の助言業務」に相
当するもの。

○ 業務委託も対象となるものの、単なる各種計画策定の業務委託は対象外。また、内部検討の助言等の対象部分
は、必要に応じて按分計算して報告していただく必要。

留意点

特別交付税措置の概要
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DXアドバイザー（経営・財務マネジメント強化事業）
事業概要

〇 DX各分野の専門家によるアドバイスを年間原則5回以内（２時間以上／回）受けられる
 ※ 実地、オンライン

〇 自治体による派遣経費（謝金、旅費）の負担はなし
     ※ 地方公共団体金融機構が負担

※ アドバイザーは自治体からの推薦による登録が可能

類型と実績
類型 内容 具体例 令和６年度実績

課題対応
アドバイス事業
【手挙げ式】

自治体行政におけるDX等に取り組む市区町
村等に対する支援

● DXの機運醸成  ● 情報システムの標準化・共通化
● マイナンバーカードの利活用 ● 行政手続のオンライン化
● データ利活用・EBPM   ● BPR・業務改革
● 自治体職員のデジタル人材への育成 
● 外部デジタル人材の確保  ● セキュリティ対策 等

185団体

課題達成
支援事業

【プッシュ型】
令和７年度までに標準化対応に向け、事業
進捗に課題を抱えている団体に対する支援

● 小規模団体等を中心に移行計画の作成
● Fit&GAPの実施
等の標準システム導入に当たっての技術的・専門的な支援

36団体

啓発・研修
事業

都道府県が市区町村の啓発のための研修会・
相談会を実施 ＊＊＊

15団体
※うち１団体は

首長・管理者向けトップセミナー

○ 活用事例集を策定（総務省HP:https://www.soumu.go.jp/main_content/000921634.pdf）

→ 「システム調達と業務改革」、「人材育成」、「経営層の意識醸成」に係る具体の助言内容や効果等を掲載

更なる活用に向けた改善（令和８年度～）
〇 自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ報告書において、自治体の業務効率化や行政の質の向上のため、生成AI・AI・RPAの重

要性が言及されたことや、自治体における支援ニーズ等を踏まえ、取組分野に「AI（生成AI含む）・RPAの利活用の推進」を追加
＜取組分野＞ ※下線部が追加

DXの機運醸成、情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの利活用の推進、行政手続のオンライン化、データ利活用・ＥＢＰＭ、ＢＰＲ・業務改革、
自治体職員のデジタル人材への育成、外部デジタル人材の確保、セキュリティ対策、 AI（生成AI含む）・RPAの利活用の推進、消防防災DX、その他 12
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地域社会DX推進パッケージ事業について

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 デジタル経済推進室
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地域のデジタル変革を
総合的にご支援します
地域社会DX推進パッケージ事業のご案内

総務省
情報流通行政局
地域通信振興課
デジタル経済推進室

令和８年１月27日

地域課題にデジタルで取り組む
地方公共団体や企業・団体の皆様へ

14
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【事業の概要】
地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業 の ご 案 内

● 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 や 経 済 構 造 変 化 等 が 進 行 す る 中 、 持 続 可 能 な 地 域 社 会 を 形 成 す る に は 、 デ ジ タ ル
技 術 の 実 装 （ 地 域 社 会 Ｄ Ｘ ） を 通 じ た 省 力 化 ・ 地 域 活 性 化 等 に よ る 地 域 社 会 課 題 の 解 決 が 重 要 。
● 本 事 業 で は 、 地 域 社 会 D X を 加 速 さ せ 、 地 方 創 生 2 . 0 に も 貢 献 す る た め 、 デ ジ タ ル 人 材 / 体 制 の 確 保 支 援 、
A I ・ 自 動 運 転 等 の 先 進 的 ソ リ ュ ー シ ョ ン や 先 進 的 通 信 シ ス テ ム の 実 証 支 援 、 地 域 の 通 信 イ ン フ ラ 等 整 備 の 補
助 等 の 総 合 的 な 施 策 を 通 じ て 、 デ ジ タ ル 実 装 の 好 事 例 を 創 出 す る と と も に 、 効 果 的 ・ 効 率 的 な 情 報 発 信 ・ 共
有 等 を 実 施 す る こ と で 、 全 国 に お け る 早 期 実 用 化 を 促 進 。

16※ ① ３ お よ び ① ４ は R 8 当 初 予 算 要 求 中 で す 。 （ そ の 他 の メ ニ ュ ー に つ い て は 、 Ｒ ７ 補 正 予 算 に よ り 措 置 さ れ て お り ま す 。 ）

① デ ジタル 人 材 ／ 体 制 の 確 保 支 援
1 . 計 画 策 定 支 援     
2 . 推 進 体 制 構 築 支 援          
3 . 地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザ ー
4 . 人 材 ハ ブ 機 能

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て 地 域 課 題 の 解 決 を 図 る た め に 必 要 な 通 信
イ ン フ ラ な ど の 整 備 を 支 援

③ 地 域 の デ ジタル 基 盤 の 整 備 支 援 （ 補 助 ）  

デ ジ タ ル 実 装 に 必 要 と な る 地 域 課 題 の 整 理 、 導 入 ・ 運 用 計 画 の 策 定 に 対 す る 専 門 家 に よ る 助 言
都 道 府 県 を 中 心 と し た 持 続 可 能 な 地 域 の D X 推 進 体 制 の 構 築 を 支 援
地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザ ー に よ る 人 材 の 育 成 ・ 供 給 を 支 援
デ ジ タ ル 人 材 を 地 域 外 か ら 確 保 す る 場 合 の 人 材 の マ ッ チ ン グ を 支 援

好事例の創出・実用化

衛 星 通 信 や 光 電 融 合 技 術 を は じ め と す る 新 し い 通 信
技 術 な ど を 活 用 し た 先 進 的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実 用 化
に 向 け た 実 証

先 進 的 通 信 シ ス テ ム 活 用 タ イ プ
② 先 進 的 ソ リューショ ンの 実 用 化 支 援 （ 実 証 ）

地 域 の 通 信 シ ス テ ム を 活 用 し た 、 A I ・ 自 動 運 転
等 の 先 進 的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実 証

A I ・ 自 動 運 転 検 証 タ イ プ



【①-１  計画策定支援】（予算：40団体程度）
地方公共団体内における予 算 要 求、地域社会DX推進パッケージ事業を含む国 の

支 援 への 申 請 ・提 案等にもご活用いただけるような計 画 書 の 作 成、デジタル技術の導
入に向けた第一歩となる地 域 課 題 の 洗 い 出 し や 整 理を図ることを目指し、５ヶ月程度
の間、デジタル技術分野に知見を持つ専門家が伴走支援します。
年 間 を通 し て 複 数 フ ェーズ の 実 施 を予 定 し て おり 連 続 支 援 も 可 能 で す。

注）支援先団体におい
て計画書の作成その他
の必要な作業を実施し
ていただきます。
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＜対象＞デジタル技術を活用して地域課題の解決に取り組みたいと考えている又はその関心のある
地方公共団体など

＜内容＞

１団体当たり
５ヶ月程度の支援期間

支援先団体のご意向も踏まえつつ、
それぞれの状況に応じて必要な支援を実施します。

ご支援する検討事項の例
・地域の抱える課題の全体像の整理
・デジタル技術の活用による課題解決の可能性
・取組の優先順位
・ネットワーク構成・機器、事業者選定等の要件
・導入・運用コストや費用対効果 等

※ 財政力指数１以上の地方公共団体及びその地域内で取組を実施しようとする団体などは本支援の対象外となります。
※ 地域課題の解決に資する取組を実施するための計画策定が支援対象です。
※ 地方公共団体以外については、地方公共団体が出資する法人又は非営利法人による応募に限ります。



【①-１  計画策定支援】 デジタル技術導入に向けた支援の内容
支援先団体の課題の整理状況に応じて、以下の２つの支援内容を用意しています。

A 地域課題整理コース B ソリューション実装コース

支援対象 地域課題の洗い出しから支援を希望する
団体

地域課題の解決策は明確化されており、具体的な実装
計画書策定の知見・ノウハウの支援を希望する団体

支援内容
解決すべき地域課題の調査、分析及び整
理から、デジタル技術を活用した当該地域
課題の解決策の検討及び立案までを伴走
支援します。

支援対象団体内における予算要求や国の補助金への申
請・提案等への活用も念頭に置きつつ、デジタル技術を活
用して地域課題の解決を図るためのソリューション実装計
画書の策定を支援します。

支援メニュー例

・地域課題の抽出・整理
・他地域における関連する好事例の紹介
・デジタル技術の活用による課題解決の検
討
・ソリューション導入時期の検討
・DX推進へ向かう組織支援の検討

・DX実装・自走化に向けた事業者とのマッチング等の推進
体制の検討
・ネットワーク構成・機器等の要件の検討
・導入・運用コストや費用対効果の検討
・地域のステークホルダー（金融機関、企業・団体、大学
等の教育機関、地場ベンダー等）との連携体制の検討
・運用モデルや資金計画（ソーシャルボンドや成果連動型
民間委託の活用を含む。）、マネタイズの仕組み等の検
討
・総務省地域社会DX推進パッケージ事業の実証事業や
補助事業の提案書作成支援 18
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【①-2 推進体制構築支援】（ 予 算 ： ２ 億 円 程 度 ）
専門家等を地方公共団体に派遣し、地 域 課 題 の 洗 い 出 し や 深 掘 り 、 整 理を実施す

るほか、 具 体 的 な 進 め 方 の 提 案や、 地 域 DX推 進 体 制 の 構 築まで伴走支援し、デジ
タル技術による解決策の実証・実装に結びつけるとと もに、各 地 方 公 共 団 体 が自 立 的
にデ ジタル 実 装 に取 り 組 め る持 続 的 な 支 援 環 境 を構 築します。

• 具体的な地域DXの取組を実施
• 課題解決に向けた先進的ソリュー

ションの実証
• 通信インフラの実装 など

• 地域DX導入後の効果測定・
課題探索

• 実装後の運用準備 など

①地域DX推進体制構築支援 ②実証事業、補助事業等の活用

地域課題の洗い出し、深
掘り、整理

課題解決に資する地域DXソ
リューション導入等

地域DX推進後の振
り返り

推進体制の構築・拡充
STEP 02

具体的な進め方の提案、
推進体制構築

STEP 03 STEP 04STEP 01
課題整理・取組⽅針の共有 解決策の実装 改善

• 都道府県と市町村等の連携によるDX
推進体制の構築

• 市町村のDXの進捗状況の共有
• 地域のステークホルダーの巻き込みや、

事業者等とのマッチング支援 など

• 各市町村の課題の洗い出し・
深掘り

• 具体的な解決策の検討
• 都道府県・市町村等による課

題の共有、取組⽅針の検討・
共有          など

＜支援内容イメージ＞

＜対象＞
都道府県と管内市区町村（※都道府県が管内の市区町村と連携して申請）

※支援期間内にSTEP01, STEP02を実施。進捗等により、具体的な
地域DXの取組など、STEP03以降も実施可。 19
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総務省 管理事業者

地方公共団体※２

※２）都道府県が主体となり、市区町村
と共同で申請することを想定

伴走支援事業者

①公募・③選定

伴走支援の内容

• 地域課題やボトルネックの明確化、デジタル実装に向けた進め
方の提案、ステークホルダーとの推進体制の構築支援等を想定

支援地域の応募要件

• 都道府県と市区町村が連携して申請すること（連携
していることの信憑として、覚書等の書類の提出）

• 都道府県が将来的に推進体制を拡大し、都道府県
内で地域ＤＸを推進する意思を有すること

• 支援を受ける体制を確立していること 等

⑤支援したい地域を
特定して応募

④公募・⑥選定※１

伴走支援事業者の応募要件

• 専門家を地方公共団体に通年派遣し、地域
に密着した活動ができること

• 各支援地域の地域ＤＸ推進に関する課題解
決に向けた課題整理、推進体制構築ができる
こと 等

※１）選定にあたっては、有識者等によ
る評価会開催を想定。

②応募

⑦伴走支援 ※３

公募・選定

※３）伴走支援事業者とのマッチングが不成立
の場合等、伴走支援ができない場合があります。

都 道 府 県 が 管 内 の １ 市 区 町 村 以 上 と 連 携 し て 申 請 す る こ と 。
※ 過 去 に 支 援 地 域 と し て 選 定 さ れ た 地 域 （ 県 ） に つ い て は 、 過 去 に 申 請 し た 際 よ り も 1 以 上 多 く の 市 町 村 と 連 携 し て 申 請 す る こ と 。

（ 過 去 に 支 援 地 域 と し て 選 定 さ れ た 地 域 の 場 合 に は 、 最 終 的 な 支 援 地 域 の 選 定 に お け る 評 価 時 に 、 管 内 の 参 加 市 町 村 の 割 合
に 応 じ て 加 点 し ま す ）

＜スキーム（共通）＞

＜申請要件＞

【①-2 推進体制構築支援】  申請要件及びスキーム
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【①-3 地域情報化アドバイザー派遣制度】
地域が抱える様々な課題を解決するため、 I CTを利活用した取組 を検討する地方

公共団体等からの求めに応じ、 I CTの知見等 を有する 「 地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザー」を
派遣し、  I CT利活用に関する助言等を行う制度です。

１件の申請につき、 現 地 派 遣 を含 む支 援 で あ れ ば 最 大 ３ 日まで、 オ ンラ イ ン会 議 の
み によ る支 援 で あ れ ば 合 計2 1 時 間の範囲内において、支援が可能です。
＜対象＞
NPO、大学、商工会議所等が申請する場合は、総合通信局又は地方公共団体の推薦を受けて実施します。
地場企業等が申請する場合は、地方公共団体からの推薦に加え、地方公共団体等と共同で事業を実施し

ていること等を要件に支援を実施します。（令和７年度より支援対象を拡充）

派遣の仕組み

総
務
省

事業の内容等に応じて、
ICTの知見を有する専門家
の派遣を実施

１.派遣要請

地域情報化
アドバイザー

３.助言等２.派遣決定

派遣団体数
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200
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＜実施形態＞

請負（定額）

【②-１  先進的通信システム活用タイプ】（ 予 算 ： 2 6 億 円 程 度 ）
ローカル５Gや衛星通信、オール光ネット ワー クをは じ めとす る新 し い 通 信 技 術を活用 し
た、次の社会実証を支援します。
a )全国の各地域が共 通 に抱 え る地 域 課 題 の 解 決に資する先進的なソリューション
b )特に地域の人材不足に起因する課題解決のための、地 場 企 業 の 事 業 活 動 の 効 率

化 ・合 理 化に資する先進的なソリューション
＜実施主体＞

地方公共団体、企業・団体など

＜対象となる通信技術＞
・ローカル５Ｇ
・Wi-Fi HaLow／7
・衛星直接通信
・APN（オール光ネットワーク）
・HAPS（成層圏プラットフォーム）

などの新たな通信技術※
※上記以外の通信技術については個別にご相談ください。

＜提案評価の観点例＞
■ 全国の各地域が共通に抱える課題の解決に資するものであるか 又は

 地場企業の事業活動の効率化・合理化に資するものであるか

■ 新しい通信技術を活用するものであるか
（当該通信技術を選択することに関する他の通信技術との比較分析 など）

■ 費用対効果等も踏まえ、現実的に社会実装が期待できるものか

■ 先進的なソリューションであるか（先行事例との比較 など）

■ 社会実装や他地域への横展開に向けた具体的かつ現実的なビジョンが
あるか（地域の連携体制が構築されているか など なお、複数年にわたる実証の場合は、
複数年分の計画を提示することで実装・横展開を評価）

□ 主な加点評価項目
・スタートアップが参画し、その技術などを活用する取組であるか
・「デジ活」中山間地域に登録済又は登録申請中であるか
・プロジェクトの自走化の担い手として地域ICT企業が参画しているか
・幅広い地域での共同利用を促進するソリューションであるか など 22
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＜事業規模の目安＞
※調整中



【②-１  先進的通信システム活用タイプ】 対象経費の考え方
対象経費についての基本的な考え方は以下の表のとおり です。原則 として、 ネットワ ーク機
器などの物品の購入費用は対象外となります。（消耗品・リ ースで きな い機器等を除く）

対象経費 対象外経費

ネットワーク／ソリューション機器など
実証に必要な物品のリース経費

(機器のサブスク型サービスを含みます)

実証期間内に発生した経費のみ対象となります。

 ネットワーク／ソリューション機器などの
物品の購入経費（左記を除きます）

 無線局開設に係る免許関係諸費用
(免許申請手数料)

 実証目的の遂行に必要と認められな
い経費及び目的遂行に必要であっても
一般的に合理的と認められる範囲を
超える経費 など

取得単価が税込１０万円未満
又は

使用可能期間が１年未満
の物品の購入経費

「使用可能期間が1年未満」とは、一般的に消耗
性のものと認識され、かつ、平均的な使用状況など
からみて、その使用可能期間が1年未満であると認
められるものをいいます。

リースなどで調達できない
ネットワーク／ソリューション機器の購入経費

リースなどで調達できない理由（様式任意）を提
出いただき、総務省の了解を得る必要があります。

役務費
実証環境の構築やアプリケーション開発などの実証
に係る人件費 など

その他 実証に係る通信運搬費・光熱費・旅費 など
23
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【②-２ AI検証タイプ】 （ 予 算 ： 6 6 億 ※ う ち 公 募 対 象 費 用 は 調 整 中）
A Iを活用した地域の課題解決のユースケースを創出し、地域通信 の効率化・最適化
を促進するため、地域拠点等にA Iを設置し、共有するモデ ル の実証（地域共有型エッ
ジA Iの導入モデル実証）を行う。

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

ちい

＜実施主体＞

＜実証イメージ＞

地方公共団体、企業・団体など
24

想定される検証例
・ ネットワークとAI・コンピューティングが融合等し
た通信インフラを活用した新たなAIの先進的な
ソリューションモデルの創出
・（例）工場等において複数の搬送ロボットが
敷地内の状況を的確に把握し、生産性を向上
する搬送ロボット群制御の検証
・（例）農場等において農地のリモート監視や
害獣・害虫等の自動検知を行うリモート発育状
況分析・映像監視の検証

【地域共有型エッジAI】

※商業・農業地域などのエリアやビル内などのスポットをカバー

 地域拠点等にAIを設置し、近傍の端末が
AIを利用。

 端末当たりのAIコストを低減できる。

特徴

＜事業規模の上限＞
調整中



【②-３ 自動運転レベル4検証タイプ】（ 予 算 ： 1 7 億 円 程 度 ）
地域限定型の無人自動運転移動サービス（限定地域レベル４） の実装・横展開に
当たって課題となる遠隔監視システムその他の安全な自動運転のた めに必要な通信シ
ステムの信頼性確保等に関する検証を実施する。

＜実施主体＞

＜実証イメージ＞
想定される検証項目の例

・交差点における通信
・基地局間のハンドオーバー
・路車間通信の信頼性
・必要な通信帯域幅 など

地方公共団体、企業・団体など
※地方公共団体を１以上含むコンソーシアムを形成していることが要件

想定される検証環境の例
・形状等の異なる物理的環境
・積雪・日照等の気候条件 など

25
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＜事業規模の上限＞
1.5億円程度

デジタル庁「先行的事業化地域」に選定された地域については、提案評価に当たって加点する。
●先行的事業化地域への対応



【③補助事業】（ 予 算 ： 8 . ０ 億 円 程 度 ）
デジタル技術を活用して地域課題の解決を図るために必要な
通 信 イ ンフ ラ な ど （ ローカ ル ５ G/LP WAな ど ） の 整 備 費 用 を 補 助します。

① 無線ネットワーク設備
② ①に接続するソリューション機器

これらと不可分な設備・機器・ソフトウェア ※3

＜補助対象＞

＜対象＞
地方公共団体、企業・団体など

<補助率> 補助対象経費の 1/2

※1 企業・団体などが実施主体となる場合には、採択候補先に決定後、
補助金交付申請までの間に、地方公共団体を１以上含むコンソーシ
アムを形成していることが要件となります。

※２地域課題の解決のために、①と②を組み合わせたシステムを整備する
ことが要件となります（インターネット接続サービスの提供やソリューション
機器のみの整備や都市OSは非該当） 。

※3 通信装置レンタル料やクラウドサービス利用料については、
複数年度分を一括して事業整備年度に費用計上及び支
払い完了できる場合に限り、５か年分を上限として補助
対象とします。

＜補助対象のイメージ＞

＜提案評価の観点例＞
■ 地域課題の解決に資するものであるか（期待される効果が明確か など）

■ 効率的・効果的な整備計画であるか
（課題解決のために必要か、費用対効果が見合っているか、多用途で活用できるか など ）

■ 地域のステークホルダー（産官学金）との連携が図られているなど、持続可能な
運用計画であるか（適切なPDCA計画があるか など） など

ローカル５G、Wi-Fi、
LPWAなど

※２

※１

補助金額に上限はありませんが、ご提案の内容を踏まえて、
事業規模の妥当性を審査いたします。

LPWA / Wi-Fi など

支援対象となるソリューション機器など

支援対象となるネットワーク設備

カメラ/センサーなど
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国庫補助 (本事業) 1/2 地方負担 1/2

補助対象となる事業費の総額

過 疎 対 策 事 業 債
（過疎法により過疎地域とされた市町村）

7 0 ％

一般補助施設整備等事業債
（市町村）

2 2 . 2 ％

充当率 75％

充当率 90％

（交付税措置なし）

辺 地 対 策 事 業 債
（辺地法に規定する辺地を包括する市町村：辺地に係る施設整備に限ります）

【③補助事業】 地方公共団体の負担分について
地方公共団体が補助事業の実施主体となる場合の負担分（1 /2）については、
以下の地 方 債 を起 債することができます。

8 0 ％ 充当率 100％

充当率 100％

公共事業等債
（都道府県）

元利償還金に対する

交 付 税 措 置 率  

※地方負担に対する措置率は20％
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※ 本 財 政 措 置 は 現 在 要 望 中 で あ り 、 今 後 内 容 に 変 更 が あ り 得 る こ と を あ ら か じ め 御 了 承 く だ さ い



【事業スケジュール（予定）】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

支援期間（１次）１次
公募

②-2
AI検証タイプ

実証期間
採択

選定結果発表

事業実施期間公募③補助事業

採択
実証期間（2次）

実証期間（1次）
採択

１次
公募

2次
公募

②-1
先進的通信システム
活用タイプ

支援期間（２次）２次
公募

支援先決定
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支援先決定

公募

①-1
計画策定支援

①-2
推進体制
構築支援 伴走支援事業者による支援期間

支援地域
候補採択

支援地域
公募

伴走
支援事業者

公募

支援地域＆
伴走支援事業者採択

①-3
地域情報化
アドバイザー

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

派遣可能期間

実証期間
採択

公募

②-3
自動運転レベル４
検証タイプ



【地域社会DX推進パッケージ事業の活用フロー】

<プロセス5>
新しい通信技術等を用いた

ソリューションの実用化に向けた
実証を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用

<プロセス6>
地域課題解決に必要な

インフラ整備を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用 <ゴール>
デジタル技術を活用した

地域課題の解決

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計 画 策 定 支 援  ソ リューショ ン実 装 コ ース  

② 実 証 事 業  

③ 補 助 事 業  

<プロセス4>
デジタル技術を

導入・運用するための計画書を
策定している

<プロセス1>
地域の課題を

抽出・整理できている

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -2  推 進 体 制 構 築 支 援  ①-

3
地
域
情
報
化

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

地
域
社
会D

X

推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
活
用

ICT

の
知
見
を
有
す
る

専
門
家
か
ら

「
助
言
・
提
言
」
が
ほ
し
い
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NO

YES

YES

NO

YES

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計 画 策 定 支 援  地 域 課 題 整 理 コ ース  

NO

YES

<プロセス3>
地域課題の解決に有効な

デジタル技術を
明確化できている

<プロセス2>
DXを推進する体制を

構築したい

YES

NO

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

YES

NO



【総合通信局・総合通信事務所】

30

■北海道
北海道総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
電話：011-709-2311（内線4714） ／ e-mail：chiiki-s@soumu.go.jp

■青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東北総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒 980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第２合同庁舎
電話：022-221-3655 ／ e-mail：seibi-toh@ml.soumu.go.jp

■茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
関東総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎23階
電話：03-6238-1692 ／ e-mail：kanto-suisin@soumu.go.jp

■新潟県、長野県
信越総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒380-8795長野県長野市旭町1108 長野第１合同庁舎
電話：026-234-9933／e-mail：shinetsu-event@soumu.go.jp

■富山県、石川県、福井県
北陸総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎6階
電話：076-233-4431／e-mail：hokuriku-shinkou@soumu.go.jp

■岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
東海総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第三号館6階
電話：052-971-9405／e-mail：tokai-shinko@soumu.go.jp

■滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
近畿総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
電話：06-6942-8521 ／ e-mail：ict-kinki@ml.soumu.go.jp

■鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
中国総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 
電話：082-222-3413／e-mail：chugoku-shinko@ml.soumu.go.jp

■徳島県、香川県、愛媛県、高知県
四国総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2-14-4
電話：089-936-5061／e-mail：shikoku-seisaku@soumu.go.jp

■福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
九州総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒860-8795熊本市西区春日2-10-1 
電話：096-326-7833／e-mail：h-shinkou@ml.soumu.go.jp 

■沖縄県 
沖縄総合通信事務所 情報通信課 
住所：〒900-8795 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎3号
館4階 
電話：098-865-2304 ／ e-mail：okinawa-sinko@ml.soumu.go.jp

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業 の ご 案 内
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ローカル10,000 プロジェクト等について

総務省 地域力創造グループ 地域政策課
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ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）

½ 国費
¼ 特別交付税

¼ 実質的な地方負担

民間事業者等の初期投資費用（施設整備・改修費、機械装置費、備品費等）

自己
資金等

公費による助成

国費

地域金融機関による融資等※１
（原則無担保※２）

地方費 ※１ 地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング、ふるさと融資を含む
※２ 交付金事業により取得する財産には担保設定可能

事 業 ス キ ー ム

助成上限額（自治体→事業者）

融資／公費 公費による助成上限額

4倍～ 5,500万円

3倍～ 5,000万円

2倍～ 4,000万円

1倍～ 3,000万円

●交付金の申請主体は自治体（都道府県・市区町村※）
●申請は随時受付

（問合せ専用ダイヤルを設置）
●施設整備・改修費、備品費も対象
●補助上限額は最大5,500万円（大規模事業対応可）
●全ての産業分野で活用可能

 R8当初予算額案 6.7億円
 R7補正予算額  21.2億円

（R7当初予算額  6.2億円）

R8拡充 交付率（国→自治体）

・原則、公費の1/2
・条件不利地域（1,113団体）のうち、

財政力0.25～0.5 2/3
財政力0.25未満 3/4

・重点支援分野 3/4
（地域脱炭素、若者・女性活躍）

※創業支援等事業計画の作成が必要
（R7.12月時点で1,555市区町村が作成済）

○ 産官学金の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の創業・第二創業・新規立ち上げを支援
○  ❶地域密着型（地域資源の活用） ❷地域課題への対応 ❸地域金融機関による融資等 ❹新規性（新規事業）❺モデル性

の要件について、国の有識者審査を経て該当すると認められた事業が対象

POINT
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ローカル10,000プロジェクト 事例

岩 手 県 久 慈 市 山 梨 県 都 留 市 長 野 県 佐 久 市

鹿 児 島 県 長 島 町島 根 県 松 江 市 徳 島 県 美 馬 市

木質バイオマスを活用した
しいたけ栽培

織物業再興のための新商品開発 地元産米を活用した
酒づくり

古民家を活用した飲食事業 古民家を活用した観光・宿泊事業 地元産茶を活用した
ブリの養殖
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ローカル10,000プロジェクト
令和８年度制度改正について（公費助成の上限額等の見直し）

○ 公費（国費＋地方費）による助成の上限額を増（原則2,500万円→3,000万円）

○ 「融資／公費」比率に応じた上限額のかさ上げ措置について、より大きな融資を引き出して地域経済循環を一層推進するため、
「融資／公費」比率と公費助成の上限額を見直し（最高5,000万円→5,500万円）

○ 国費の交付率がかさ上げ（原則1/2→3/4）となる「重点支援分野」は、「地域脱炭素」、「若者・女性活躍」
○ 本制度改正は、令和８年４月１日以降の交付申請※１事業から適用※２

※１ 事業実施計画書の審査後、交付要綱に基づいて行う申請
※２ 既に融資額の調整・自治体の予算化が進んでいる案件を考慮し、令和７年度中に所定の事業実施計画書が総務省に提出された場合には、
  交付申請が令和８年度となっても、従前の上限額を適用（「融資／公費」比率1.5倍～３倍の区分）することが可能

地域金融機関による融資等
（原則、無担保融資）

自己
資金等公費（国費＋地方費）による助成

融資／公費 公費助成の
上限額

４倍 ～ 5,500 万円

３倍 ～ 5,000 万円

２倍 ～ 4,000 万円

１倍 ～ 3,000 万円

（現行） （改正後）

「融資／公費」比率と
公費助成の上限額を見直し

最高5,000万円→5,500万円

公費助成の上限額を増
原則2,500万円→3,000万円

融資／公費 公費助成の
上限額

２倍 ～ 5,000 万円

1.5倍 ～ 3,500 万円

１倍 ～ 2,500 万円

上
限
額
の
か
さ
上
げ

上
限
額
の
か
さ
上
げ
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ローカル10,000プロジェクトの予算額の増額について

○ スタートアップ育成５か年計画の取組等による新規事業創出への経営者のマインド改善や物価高騰の影響でプロジェクトによる支援
ニーズは高まっている

○ 自治体・金融機関向けの広報からエンドユーザーとなる事業者向けの広報を強化することで大幅な案件の掘り起こしが実現

（予算額）R6当初6.0億 ⇒ R6補正20.6億＋R7当初6.2億 ⇒ R7補正20.7億円＋R8当初案6.6億 ※交付金分

○地域内のニーズに対応するため、当初予算で計上している自治体の例
兵庫県：R7予算2千万円（1,000万円×2件）、 徳島県：R7予算5,000万円（2,500万円×２件）、
香川県小豆島町：R7予算8,500万円（3,500万円×1件＋2,500万円×2件）

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7（～R8.1月）

採択事業数 30 15 17 15 23 82 102

交付決定額
（億円） 5.2 2.3 2.4 2.5 2.9 12.1 14.4

(過去最高)

35



ローカル10,000プロジェクト 事業効果

◎事業化した455事業（令和６年7月31日時点）の実績
・継続事業の割合 95％、５年経過時点の継続事業の割合 97％

◎継続している429事業（令和６年7月31日時点）の実績
・黒字事業の割合 55％、５年経過事業（364事業）の黒字事業の割合 59％

・３，２９６人（１事業あたり８人）の雇用創出
⇒優良な雇用の場を創出

・事業実績額 353億円（公費交付額 124億円、融資額 176億円、自己資金等 53億円）

（参考）創業後５年経過時点の企業生存率 81％（中小企業白書2023）

⇒地方自治体、地域金融機関の伴走支援により高い継続率を確保

⇒公費交付額（124億円）により、地域金融機関からの無担保融資（176億円）が誘発され、
 地域における資金循環に寄与（投資効果※は２.４倍）

（参考）黒字企業割合 39％（国税庁 令和５年度分会社標本調査）

※（融資額＋公費）／公費
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ローカル10,000プロジェクト 都道府県別交付決定事業数 R8年1月時点

都道
府県

市町村 合計
採択
団体

道① 芦別市 江別市④ 三笠市 網走市 石狩市 新冠町

函館市 夕張市 仁木町 根室市 南幌町 中標津町 真狩村

足寄町 美唄市② 中川町 上士幌町 中頓別町 帯広市 積丹町③

鶴居村 長沼町② 弟子屈町 留萌市 中富良野町 当別町 美瑛町

増毛町② 美深町

2 青森県 青森市 中泊町 八戸市③ 五所川原市 深浦町 六ヶ所村 つがる市 9 9 7
久慈市② 西和賀町③ 岩手町 大船渡市③ 軽米町 陸前高田市 花巻市②

紫波町③ 遠野市 岩泉町 釜石市

4 宮城県 気仙沼市 登米市 蔵王町 川崎町 角田市② 6 6 5
5 秋田県 県⑪ 大館市③ にかほ市 男鹿市 秋田市 羽後町 八郎潟町 11 8 19 7

金山町 最上町② 戸沢村② 尾花沢市② 小国町② 上山市② 南陽市

大石田町 寒河江市② 遊佐町② 山形市 長井市 天童市 酒田市

喜多方市② 会津若松市 白河市 新地町 玉川村 只見町 会津坂下町

浅川町

8 茨城県 笠間市② 桜川市 つくば市 土浦市② 稲敷市 大子町 8 8 6
9 栃木県 県② 茂木町 2 1 3 2
10 群馬県 桐生市 榛東村 下仁田町③ みなかみ町 6 6 4
11 埼玉県 東松山市 秩父市③ 三芳町 川越市 行田市 川島町 8 8 6

大多喜町② 御宿町 香取市 市原市② 白子町 旭市 匝瑳市

勝浦市 睦沢町

13 東京都 町田市② 2 2 1
14 神奈川県 県① 小田原市③ 座間市 相模原市 1 5 6 4

県① 三条市 五泉市 津南町② 長岡市④ 阿賀野市② 佐渡市⑤

見附市 妙高市 南魚沼市② 新発田市

16 富山県 魚津市 南砺市② 射水市 4 4 3
17 石川県 輪島市② 能登町 3 3 2

県③ 鯖江市 敦賀市② 小浜市 坂井市② 勝山市 美浜町

若狭町③ 越前市

19 山梨県 南アルプス市 北杜市 笛吹市 都留市 大月市② 小菅村 山梨市 8 8 7
県② 上田市 長和町 長野市② 下條村 東御市 佐久市⑥

小諸市③ 松川村 白馬村 中川村 高山村② 小布施町 飯綱町②

県① 山県市③ 多治見市② 関市② 白川村 郡上市 下呂市

羽島市 可児市 飛騨市 揖斐川町 各務原市② 本巣市 高山市②

恵那市 瑞穂市

22 静岡県 静岡市② 浜松市 焼津市 4 4 3
23 愛知県 岡崎市② 美浜町 大治町 西尾市 設楽町 田原市 犬山市 8 8 7
24 三重県 鳥羽市 多気町② いなべ市 伊勢市④ 8 8 4

3 岩手県 19 19 11

団体内訳
件数

1 北海道 1 37 38 30

7 福島県 9 9 8

6 山形県 21 21 14

18 福井県 3 12 15 9

15 新潟県 1 20 21 11

21 岐阜県 1 21 22 16

20 長野県 2 23 25 14

千葉県12 11 11 9

都道
府県

市町村 合計
採択
団体

県① 米原市② 高島市 長浜市③ 東近江市② 近江八幡市 彦根市②

竜王町 栗東市 愛荘町 甲賀市② 多賀町

26 京都府 福知山市③ 南丹市 京丹後市⑧ 舞鶴市 亀岡市 14 14 5
27 大阪府 大東市 能勢町 田尻町 枚方市 河内長野市 東大阪市 6 6 6

県⑩ 豊岡市⑯ 養父市⑨ 南あわじ市② たつの市 宍粟市② 多可町②

淡路市④ 香美町③ 丹波市③ 市川町 朝来市④ 佐用町 神戸市②

加西市 神河町② 新温泉町② 丹波篠山市 洲本市

県④ 宇陀市④ 斑鳩町② 明日香村② 三郷町④ 安堵町 天理市②

御所市 田原本町 王寺町 下市町④ 大和郡山市② 五條市 奈良市

県① 有田市 太地町 湯浅町 日高川町 広川町 新宮市③

紀の川市 那智勝浦町 田辺市②

31 鳥取県 県① 若桜町 湯梨浜町 境港市 智頭町 琴浦町 米子市 1 6 7 7
出雲市② 益田市 江津市③ 海士町④ 奥出雲町② 安来市 飯南町

松江市② 知夫村② 隠岐の島町 浜田市 吉賀町

倉敷市④ 美作市 新見市③ 真庭市 矢掛町 吉備中央町 浅口市

高梁市③ 井原市 西栗倉町

34 広島県 神石高原町 呉市③ 尾道市 竹原市 世羅町 廿日市市 福山市② 10 10 7
35 山口県 萩市 下関市 周南市 山口市② 周防大島町 6 6 5

県⑯ 阿南市② 神山町 那賀町 美馬市② 東みよし町 三好市②

吉野川市

37 香川県 県① 土庄町④ まんのう町 三豊市 高松市 小豆島町⑬ 東かがわ市② 1 22 23 7
38 愛媛県 県① 今治市⑤ 宇和島市③ 松山市③ 西条市 新居浜市③ 久万高原町② 1 17 18 7
39 高知県 県① 高知市 四万十市 日高村② 黒潮町 仁淀川町 1 6 7 6

北九州市② 築上町 行橋市 みやま市 糸島市 芦屋町 柳川市②

宗像市 福智町② 岡垣町 福岡市

41 佐賀県 江北町 佐賀市 鹿島市 太良町 白石町 5 5 5
壱岐市④ 島原市② 対馬市 新上五島町 長崎市② 大村市 五島市②

雲仙市

県⑤ 八代市② 玉名市 上天草市② 菊池市 合志市② 相良村

南関町 熊本市② 荒尾市 山鹿市 人吉市 天草市 南小国町

西原村 小国町

44 大分県 県① 宇佐市 豊後大野市 1 2 3 3
45 宮崎県 県⑤ 小林市② 宮崎市 日南市② 椎葉村 5 6 11 5

鹿屋市③ 垂水市② 湧水町 徳之島町 志布志市③ 大崎町 指宿市

長島町② 出水市 さつま町 指宿市 日置市

47 沖縄県 南城市② 那覇市 本部町 うるま市 竹富町② 7 7 5

計 69 593 662 390

団体内訳
件数

25 滋賀県 1 17 18 12

29 奈良県 4 26 30 14

28 兵庫県 10 57 67 19

32 島根県 21 21 12

30 和歌山県 1 12 13 10

36 徳島県 16 10 26 8

33 岡山県 17 17 10

14 14 8

40 福岡県 14 14 11

46 鹿児島県 18 18 12

43 熊本県 5 19 24 16

42 長崎県
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ローカル10,000プロジェクト 連携金融機関の状況 R8年1月時点

※地方銀行、第２地方銀行については全行を表示しており、該当がある場合色塗りし、右欄に件数を表示している（本部所在地から圏域を越えて融資している場合あり）。
※複数の金融機関等が協調して融資する場合もあることから、該当件数と交付決定事業数は必ずしも一致しない。
※銀行数（61行＋36行）、信金数（254金庫）は、令和７年３月時点。オレンジ着色は、令和7年度採択事業。

北海道 7 北洋 15 空知信金 1 札幌信金 1 網走信金 1 帯広信金 3 北星信金 2 ようてい農協 1 空知商工信組 1 釧路信組 1 北洋農業再生ファンド 1

釧路信金 2 北海道信金 2 旭川信金 1 留萌信金 2

2 青森県 青森みちのく 9 青い森信金 2

3 岩手県 岩手 5 東北 2 北日本 2 北上信金 1 盛岡信金 1 花巻農協 3 もりおかSDGsファンド 1

4 宮城県 七十七 1 仙台 3 気仙沼信金 2

5 秋田県 秋田 13 北都 5 秋田県信組 1

6 山形県 荘内 3 山形 7 きらやか 5 新庄信金 2 鶴岡信金 2 やまがたおきたま農協 1 山形中央信用組合 1

7 福島県 東邦 4 福島 1 大東 会津信金 1 あぶくま信金 1

8 茨城県 常陽 4 筑波 1 水戸信金 3 茨城県信組 1

9 栃木県 足利 3 栃木

10 群馬県 群馬 3 東和 しののめ信金 2 利根郡信金 1

11 埼玉県 武蔵野 1 埼玉縣信金 5 埼玉りそな 3

12 千葉県 千葉 9 千葉興業 京葉 1 佐原信金 1 銚子信金 1

13 東京都 きらぼし 東日本 東京スター 城南信金 1 多摩信金 1

14 神奈川県 横浜 1 神奈川 さがみ信金 2 横浜信金 1 多摩信金 1 さがみ農協 1

15 新潟県 第四北越 19 大光 1 ゆきぐに信金 1 新発田信用金庫 1 さくらの街信組 1

16 富山県 北陸 2 富山 2 富山第一 富山信金 1

17 山梨県 山梨中央 6 山梨信金 1 梨北農協 1 山梨信用組合 1

18 長野県 八十二 17 長野 長野信金 2 上田信金 1 飯田信金 1 松本信金 1 アルプス中央信金 1 信州うえだ農協 1 長野県信組 1

19 石川県 北國 1 のと共栄信金 1 興能信金 1

20 福井県 福井 10 福邦 敦賀信金 2 福井信金 1 福井丹南農協 1

21 岐阜県 大垣共立 2 十六 8 岐阜信金 2 八幡信金 1 東濃信金 2 高山信金 1 岐阜商工信組 2 飛騨信組 2 ぎふ農協 1

22 静岡県 静岡 3 スルガ 清水 静岡中央 浜松磐田信金 1 しずおか焼津信金 1

23 愛知県 あいち 1 名古屋 岡崎市信金 2 西尾信金 1 豊川信金 1 豊橋信金 1 あいち知多農協 1

24 三重県 三十三 1 百五 6 三重県信漁連 1

25 滋賀県 滋賀 15 長浜信金 3

26 京都府 京都 4 京都北都信金 4 京都中央信金 1

27 大阪府 関西みらい 2 池田泉州 2 大阪シティ信金 2 京都中央信金 1 近畿労働金庫 1

但馬 15 みなと 10 但馬信金 27 但陽信金 5 中兵庫信金 2 日新信金 1 姫路信金 1 兵庫県信組 2 兵庫県信漁連 1 なぎさ信漁連 2 にししんまちづくりファンド 1

淡路信金 3 西兵庫信金 1 兵庫県信農連 1

29 奈良県 南都 20 大和信金 8 奈良中央信金 1 奈良信金 3 奈良古民家まちづくりファンド 1

30 和歌山県 紀陽 4 きのくに信金 3 新宮信金 3 和歌山県信漁連 1

31 鳥取県 鳥取 1 倉吉信金 1 鳥取信金 1 米子信金 1 よなご住んで楽しいまちづくりファンド 1

32 島根県 山陰合同 18 島根 2 島根中央信金 1 しまね信金 2 日本海信金 2 ごうぎんキャピタル 1

33 岡山県 中国 10 トマト 3 玉島信金 1 備北信金 4

34 広島県 広島 6 もみじ 呉信金 2 広島信金 1 JA広島信連 1 備後信組 1

35 山口県 山口 5 西京 西中国信金 2

36 徳島県 阿波 13 徳島大正 5 阿南信金 2 幡多信金 1 徳島信金 1 阿南農協 1

37 香川県 百十四 11 香川 12 香川県農協 1

38 愛媛県 伊予 9 愛媛 4 愛媛信金 1 宇和島信金 1 えひめ地域活性化ファンド 1

39 高知県 四国 5 高知 3

40 福岡県 福岡 筑邦 1 西日本シティ 2 北九州 1 福岡中央 1 ふくおかひびき信金 3 遠賀信金 2 大分柳川信用金庫 2 福岡信金 1 九州信漁連 1

41 佐賀県 佐賀 5 佐賀共栄 1 九州ひぜん信金 1 佐賀西信組 2

42 長崎県 十八親和 12 長崎 壱岐市農協 1 ごとう農協 1

43 熊本県 肥後 14 熊本 5 天草信金 1 八代地域農協 1

44 大分県 大分 2 豊和 1

45 宮崎県 宮崎 9 宮崎太陽

46 鹿児島県 鹿児島 13 南日本 3 鹿児島相互信金 2 鹿児島県信金 1 鹿児島県興業信組 1

47 沖縄県 琉球 4 沖縄 3 沖縄海邦

361 件（ 56 行／ 61 行中 ） 79 件（ 20 行／ 36 行中） 180 件 （ 92 47 件（ 38 46 件 6 件

ファンド

1 北海道
2

本部所在地 地方銀行 61 行 第２地方銀行 36

1

行 信用金庫 その他
日本政策
金融公庫

1

4

1

1

1

1

1

2

1

2

28 兵庫県 5

1

3

2

1

1

2

3

2

4

件数合計 金庫／254金庫） 機関）

1

2

1
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ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）
○ ローカル10,000プロジェクト（国庫補助事業）に準ずる、市町村が単独で実施する地域密着型事業の立ち上げを支援
○ ❶地域密着型（地域資源の活用） ❷地域課題への対応 ❸金融機関による融資等 ❹新規性（新規事業）

の要件について、市町村において有識者の審査又は商工会議所等の確認を経て該当すると認められた事業が対象
※国庫補助事業と異なり、❶〜❹の要件を満たせば、自治体が自由に制度設計可能

自己
資金等

公費による助成
地方費

事 業 ス キ ー ム

融資／公費 公費による助成上限額

１倍～ 1,500万円

0.5倍～ 800万円

0.5倍未満 200万円

● 国庫補助事業と比べ、以下の要件が緩和されており、
市町村の裁量でより柔軟な創業支援が可能

・モデル性は問わない
・融資額が公費による助成額未満でも対象
・金融機関からの担保付き融資も可
・ソフト経費（広告宣伝費、商品開発費等）も対象

½ 特別交付税（措置率0.5）

½ 実質的な自治体負担

金融機関による融資等※

民間事業者等の初期投資費用（施設整備・改修費、機械装置費、備品費、広告宣伝費、商品開発費等）
及び フォローアップに係る費用（事業分析・再構築費） 

※ 地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング、ふるさと融資を含む

助成上限額（自治体→事業者）

P O I N T
POINT
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自治体名
●和歌山県紀の川市

自治体・金融機関の支援内容
●交付額：14,502千円
●融資等：  4,500千円（紀陽銀行）

 10,000千円（日本政策金融公庫）
●初期投資内容：施設整備費、機械装置費

審査の方法
●紀の川市単独地域経済循環創造事業費補助金審査会設置要綱に基づき設置した審査会で審査。

事業名
 ●紀の川市産米を活用した紀の川団子の創出とサプライチェーン構築事業

取組内容
●紀の川市は県内有数の米産地であるが、市内に加工事業者が少なく、

市産米は加工されずに流通しており、地域経済への波及効果が限定的。
●新たに市産うるち米を原料とするBtoB商品及びBtoC商品である「紀の川

団子」を創出し、市産米の高付加価値化を図り、地域活性化を目指す。

ローカ ル 1 0 ,000プロジェクト（ 地方 単 独事 業） の活 用事 例① ： 和歌 山県 紀の 川市

【具体的内容①】

＜事業者の声＞
・販売している和菓子の原料が県外や海外産のものがほとんどであり、また、水田の原風景が耕作放棄地に移り変わっていくこと
への危機感から製造分野への進出を考えていたところ、市から本制度の案内がありチャレンジした。
・小さい事業費でも活用でき、金融機関からの融資も受けやすい点がメリットだと感じた。

＜自治体の声＞
・当市は農産物の生産が盛んな地域であるが加工事業者が少ないことが課題であったため、市独自の補助金の創設を検討して
いたところ、令和６年度にローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）が創設され、補助金創設を後押しされた。
・単独事業は国庫補助事業と異なり、特に融資に係る担保制限が緩和されているため、融資を受けやすい点で申請者にとって
チャレンジしやすいと感じた。
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自治体名
●愛媛県久万高原町

自治体・金融機関の支援内容
●交付額：4,000千円
●融資等：2,500千円（伊予銀行）
●初期投資内容：施設整備費

審査の方法
●久万高原町地域経済循環創造事業（地方単独事業）補助金交付要綱に基づき設置した審査会で審査。

事業名
 ●別荘地を活用した地域の拠点形成事業

取組内容
●地域課題である獣害を逆手に取り、新たにジビエと高原野菜を楽しめ

る飲食店やアウトドア施設を整備することで空き家が目立つ別荘地の
再利用と町の認知度向上を図るとともに、地域の魅力を発信すること
で移住・定住者の増加を目指す。

ローカ ル 1 0 ,000プロジェクト（ 地方 単 独事 業） の活 用事 例② ： 愛媛 県久 万高 原 町

【具体的内容②】

＜事業者の声＞
・これまで当町で生活してきた中で、高齢化や若者の流出に危惧していた。本事業は、近年のキャンプやジビエへの需要を活かし
た町の課題解決につながるものと考えている。
・地域金融機関と町の支援を受けることができ、財政面に加え、各審査を通過した事業であるという認知を得られることはメリット
である。

＜自治体の声＞
・事業者から本制度を活用したいと町へ相談があったことがきっかけとなった。
・事業の妥当性や継続性について、町審査会による審査だけでなく、融資の際に金融機関においても事前に審査されることが安
心材料となった。
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ローカ ル 1 0 ,000プロジェクト（ 地方 単 独事 業） の要 綱例 ①： 和 歌山 県紀 の川 市

～～～～～～～～～～～～～～

①地域密着型
（地域資源の活用）

②地域課題への対応
（公共的な課題の解決）

④新規性
（新規事業）

③融資等

審査等
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ローカ ル 1 0 ,000プロジェクト（ 地方 単 独事 業） の要 綱例 ②： 愛 媛県 久万 高原 町

～～～～～～～～～～～～～～

①地域密着型
（地域資源の活用）

②地域課題への対応
（公共的な課題の解決）

④新規性
（新規事業）

③融資等

審査等
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ローカルスタートアップ支援制度 ［事業の企画～立ち上げまで各段階での財政措置］

○ 地域の資源と資金を活用した地域課題の解決に資する創業・新規事業（ローカルスタートアップ）を支援
○ 事業の企画・立ち上げ準備・事業立ち上げの各段階において、交付金による支援及び特別交付税措置を実施

※ローカルスタートアップ支援制度を活用するには、「創業支援等事業計画」の作成が必要（認定件数1,555市区町村（R7.12月時点））

・地域脱炭素等に係る調査分析
・地域資源の調査分析
・ビジネスモデル調査分析
・法人設立等に係る経費
・オフィスの賃貸料、
インキュベーション施設

支援制度の内容

・創業支援等事業計画の作成
・創業塾、創業セミナー、研修
・ビジネスコンテスト
・創業コーディネーターの設置

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

・ローカル10,000プロジェクト（国庫補助事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品等）
※モデル性を有するもの

交付金（交付率1/2〜3/4）

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品、商品開発費、
 広告宣伝費等）
※モデル性は問わない

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した事業
に対する、フォローアップ、事業分析・再構築に係る経費

特別交付税（措置率0.5・財政力補正あり）

❶ 事 業 の 企 画 ❸ 事 業 立 ち 上 げ❷ 立 ち 上 げ 準 備
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ふ る さ と 起 業 家 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト

○自治体が、クラウンドファンディング型ふるさと納税を活用し、地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を立ち上げる起業家に
対し初期投資費用を補助する場合の、上乗せ補助部分等に対し特別交付税措置

寄附者

応援したい起業家（事業）を
選択してふるさと納税

自治体 特別交付税措置（総務省）

上乗せ補助

起業家
（ふるさと起業家）

ふるさと納税を財源に補助

起業家の事業に継続して関心をもってもらうための工夫
（例）定期的な事業報告、自社製品の試供品等の送付、事業所見学への招待、起業が成功した際の新製品の贈呈等

事業スキーム

●ふるさと納税を財源に起業家へ補助
●併せて、起業家へ上乗せ補助を行う場合には、
   特別交付税措置により支援

P O I N T

財政措置
都道府県・市町村を対象に、以下の経費について
特別交付税措置（措置率0.5・財政力補正あり）により支援

○

起業家への上乗せ補助に要する経費
（起業家の事業立ち上げの初期投資費用（施設整備費、機械装置費、備品費）
に対する補助）
※特別交付税の対象額は、事業ごとに、ふるさと納税を財源に補助する金額又は2,500万円
 のいずれか少ない額を上限とする

・

起業家から提案される事業の審査等に要する経費・

○ふるさと納税の仕組みを活用して地域外から資金調達し、地域の起業支援を促すことにより、地域経済循環を創出

POINT
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ふるさと融資（ 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 ）

○ 地方公共団体が、民間金融機関等と共同し、地域振興に資する民間事業活動を支援するために、設備投資に係る無利子資金の貸付を行う制度

※ 利子負担、民間金融機関による連帯保証料への助成額に特別交付税措置（措置率0.75）

ローカル10,000プロジェクト
に該当する事業

その他事業

ふるさと融資
50％

（過疎地域等60％）
地域金融機関
による融資等 自己資金

ふるさと融資
50％

（過疎地域等60％）
地域金融機関による融資等 自己資金

v

区分 通常の地域
過疎地域（みなし過疎地域含む）、

離島地域、
特別豪雪地帯

定住自立圏、
連携中枢都市圏、

東日本大震災被災地域
脱炭素に係る事業

都道府県・
指定都市

融資比率 50% 60% 60%(50%)※ 60%
融資限度額 100 120 150(100)※ 150

その他市町村
融資比率 50% 60% 60% 60%

融資限度額 25 30 38 38

（単位：億円）

※ 都道府県の定住自立圏及び連携中枢都市圏に係る融資比率・融資限度額は、50%・100億円
※ 融資限度額は、令和８年度改正内容を反映

融資比率・限度額

スキーム

公費による助成
地方費国費

金融機関
①貸付（地方債）

地方団体
④償還

貸付対象事業者
② 無利子貸付（ふるさと融資）

③償還

対象事業（①かつ②）
① 地域振興に資する事業であって、公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
② 新たな雇用を確保する事業（都道府県・政令市は５人以上、その他市町村は１人以上）

民間事業者等の初期投資費用
100%

100%

R8拡充
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ふるさと融資制度の改正について（地域総合整備資金貸付事業）

① 融資限度額の引き上げ
近年の資材価格高騰等を踏まえ、通常の地域における融資限度額について、都道府県・指定都市は100億円、その他市町村は25億

円に引き上げることとする。あわせて、融資限度額の特例が適用される場合においても、以下のとおり引き上げることとする。

② 償還期間の延長
協調融資先である民間金融機関の償還期間との関係において、地方自治体がふるさと融資の償還期間を20年超とすることを希望する場

合、ふるさと財団の総合的な調査・検討において妥当性を確認した上で、対象施設の耐用年数の範囲内において、20年超の償還期間を
認めることとする。（償還期間の上限は30年以内）

③ 貸付対象となる事業実施期間の延長
工期が複数年度にわたる場合における貸付対象となる事業期間について、現行の４年以内から５年以内に延長することとする。

④ 特定被災地方公共団体における貸付額の特例の延長
令和７年度末を期限としている融資比率・融資限度額の特例について、福島県及び福島県内市町村については、第３期復興・創生期

間である令和12年度までの５年間延長することとする。また、岩手県、宮城県の継続事業に対しては、経過措置を設けることとする。

ふるさと融資制度(※)について、近年の資材価格の高騰等を踏まえ、令和８年度より、融資限度額の引き上げや償還期間の延長を行うこととす
る。制度改正の詳細は以下のとおり。（令和８年４月に地域総合整備資金貸付要綱を改正予定）
(※)地方公共団体が、民間金融機関等と共同し、地域振興に資する民間事業活動を支援するために、設備投資に係る無利子資金の貸付を行う制度

通常の地域
過疎地域
離島地域

特別豪雪地帯

定住自立圏・連携中枢都市圏
特定被災地方公共団体

脱炭素に係る事業

現行 R8融資限度額 現行 R8融資限度額 現行 R8融資限度額

都道府県
指定都市 80 100 96 120 120 150

その他市町村 20 25 24 30 30 38

(単位：億円)
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創業支援施策等について

中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進室
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創業支援施策等について

２０２６年 １月２７日

中小企業庁 創業・新事業促進室
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主な創業支援の取組
 中小企業庁において、主に３つの観点（意識改革、知識・ノウハウ、資金調達）で、

これまで施策を展開してきている。

意識改革

知識
ノウハウ

資金調達

①起業家
教育

②創業支援等事業計画

創業機運
醸成

信用保証（創業関連保証）

税制（登録免許税の軽減措置、OI税制）

表彰事業
（Japan Venture Awards）

伴走型支援
（FASTAR）

③補助金（持続化補助金 創業型）

創業前 創業準備 ～ 創業時 創業後

特別利率等の
適用

申請対象

期間等の優遇

税の軽減

融資（新規開業・スタートアップ支援資金 等）
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① 起業家教育事業
 起業家に必要とされるマインドと資質・能力を有する人材を育成し、将来創業者とな
る人材を輩出するための若年層向け起業家教育を推進。起業家による講演を通じた興
味・関心を持つきっかけづくりから、成果物のアウトプットによる次のステップへの
導線の用意まで、一気通貫で支援。

 また、高等学校などでの起業家教育実施の普及を目的として、「起業家教育の標準的
カリキュラム」を整備。

１．出前授業支援
（興味・関心の向上）

２．起業家教育プログラム実施支援
（集中的な学習機会）

３．アウトプットの機会提供
（成功体験の獲得による次ステップへの導線）

●起業家等による講演などを実施する
教育機関を支援

●中長時間のプログラムを実施する
教育機関を支援

●作成したビジネスプランについて発表、
アドバイスを受ける機会を提供

教育機関が起業家教育を実施する際に、
出前授業や講演等に登壇する起業家（経
営者等）を招聘。その際の費用を支援す
る。

教育機関が起業家教育プログラムを実施
するため、「標準的カリキュラム実践の
ためのマニュアル」を基に行う授業に対
し、講師や起業家の招聘等を実施。その
際の費用を支援する。

起業家教育プログラムの実施により作成し
たビジネスプランをアウトプットする環境
を整備。
作成したプランについてアドバイスを受け、
同じ起業家教育に取り組む高校生との交流
の場とすることで、モチベーション向上を
図る。

意識改革

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyouiku/index.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyouiku/index.html
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（参考） 起業家教育事業の取組
 令和７年度は、全国の高等学校等を対象に、出前授業支援として５０校、起業家教育

プログラム実施支援として３４校をそれぞれ支援。
 また、起業家教育プログラム実施支援の取組みをまとめた事例集を作成。

令和７年度起業家教育プログラム実施支援校
【東北】
・宮城県工業高等学校
・福島東陵高等学校
【関東】
・茨城県立下妻第一高等学校・附属中学校
・学校法人田中学園 水戸葵陵高等学校
・宇都宮海星学園 星の杜高等学校
・東京農業大学第二高等学校
・武蔵越生高等学校
・成田高等学校
・成城学園高等学校
・桜丘中学・高等学校、
・山脇学園中学校高等学校、
・東京電機大学中学校・高等学校
・神奈川大学附属中・高等学校
・法政大学国際高等学校
・立花学園高等学校
・甲府市立甲府商業高等学校
【中部】
・静岡大成高等学校
・城南静岡高等学校
・愛知県立犬山総合高等学校

【北陸】
・学校法人藤園学園 龍谷富山高等学校

【近畿】
・常翔啓光学園高等学校
・兵庫県立淡路三原高等学校
・兵庫県立小野高等学校
・兵庫県立豊岡総合高等学校
【中国】
・鳥取県立鳥取商業高等学校
・津山工業高等専門学校
・山口県立光高等学校
【四国】
・大手前高松中学・高等学校
・弓削商船高等専門学校
・高知県立大方高等学校
【九州】
・宮城県立都城商業高等学校
・学校法人川島学園鹿児島実業高等学校
・長崎県立長崎北高等学校
【沖縄】
・沖縄県立那覇商業高等学校

起業家教育プログラム実施支援事例集

https://entrepreneur.smrj.go.jp/related/case%20study.pdf

意識改革

https://entrepreneur.smrj.go.jp/related/case%20study.pdf
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ジャパン・アントレプレナーシップ・アライアンス
 創業機運醸成事業を効果的・効率的に実施して創業関心者を増やすため、経済産業省
と文部科学省で連携して取り組むことをアライアンスとして宣言。

 自治体や産業界等に広く周知し、参画への全国的な機運醸成を図ることで、オール
ジャパンでアントレプレナーシップ教育の普及・定着に取組む。

意識改革

参画数
34団体

文部科学省／中小企業庁／特許庁

（公社）日本ニュービジネス協議会連合会
（株）日本政策金融公庫
（独）中小企業基盤整備機構
（公財）ロートこどもみらい財団
（公社）ジャパンチャレンジャープロジェクト
（公社）学習情報研修センター
（一社）カピオンエデュケーションズ
（一社）ティーンエイジャービジネス協会
（一社）Arc&Beyond
（一社）自分広告
（一社）スプラウト

省庁

経済
団体
等

北海道教育委員会

葛巻町教育委員会

仙台市

茨城県教育委員会
つくば市

東京都

横浜市教育委員会
沖縄県

浜松市

名古屋市

埼玉県京都市

兵庫県

宇陀市

広島県

和歌山県
和歌山県教育委員会

宇都宮市

熊本県

福岡市
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‣参画団体の取組内容や成果・好事例を相互に共有し、各取組の相乗効果
に繋げる
‣各取組でご協力いただいている起業家を相互に紹介し、現場のニーズに
応える

SHARE
好事例の共有

PR
参画団体の活動を

学校/社会への情報発信

‣参画機関同士の交流を通して、官民の連携強化を図る
‣各取組で派遣する起業家等は、「JET-ALL（ジェット オール）」と名乗る
ことができ、ONE TEAMで活動する

‣参画機関の取組を学校と産業界の両サイドから発信
‣共有した取組を可視化し、一元的に発信することでユーザーのアクシ
ビリティを高める

 文科省から学校や教育委員会へ発信
 全国のアントレ教育プログラムのポータルサイト構築

 定例の情報交換会の開催
隔月１回程度の開催を想定（＠オンライン）

 教育プログラム・セミナー・イベント等の共同企画・実施
 参画機関同士のコミュニティ形成

TEAM UP
参画団体の交流会・協働の場

ジャパン・アントレプレナーシップ・アライアンス
意識改革
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参画団体募集
 各参画団体が実施する起業家等を学校等に派遣する取組において、「JET-ALL
（ジェット オール）」の名称や、Japan Entre Allianceのロゴマークを共通して用い
ることによって、全国的な若年層向けアントレプレナーシップ教育の機運醸成を図る
とともに、アントレプレナーシップ教育の取組に関する情報連携の強化として、起業
家等の情報の共有、対外発信等の協力を図る。

 アントレプレナーシップ教育を主体的に実施している地方公共団体等の参画を募集中

ロゴマーク
または、「ジャパン・アントレプレナーシップ・アライアンス」で検索
https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/alliance/

意識改革

https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/alliance/
https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/alliance/
https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/alliance/
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② 産業競争力強化法に基づく創業支援
 地域における創業促進のため、産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間の創業支
援事業者と連携して創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を国が認定する制度
を平成26年より開始。

 認定市区町村は 1,555 に達し、人口カバー率は 99%（令和7年12月時点）。これま
で約20万人の創業を実現。市区町村が地域の支援機関と連携して実施する「特定創業
支援等事業（創業塾や創業セミナー等）」を受けた者は、市区町村が発行する証明書
を受け取ることで、税の軽減や、融資制度での優遇といった措置が適用される。

（出典）認定市区町村からの実績報告より中小企業庁が作成

創業支援等事業計画のスキーム 創業支援等事業計画による支援の実績

知識・ノウハウ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sougyo_keikaku.html

（年度）

（人）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sougyo_keikaku.html


（参考）産業競争力強化法に基づく創業支援について
 市区町村が地域の支援機関と連携して実施する特定創業支援等事業（創業塾や創業セミ

ナー等）を受けた者は、市区町村発行の証明書を受け取ることで、創業時に様々なメ
リットが受けられる。

登録免許税の軽減措置

経営

財務

人材育成

販路開拓
自治体発行の

証明書

信用保証協会の創業関連保証（※）について、事業開始６か月
前（通常２か月前）から利用対象になる。その他、市区町村によっ
ては、保証料の一部補助を実施。
（※）保証限度額3,500万円、１か月以内に個人開業又は、２

か月以内に会社設立し事業開始～５年未満の者等の事業
に必要な資金を支援。

「特定創業支援等事業」を受けてください
創業に必要な知識・スキルが

身に付けられます 様々な優遇を受けられるようになります

具体的な支援内容は
お住まいの自治体の
HPをチェック

（１）

創業関連保証特例活用時の優遇（２）

日本政策金融公庫の融資制度での優遇（３）

（４） 持続化補助金＜創業型＞の申請対象

新規開業・スタートアップ支援資金（※）について、特定創業支援等事業を受
けて新たに事業を始める方は、特別利率（基本金利▲0.40％）が適用される。
（※）融資限度額7,200万円、新たに事業を開始する者または事業開始後
７年以内の者の事業に必要な資金を支援。

創業後１年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する持続化補
助金＜創業型＞（※）の申請対象になる。
（※）補助上限：200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援

を受けた日及び開業日が公募締切時から起算して過去１か年の事業者。
 なお、創業後、事業開始前の事業者も対象。

創業
計画書

「創業計画書等」の策定
ができる事業もあります

設立形態 通常の税率 軽減措置適応の税率

株式会社
資本金の額✕０．７％
※１５万円に満たないとき
は、１件につき１５万円

資本金の額✕０．３５％
※７.５万円に満たないとき
は、１件につき７.５万円

合同会社
資本金の額✕０．７％
※６万円に満たないときは、
１件につき６万円

資本金の額✕０．３５％
※３万円に満たないときは、
１件につき３万円
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知識・ノウハウ

（５） 自治体ごとのサポート
市区町村によっては、補助金や融資等、さらなる支援施策を設けている。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sougyo_startup.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sougyo_startup.html


③小規模事業者持続化補助金＜創業型＞
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 創業後１年以内の小規模事業者を対象に、商工会・商工会議所と一体となって経営計
画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を⽀援します。

資金調達

詳細はこちら

https://mirasapo-plus.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/22152121/%E3%80%90R7.12%E6%9C%88%E6%99%82%E7%82%B9%E7%89%88%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%BA%88%E7%AE%97%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%88%E5%89%B5%E6%A5%AD%E5%9E%8B%EF%BC%89.pdf
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（参考）地域の持続的成長に向けた創業政策の
あり方検討会

第１回 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/001/001.html
第２回 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/002/002.html

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/001/001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/001/001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/002/002.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chiiki_sougyou_seisaku/002/002.html


60

検討会開催の趣旨（創業政策の意義）

• 中小企業・小規模事業者の創業は、我が国経済の新陳代謝の促進、雇用の創出、さらには地域産業
の活性化の観点から、極めて重要な政策課題である。これまで政府・中小企業庁では、2013年の
「開業率10％」目標の閣議決定を契機に、創業数の増加を目指し、創業に必要な知見・ノウハウの
習得機会の提供、補助金・融資制度の整備・運用等、全国大で創業支援施策を展開してきた。その
結果、創業者数の増加など、一定の成果を得ている。

• 一方、米国による関税措置をはじめとした国際情勢の変化に加え、地方における人口減少や少子高
齢化の進行、地域経済の活力維持への課題など、我が国を取り巻く経済社会環境は、かつてないほ
ど複雑かつ不確実性が高まっており、地域社会の持続可能性や、地域住民にとって必要不可欠な
サービスの維持、良質な雇用の確保など、地域経済の基盤そのものに大きな影響を及ぼしている。

• 今後は、単に創業数の増加を目指すことに留まらず、創業者（経営者）による経営力の向上（稼ぐ
力の向上）や、創業後の事業の持続的成長、地域資源の活用による地域活性化等、多角的な観点か
ら創業政策を位置付けることが求められる。

• 本検討会では、これまでの創業政策の効果等を客観的に検証しつつ、今後の創業支援政策の方向性
について、有識者を交えて議論を深め、創業政策のあり方を検討する。これにより、我が国の中小
企業・小規模事業者の創業を取り巻く環境変化に的確に対応し、持続的な経済成長と地域活性化の
実現に資する創業政策の再構築を目指す。



ローカル・ゼブラ政策について（ローカル・ゼブラ
政策等）

中小企業庁 経営支援部 商業課
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ローカル・ゼブラ政策について

令和８年１月

中小企業庁 商業課
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ローカル・ゼブラ企業の存在意義
• ゼブラ企業とは、社会課題解決と経済性の両立を目指す企業を、白黒模様、群れで行動するシマウマ

に例えて命名された。中小企業庁では、このうち、地域資源を活用し、地域の課題解決に取り組む
ローカル・ゼブラ企業の育成を行っている。

• 少子高齢化等の影響で人口が減少し、市場が縮小する時代において、公的セクター（公助）や資本市
場（自助）の間で拡大する「共助」の範囲担う存在が地域には必要である。

• これまでは非営利セクターが担ってきたが、共助領域の拡大や技術の進展に伴い、ビジネスの手法で
共助の領域を担う、ローカル・ゼブラ企業が活躍できる領域も広がっている。

公助：行政が担う領域。人口減少に伴う地域の税
収減や担い手の減少、行政側の人手・予算不足等
により、対応できる課題には限りがあり、民間と
の連携による課題解決を志向する自治体は増えて
きている。

自助：民間の主体が担う領域。顧みられない主体を含め
た地域全体の持続可能性に責任を持つ役割は果たせない
が、牽引力が大きく、人材や技術力等の資源を保持して
いるため、地域の活力向上が企業のミッションに合致し
ている場合、シナジーが生まれ得る。

共助：公助と自助の間を繋ぎ、地域の持続可能性にコミットする主体が担う領域。
非営利セクターが果たす役割も重要ながら、本事業においては経済的な持続可能
性を考え、事業による課題解決を行う主体（ローカル・ゼブラ企業）に着目。

共助 自助

非営利セクター

領域の縮小
領域の拡大

ローカル・ゼブラ企業

公助
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ローカル・ゼブラによる課題解決のエコシステムの強化に向けて
• ローカル・ゼブラ企業は、ビジョンの実現に向けて、地域の価値を見出す・磨き上げる・還流させるた
めに取り組み、業種を問わず域内外の様々なステークホルダーと連携しながら事業を進めている。

• ローカル・ゼブラ企業と地域のエコシステムは、地域のビジョンを共有し、地域内外のステークホル
ダーとつながることで強化されることとなる。

域
外

域
内

金融機関
投資家

消費者 域外企業

兄／姉ゼブラ

ビジョンを掲げる

新しい関係者と
繋がる

域外に向けて、ビジョンを発信し
連携余地を明確に伝える

自社のビジョンに基づいて、
地域で事業を成長させる

価値を
磨き上げる

地域に眠る
価値を見出す

地域に価値を
還流させる

地域の課題や在りたい姿を共有し域内の関係者と繋がる

教育機関、病院

域内企業
地域中核企業

地方公共団体

生産者・技術者

組合・関連団体

ローカル・ゼブラ
中間支援者

住民

地域金融機関

その他の
ゼブラ企業

非営利組織・
NPO法人

商工会議所

ビジョンを基に新しい
繋がりを創り、繋がり
によって事業が磨かれる
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地域事業づくり会社について
• 地域事業づくり会社とは、地域のローカル・ゼブラ企業をとりまとめ、域内外の中堅・中核企業や大企業等との連携を実

現し、域内外から経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を呼び込み、循環させる仕組み（地域エコシステムの強化事業）を
展開する事業者。

• 地域事業づくり会社は従来の中間支援団体とは異なり、自ら地域エコシステムの強化事業を担い、例えば、域内外の経営
資源の受け皿となり、各ローカル・ゼブラ企業への分配機能を担うことで、ローカル・ゼブラ企業による課題解決が行われる
基盤整備を図ることを想定。

地域事業づくり会社

課題解決事業の基盤強化
（経営資源の分配）

資金調達人的ネットワーク・大企業等コネクション

課題解決事業の基盤強化
（経営資源の分配）

地域事業づくり会社

全国レベル
地域事業
づくり会社

地域レベル
地域事業
づくり会社

ローカル・ゼブラ
企業等

ローカル・ゼブラ ローカル・ゼブラローカル・ゼブラ ローカル・ゼブラローカル・ゼブラ ローカル・ゼブラ ローカル・ゼブラ

各地域における成功体験
をノウハウとしてストック

ノウハウや経営リソース
の他地域展開

デジタル基盤



地域事業づくり会社の仕組・型の例
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ローカル・ゼブラ企業 その他ステークホルダー地域事業
づくり会社

ファンド・基金

金融機関 大企業

① 基金や財団的な共助のレイヤーのため資金調達の受け皿となる仕組
• 金融機関・大企業等が出資するファンド・基金を組

成
• ローカル・ゼブラ企業に対して投資を行い、資金面か

ら支援

出資

投資

③ スポーツなどの地域の公共に近い事業体モデル

クラブ・チーム等
• スポーツ・健康・教育などに取り組む企業が自社のノ

ウハウを活用し、ローカル・ゼブラ企業を支援
経営支援

④ 地域中核企業によるまちづくり団体モデル

街づくり団体

地域
中核企業 行政等 • 地域中核企業が中心となりまちづくり団体を立ち上げ、

または自社が街づくり団体として企業の支援や企業
活動のインフラを整備

経営支援

立ち上げ

⑥ 地域企画会社モデル

地域企画会社 • 1事業で成功したツールやファイナンス等のノウハウを
共有することで他事業・他地域へ成功の取組を展開

ノウハウ展開

⑤ 地域の遊休不動産を活用した地域活性化・社会的課題解決モデル

土地所有者

住民・移住者・
観光客等

• 地域の遊休不動産をリノベーションし、新たな価値を
生み出して社会課題解決を実施土地取得

サービス提供

② 特定分野の新たなソリューションの仕組
• ローカル・ゼブラ企業が特定課題に対する新たな

ソリューションを開発
• 他地域等へ連携していくことで広がりを作る

展開

島嶼基金（東シナ海の小さな島ブランド）、
えぞ財団、薩摩会議SELF、
三豊ソーシャルファンドプロジェクト（Enjoy Works）

事
例

三豊「こどもたちの放課後改革」「次世代兼業農家
プロジェクト」「身の丈ストリート・プロジェクト」（DAO）

事
例

湘南ベルマーレフットサルクラブ、ジャパネット長崎事
例

前橋モデル事
例

野沢温泉企画（NEWLOCAL）事
例

LivEQuality大家さん（千年建設）
株式会社喜田建材（くらしの不動産）

事
例

⑦ コミュニティ兼事業創造モデル
• 場づくりやコミュニティ組成を先行して始め、そのコミュ

ニティのなかで自社もマネタイズを行う。コミュニティの
会員費やローカルスタートアップへの経営コンサル等が
代表経営支援 売上

株式会社Wasshoi Lab、株式会社うむさんラボ事
例

大企業 地場中堅

⑧ LZ企業の人材調達の受け皿となる仕組（人材斡旋）
• 大企業や地場の中堅・中小企業等からローカル・ゼ

ブラ企業に対して人材を斡旋

斡旋
一般社団法人前橋まちなかエージェンシー
一般社団法人十勝うらほろ樂舎
株式会社御祓川

事
例

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20250416/5050030409.html
https://ezozaidan.com/
https://self-kagoshima.org/tag/%E8%96%A9%E6%91%A9%E4%BC%9A%E8%AD%B0/
https://self-kagoshima.org/tag/%E8%96%A9%E6%91%A9%E4%BC%9A%E8%AD%B0/
https://www.potluck-yaesu.com/magazine/20241111/2706/
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/g0209/
https://awaihikari.media/report/entry-173.html
https://awaihikari.media/report/entry-173.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000727.000003955.html
https://shikucho-son.jp/archives/5983
https://www.ey.com/ja_jp/insights/government-public-sector/what-is-the-new-regional-revitalization-that-japanet-envisions-with-nagasaki-stadium-city
https://mebuku.city/news/study/post-11583/
https://www.newlocal.co.jp/
https://www.newlocal.co.jp/
https://www.newlocal.co.jp/
https://www.newlocal.co.jp/
https://livequality.co.jp/ooya
https://livequality.co.jp/ooya
https://mitoyo-city.note.jp/n/nca10d91889ad?gs=94ab53554bae


地域の社会課題解決に資するスタートアップへの
支援について

経産省 イノベーション・環境局
イノベーション創出新事業推進課 スタートアップ推進室
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地域の社会課題解決に資する
スタートアップへの支援について

2026年1月27日

経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
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▲長野県塩尻市での実証実験

TIER Ⅳ
世界初のオープンソースの自動運転ｿﾌﾄｳｪｱ
「Autoware」の開発、自動運転サービスの提
供。
2020年から塩尻市の一般道で運転者を要し
ない自動運転の実証走行を実施。2024年
10月には、自動運転レベル4認可を取得。

WOTA
自社開発の、断水時でも機能する小規模分散
型水循環システムによって、使用した水を再生し
循環利用するシャワー、手洗い設備を令和６年
能登半島地震の被災地に提供。

地域の社会課題の解決に貢献するスタートアップの例

▲令和6年能登半島地震の際に活用されたもの．

メロディ・インターナショナル
北海道余市町内の妊婦を対象に、IoT 型胎児モ
ニターによる遠隔妊婦健診サポートの実証実験を実
施。
20㎞ 離れた小樽市内の病院と連携し、産科医不
在の余市市内病院や在宅にて妊婦健診を提供。

▲同社製品で、妊婦自身が自宅から
産婦人科医にデータを送信する様子

地域の社会課題の解決とスタートアップ
 多くの自治体が、少子高齢化・人口減少等により、移動・健康・防災・インフラなど持続可能な地域の

暮らしの課題に直面。スタートアップは、新しい技術やビジネスモデルにより、地域の社会課題に新しい解
決策をもたらしうる存在。

 こうした中、実証フィールドの提供や公共調達など、先駆けて取り組む自治体も生まれはじめている。
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 スタートアップとの連携調査に回答のあった自治体のうち7割程度の自治体はスタートアップと連携したこ
とがない

自治体のスタートアップとの連携実績

（出典）令和５年度産業経済研究委託事業（インパクトスタートアップの官⺠連携にかかる調査研究）。
全1788の自治体を対象にWEBアンケートで調査を実施し、有効な回答を集計したもの。

5.9% 1.3%

11.8%

7.4%

73.7%

数多く連携したことがある
（11件以上）

連携したことがある（6-10
件程度）

連携したことがある（1-5
件程度）

連携したことはあるが、件
数は把握していない

まったく連携したことがない

（n=391件）

自治体とスタートアップとの連携実績は少ない
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自治体とスタートアップの官民連携による地域課題の解決

自治体による
地域社会課題の解決

自治体とスタートアップの
連携による地域社会課題解決

• 地域社会課題が多様化・複雑化する中、革新的なソリューショ
ンを持つスタートアップと自治体が連携した課題解決に注目が
集まる

• 一方で、自治体とスタートアップの官民連携においては、多く
の課題が存在している

– 連携に関するルールやプロセスが整理されていない
– コミュニケーション方法・スピード感などにギャップ

がある
– 接点が無くマッチングに至りにくい 等

• 優れた連携事例は存在する一方、解決策やノウハウの共有機会
が少なく、横展開が進みにくい

(例)

＞
本編（Word形式、約120頁） 概要版（PPT形式、約30頁）

これまで官民連携に取り組んできた先進的な自治体・スタートアップ
並びに関係省庁等の有識者から挙げられたノウハウ

インパクトコンソーシアム 官民連携促進分科会に参加しているメン
バーからの意見

上記を集約して、官民連携に関する課題に対する施策を整理・標準化

自治体と地域課題解決に取組むスタートアップの
官民連携に向けた実践ガイド

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html

 地域課題の解決における自治体とスタートアップの官民連携に注目が集まっている中、連携
の実現に向けては多くの課題が存在しており、優れた連携事例はある一方で横展開が進んで
いない

 インパクトコンソーシアム官民連携促進分科会では、先進的な自治体・スタートアップ・関
係省庁等の有識者や、分科会メンバーのノウハウ・意見を基に「自治体と地域課題解決に取
組むスタートアップの官民連携に向けた実践ガイド」(以下、「実践ガイド」)を作成

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html


「官民連携」における３つの出口
 自治体とスタートアップによる官民連携の形は多様で、官民連携の目的や、その達成に向けた準

備・調整過程によって、官民連携が実現する形は異なります。

 過去の官民連携事例を踏まえて、官民連携の型を主に3つの出口に分類しています。

本ガイドで取り扱う
官民連携における

3つの出口

①
自治体“へ”導入する

（公共調達等）

②
自治体“を介して”広める
（共同プロモーション等）

③
自治体“と共に”創る

（共同開発・実証実験）

• 公共調達での導入を目指す
• 選定方法の原則は価格競争入札となるが、
本ガイドではその留意点やスタートアップの特
性を活かす方法について記載

• 連携により自治体を経由し、新たな販路開
拓や認知向上につなげる

• 自治体の信用やチャネルを活かした取組とな
る

• 自治体との共同開発や実証実験を経て
創出したサービスや製品を、他の自治体や
民間企業へ販売していくことを目指す自治体

SU

（出典）「自治体と地域課題解決に取組むスタートアップ官民連携に向けた実践ガイド」
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自治体SU

自治体
企業
市民SU

自治体

SU
他の

自治体

企業
市民



 実践ガイドをより使いやすく、より実践的な内容となるよう、皆様のご意見を参考に実
践ガイドのアップデートを検討して参ります。

73

実践ガイドをご覧いただき、是非フィードバックをお願いします！！

・
・
・

こちらから
フィードバックフォームへ

経済産業省HP https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html
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地方公共団体とスタートアップの連携・調達の促進のためのモデル事業
 「自治体と地域課題解決に取組むスタートアップの官民連携に向けた実践ガイド」を活用し、自治体に

おける官民連携・公共調達事例を創出する。

 加えて、自治体内の体制整備・原課の意識醸成等により、当該自治体においてその後も事例が継続
的に創出されるための環境作りを支援するとともに、他自治体への展開を図ることによって、官民連
携・公共調達の促進につなげる（支援先となる自治体は、スタートアップ・エコシステム拠点都市に
対して４月以降に公募予定）。

令和８年度新規

経済産業省・関係団体

・支援を行う人員の派遣

インパクトコンソーシアム

スタートアップ

自治体
・公共調達に関する課題整理
・庁内の体制整備
・解決したい地域課題の掘り起こし
・庁内原課のニーズ集約
・連携手法の検討
・予算要求

事例創出
支援

モデル事例の横展開

事業スキーム（予定）

他自治体

・庁内原課の意識醸成

・連携先のスタートアップ選定 等

・庁内原課向けのセミナー

・スタートアップとのマッチング

官民連携
公共調達
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J-Startup 地域版について

選定企業数：36社

選定企業数：43 社選定企業数：75社

選定企業数：63 社

選定企業数：52 社

選定企業数：44社

選定企業数：53社

J-Startup（含Impact）：268 社
J-Startup地域版           ：376 社

 「J-Startup」を地域に展開するため、「J-Startup 地域版」を設立。政府と地方自治体、
東京と地場の企業が連携し、地域の優れたスタートアップへの支援を強化。

 スタートアップ支援に積極的な地方自治体と連携し、政府の施策での加点や、J-Startup
サポーターズからの支援等の各種施策を通じ、東京に集中するヒト・モノ・カネを地方へ流
入させることで、地方でのスタートアップの成長の促進とエコシステムの拡大を目指す。

（2026年1月20日現在）

選定企業数：10社
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 2025年６月４日に、第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市として13都市を選定（うち、新規は
５都市）。

 地域によって、地域の大学等の研究開発シーズや産業の集積等の強みを活かした領域・分野に特に
注力
（例：札幌・北海道は、「宇宙」「一次産業・食」「環境・エネルギー」を重点分野としている）

 各拠点都市は、グローバルに稼げるスタートアップの創出に向けて活動を発展・実行。

地域の特性（大学の強み・産業集積等）を活かしたエコシステム

（第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市（内閣府等））

★★

★★

★

NEXTグローバル拠点都市

札幌・北海道

東北圏

東京圏

中部圏

関西圏

広島

北九州

福岡

世界に通用する都市の産業・研究ポテンシャルを発揮し、
海外エコシステムと連携して世界的ネットワークを形成する拠点都市／

地域の尖がった産業構造やリソースを活かして、
地域経済を活性化しながら海外エコシステムにも繋がる拠点都市

グローバル拠点都市

北陸

長野×新潟

瀬戸内

熊本

沖縄

［広域］ 広域都市圏型：
複数都市（※複数の都道府県域内の自治体）の量的なポテンシャルを集積・発揮し、
多層的な産学官金等で構成するエコシステム

［中核］ 中核都市型：
核となる都市の特異なポテンシャルを発揮し、多様な産学官金等で構成するエコシステム

※新規５都市

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/2ndconcept.html

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/2ndconcept.html
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 社会・環境的効果（インパクト）の実現を図る多様な取組を支援するとともに、インパクト投資拡大に向けて、
産官学金など幅広い関係者が協働・対話を行う場として「インパクトコンソーシアム」を設立。

 コンソーシアム内に設置される４つの分科会のうち、経産省では「官民連携促進」がテーマの分科会を担当。
当分科会ではインパクトスタートアップと地方自治体の連携による課題解決の促進について議論を行う。

インパクトコンソーシアム

■ 概要

■ スキーム・要件■ 実績・アピールポイント

関連リンク： インパクトコンソーシアム 公式サイト

令和6年5月14日開催 インパクトフォーラムの様子

 R６年度以降、コンソーシアムおよび分科会への参加は一般公募
 R６年５月に第１回総会と併せて、インパクトフォーラムを開催

https://www.j-startup.go.jp/?lang=ja
https://impact-consortium.fsa.go.jp/
https://impact-consortium.fsa.go.jp/
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実践ガイドの内容

実践ガイドの構成

はじめに 本ガイドの目的や自治体とスタート
アップの官民連携により創出される、
各者が享受できるメリット・取組を
促進する意義 等

自治体の準備、組織内での調整や連
携先との関係構築に係る要点及び連
携先検討に活用可能なリスト 等

スタートアップの準備や自治体との
関係構築における要点及び連携先検
討に活用可能な自治体のリスト 等

官民連携の類型とその事例や、官民
連携を促進する支援制度等、官民連
携に有用な情報 等

各章の内容

自治体とスタートアップの働き方や
考え方等に関するに前提知識と、そ
れらを踏まえた連携時の留意点 等

第１章 自治体とスタートアップ
の官民連携の意義

第２章 官民連携の進め方

第３章 自治体編

第４章 スタートアップ編

第５章 官民連携編

連携における自治体のポイント 連携におけるスタートアップのポイント

 組織としての方針やルール作りと、実務
担当者のノウハウ蓄積を両輪で進める

 民間からの提案を促すには他都市にも共
通する課題の解決に取り組む意向を示す

 民間企業と行政の文化の違いを自覚し、
相互理解・コミュニケーションを図り、
二人三脚で一緒に創り上げていく

 予算化では、他都市からの情報収集や実
証実験によるエビデンスを用いて財政部
局への説明や執行を円滑に進める

 自治体が抱える課題を起点に連携方法
を考え、官民連携の出口を意識しなが
ら連携を打診する

 魅力的な自治体職員に会うため、イベ
ントやセミナーにも積極的に参加する

 自社のカウンターパートとなる自治体
職員を理解し、円滑な連携実現に向け
必要な情報・資料提供を行う

 活用可能な公的事業や支援を見定めて、
事業フェーズに合わせて支援を受ける

実践ガイドの想定読者
セクター 意思決定者 実務者

自治体
• 首長
• 部長や局長

• 経済/産業領域・スタートアップ政策担当者
• 官民連携を行う領域の原課担当者
• 契約担当部署・財政部局の担当者

スタート
アップ

• 代表者(CEO)
• 部長・事業統括

• 社外交渉役
• 事業担当者

その他 • 中間支援団体等の支援担当者 等

 実践ガイドは、自治体やスタートアップ等の意思決定者及び実務者を読者として想定し
ており、連携における自治体・スタートアップそれぞれにおけるポイントや、官民連携
実現までのステップ・留意点をまとめている
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行政と連携実績のあるスタートアップ１００選

 子育て・教育、医療・福祉、インフラ・施設、農林水産、環境、観光・文化、くらし・
手続きなどの多様なジャンルのスタートアップが、行政と連携して行政・社会の課題の
解決に貢献している事例を提示。

https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230418003/20230418003.html

https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230418003/20230418003.html
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スタートアップが国等の調達に提供可能な新技術等に係る
ロングリスト
 一般社団法人ベンチャーキャピタル協会等を通じた調査を基に、新技術・新サービスを
有するスタートアップ企業７０社程度をまとめ、政府・自治体での導入実績、当該技術
等による解決可能な課題、提供可能な価格などの情報を整理。

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/procurement/longlist/index.html

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/procurement/longlist/index.html


【官民連携促進に向けた取組の手順・事例等】

 自治体と地域課題解決に取組むスタートアップ官民連携に向けた実践ガイド（再掲）
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html

 行政と連携実績のあるスタートアップ１００選（再掲）
https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230418003/20230418003.html

 スタートアップが国等の調達に提供可能な新技術等に係るロングリスト（再掲）
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/procurement/longlist/index.html

【インパクトコンソーシアム】

 インパクトコンソーシアム公式サイト（過去の分科会資料等は「活動報告」からご覧いただけます）
https://impact-consortium.fsa.go.jp/

【スタートアップ支援施策関連】

 J-Startup
https://www.j-startup.go.jp/

 ２０２５年度版スタートアップ育成に向けた取組の解説資料
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kaisetsushiryou_2025.pdf

 第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市の選定について（再掲）
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/2ndconcept.html
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https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/impact/index.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230418003/20230418003.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/procurement/longlist/index.html
https://impact-consortium.fsa.go.jp/
https://impact-consortium.fsa.go.jp/
https://impact-consortium.fsa.go.jp/
https://www.j-startup.go.jp/
https://www.j-startup.go.jp/
https://www.j-startup.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kaisetsushiryou_2025.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/2ndconcept.html


地域金融行政について

金融庁 監督局 銀行第二課
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地域金融行政について

2026年１月
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地域金融力強化プランについて（背景・考え方）

 地域において人口減少・少子高齢化が進行し、地域企業の人手・後継者不足も深刻化。こうした
課題に対応しつつ、地域経済が発展していくため、地域金融には、地域企業を資金繰り支援等で下支
えすることにとどまらず、
 内外のプレイヤーと連携しつつ、中堅・中小企業による研究開発や設備投資、事業買収などを、
戦略面・ファイナンス面で後押しし、成長につなげること、

 企業のM&A・事業承継や事業再生、経営人材確保、DXを支援すること、
 官民連携のまちづくりへの参画などを通じ、地域課題の解決に資すること、

等を通じて地域経済に貢献する力（＝「地域金融力」）を発揮していくことが強く期待されている。
⇒ 地域金融機関をはじめとする様々なプレイヤーが連携して地域金融力を発揮していくための政策
を総動員する。

 地域金融機関は、十分な経営体力・収益基盤を確保し、地域の「要」として上記の地域金融力を
発揮していくことが求められるが、その役割を将来にわたって果たしていく上での課題に直面。
 経済・市場の変動への対応に加え、高度化するサイバー攻撃やマネロンへの対応等が求められ、
金融サービスを安定的に提供するためのコストは増大し、規模の大小に関わりなく高度なシステ
ムや専門人材確保の必要性も高まっている。

 預金減少に直面する地域金融機関では、中長期的に経営の選択肢が狭まる可能性がある。
 さらに、大規模な自然災害や新たな感染症のまん延等が生じれば経営基盤が大きく損なわれる。

⇒ このような課題を踏まえつつ、地域金融機関が地域社会からの期待に応え続けていくための環境
整備にも取り組む。
（その一環として、金融機能強化法等の改正法案の次期通常国会への提出を目指す）

2025年12月公表
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地域金融力強化プランの概要
 人口減少・少子高齢化その他の環境変化に直面する地域が持続的に発展を目指す中で、地域金融の地域経済に貢献する力  

（＝「地域金融力」）への期待は極めて強い。
 地域金融機関をはじめとする様々なプレイヤーが連携して地域金融力を発揮していくため、①地域企業の価値向上への貢献・

地域課題の解決、②地域金融力発揮のための環境整備からなる地域金融力強化プランを強力に推進する。
① 地域企業の価値向上への貢献・地域課題の解決

② 地域金融力発揮のための環境整備

１. 内外のプレイヤーとの連携を通じた中堅企業等への成長支援
 地域における成長意欲の高い中堅・中小企業を支援するため、国内外
の市場開拓や事業の発展に知見を有するプレイヤーとの連携を促進す
るとともに、地域金融機関への知見提供等を行う

２. Ｍ＆Ａ・事業承継や経営者等の人材確保の支援
 監督指針の改正等を通じ、地域金融機関によるM&A・事業承継や人材
確保の支援機能の強化を後押し

３. 早期の経営改善や円滑な事業再生等に向けた支援の促進
 中小企業の事業再生等に関するガイドラインの改正の検討や、REVIC
の体制整備等により、事業者への円滑な事業再生支援を図る

 地域におけるメインバンクの状況に関するデータを踏まえ、メインバ
ンク機能の強化に向けた方策を検討

４. 企業価値担保権も活用した事業性融資の推進
 2026年５月導入の企業価値担保権活用に向けた環境整備を進める

５. スタートアップ企業等の成長企業の資金調達支援
 ベンチャーデット等に関する金融検査・監督の具体的な考え方を示す

６. 経営者保証に依存しない融資の促進
 監督指針を改正し、金融機関や事業者の行動変容を一層拡大

７. 地域企業へのＤＸ支援の推進
 地域企業のデジタル化とデータ利活用の高度化を一層支援できるよう
監督指針の改正等を実施

８. 地域課題の解決
 地域金融機関による地域課題の解決に資する以下の取組を推進

 ⑴ ローカル・ゼブラ企業等へのインパクト投資の推進
 ⑵ 地域金融機関の官民連携のまちづくりへの参画
 ⑶ 農林水産分野における課題解決に向けた関係省庁との連携の推進
 ⑷ 過疎地における顧客サービス維持に向けた取組の推進
 ⑸ 地域における資産形成や金融経済教育における貢献
 ⑹ 金融・資産運用特区の取組の推進

９. 地域金融機関による地域活性化の取組の促進
 地域活性化の取組に関する事例集を取りまとめるとともに、関係者が
連携して知恵を出し合う場を創り、こうした取組を促進する

 各地域の状況を踏まえながら地域金融力の発揮を促すとともに、その
取組を評価し、更なる取組につなげていく

10. 投資専門会社を通じた資本性資金の供給の促進
 投資専門会社の出資に関する要件について、更なる緩和・明確化を検討

１. 地域金融機関の業務効率化・負担軽減に向けた取組
 複数の金融機関による、内部監査の共同化のための方策の検討や、
システムの合理化・持続化等のための共同利用の推進

２. 金融機能強化法の資本参加制度・資金交付制度の期限延長・拡充等
（改正法案の次期通常国会への提出を目指す）

 ⑴ 資本参加制度の期限延長・拡充
 資本参加制度を「当分の間」の措置とする
 大規模な自然災害等に備え、資本参加の特例を予め整備
 資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保のための規定を整備

 ⑵ 資金交付制度の期限延長・拡充
 申請期限を2031年３月末までの５年間延長
 交付上限額・補助率を引き上げる（例：上限額30億円→50億円等）と

ともに、交付対象行為・経費を拡充
 中小の地域金融機関等によるシステム共同化を支援する枠組みを整備

 ⑶ 優先出資の消却方法の弾力化
 協同組織金融機関に対する優先出資を行いやすくするため、債権者保
護手続の整備とあわせて優先出資の消却方法を弾力化

３．その他の環境整備
 ⑴ 早期警戒制度の見直し
 ⑵ モニタリングの強化等
 財務局を含めたモニタリング体制を抜本的に強化
 金融仲介機能の発揮についてモニタリングを実施

⑶ 地域金融機関における業務改善の取組（生成AI導入、兼業・副業）
 ⑷ 同一グループ内の兄弟銀行間等における大口信用供与規制の特例承認の 

  見直し

2025年12月公表
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内閣府男女共同参画局の取組について
（地域女性活躍推進交付金）

内閣府 男女共同参画局 総務課



内閣府男女共同参画局の取組について
（地域女性活躍推進交付金）

令和８年１月
内閣府男女共同参画局総務課
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地域女性活躍推進交付金
（令和７年度当初予算３.０億円、令和７年度補正予算１０.０億円、令和８年度当初予算案３.０億円）

男女
センター

国民間企業

農林水産
団体

教育機関

都道府県

・経済産業局
・労働局 等

・男女担当部局
・経済担当部局
・福祉担当部局 等

医療法人
社会福祉法人

・商工会
・農協
・銀行

等

市区町村

【補助率】
（１）活躍推進型：１／２ 

（２）デジタル人材・起業家育成支援型： ３／４

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

（A）寄り添い支援型プラス：１／２

（B）つながりサポート型： ３／４

（C）男性相談支援型：１／２

地域経済
団体

特定非営利
活動法人（NPO）

<多様な主体
の連携・参画>
（コミットメント
の明確化）
人材、資金、
ノウハウ等の
提供・共有等

金融機関

女性活躍推進法
に基づく協議会等
多様な主体による
連携体制

＜地域における女性活躍の推進・課題解決＞
• ｢地域性｣を踏まえた ・定量的成果目標設定・｢見える化｣

（様々な課題・困難を抱える女性に対する支援、女性デジタル
人材・女性起業家や女性防災リーダーの育成、女性の登用拡
大等）

・官民連携
・地域連携
・政策連携

【交付上限】
（１） 各区別ごと 都道府県 800万円（注）、

   政令指定都市 500万円、市区町村 250万円

（２）各区別ごと 都道府県 1,200万円、

   政令指定都市 750万円、市区町村 375万円

（３）（A,C）各区別ごと 都道府県・市・特別区 800万円
        町村 500万円

（３）（B） 一律1,125万円

注）推進計画未策定市町村への策定支援事業実施等
   の条件付きで1,000万円とする。

【交付対象】
地方公共団体

他の地域の
• 地方公共団体
• 地域経済団体

等

情報提供内閣府
地方公共団体
（関係団体と

連携） 交付

申請

（１）活躍推進型

女性防災リーダーや女性役員・管理職を育成するための研修、企業経営者の意識改革のた
めのセミナー、地域女性ロールモデル事業への支援。

（２）デジタル人材・起業家育成支援型

ジェンダーの視点を踏まえ、地方公共団体の経済担当部局や商工会議所等との連携・協働に
よる真に効果の高い、女性デジタル人材や女性起業家を育成するためのセミナーや就労につ
なげる相談、ネットワークづくり等のマッチング支援や伴走型支援。

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

様々な課題・困難を抱える女性に寄り添った相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える女
性が社会とのつながりを回復できるようＮＰＯ等の知見を活用した相談支援やその一環として行
う生理用品の提供等の支援、男性相談事業への支援。

（Ａ）寄り添い支援型プラス  
（Ｂ）つながりサポート型
（Ｃ）男性相談支援型 
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（１）活躍推進型
（職業生活における女活推進）

【対象地方公共団体】 推進計画策定
【補助率】 1/2
【交付上限額】 都道府県800万円、政令市500万円、市区町村250万円
【交付要件等】
 ・女活法推進計画事業への位置付け
 ・委託先限定要件なし（民間企業も可）

（２）デジタル人材・起業家
育成支援型

【対象地方公共団体】 制約なし
【補助率】 3/4
【交付上限額】 都道府県1200万円、政令市750万円、市区町村375万円
【交付要件等】
次のいずれかの観点を含んでいること

・事業実施に当たって、ジェンダーの視点を踏まえ、地方公共団体の経済部局や商工会議所等と連携・協働すること。

・デジタル人材・起業家の育成だけではなく、就労・起業までつながることを目指すこと。

・雇用に結び付く割合等に関し適切な重要業績評価指標（KPI）の設定の上、事業効果が高いと見込まれること。 等

（３）寄り添い支援・つながりサポート型

（Ａ）

寄り添い支援型プラス
（就職氷河期対策）

【対象地方公共団体】 制約なし
【補助率】 1/2
【交付上限額】 都道府県・市・特別区800万円、町村500万円
【交付要件等】
・委託先限定要件なし（民間企業も可）
・相談等の一環として生理用品の提供可

（Ｂ）

つながりサポート型 
〔ＮＰＯ活用特化タイプ］

（孤独・孤立対策）

【対象地方公共団体】 制約なし
【補助率】 3/4
【交付上限額】 一律1125万円
【交付要件等】
・NPO等への委託が必須（民間企業不可）
・委託事業比率は総事業費の3/4以上
・相談等の一環として生理用品の提供可

（Ｃ）
男性相談支援型

【対象地方公共団体】 制約なし
【補助率】 1/2
【交付上限額】 都道府県・市・特別区800万円、町村500万円
【交付要件等】
 ・男女センターなどで実施
 ・新規(拡充)に男性相談を行う地方公共団体に配分

 地域女性活躍推進交付金のメニュー

［取組の例］
・女性デジタル人材や女性起業家を育成する
ためのセミナーや就労につなげる相談支援、
ネットワークづくり支援

［取組の例］

・女性防災リーダーや女性役員・管理職を育

成するための研修

・企業経営者の意識改革のためのセミナー

・地域女性ロールモデル事業

［取組の例］

・様々な困難・不安を抱える女性向けの相談
支援

［取組の例］
・孤独・孤立等の困難・不安を抱える女性向
けのアウトリーチ型サポートと居場所づくり

［取組の例］
・男性の望まない孤独・孤立の解消のため、
男性のための家庭・介護等に係る悩み相談

（令和７年度当初予算３.０億円、令和７年度補正予算１０.０億円
令和８年度当初予算案３.０億円）

90



〔デジタル人材・起業家育成支援型の事業イメージ〕
女性のデジタル人材や女性起業家の育成

女性向け起業支援事業

【地域の実情と課題】
働き方の自由度が高まる中で、起業を検討する女性は一定数存在
している。しかしながら、起業に必要な知識や人脈、相談先の不足
が障壁となり、実際の起業に至らないケースが多く見受けられる。
加えて、「起業」という言葉に対する心理的な抵抗感から、起業のメ
リットを正しく認識できていない女性も多いと想定される。

【事業内容】
まずはマインドセットとして、起業のメリット等について女性起業家
のロールモデルに講演いただき、その後、起業に必要なスキルセミ
ナーを開催する。ここでは財務や必要な申請、事業計画の知識を
学ぶ。起業するにあたって必要な人脈の確保のためにも、既に起
業している女性ロールモデルとの交流会を実施する。

【事業目標】
・セミナー参加後半年以内に起業した人数 ○人（アウトカム）

【事業KPI】
・セミナー参加人数 ○人（アウトプット）
・セミナー参加者のうち事業計画を作成・提出した人数

〇人（アウトプット）
※セミナー参加人数を単独でKPIに設定することは不可。

【対象経費】
セミナー委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

【地域の実情と課題】
起業を検討しているが、必要な知識や手続き等の不安や、事業計
画を立てていてもその通りに進むのかわからない不安があり、起業
に至っていない。起業する前に自身を試す機会があると女性起業
者数が増えると想定される。

【事業内容】
これから起業を予定している女性に対して起業に当たって必要な
知識や申請を学んでいただくセミナーを開催する。その後、実際の
起業に向けて、チャレンジショップ（マルシェ）、及び個別相談により
伴走支援を行う。

【事業目標】
・チャレンジショップ（マルシェ）に参加した前後で起業した人数

 ○人（アウトカム）
【事業KPI】
・セミナー参加人数   ○人（アウトプット）
・個別相談対応人数 ○人（アウトプット）

※セミナー参加人数を単独でKPIに設定することは不可。

【対象経費】
セミナー委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

1. 女性の起業家育成支援事業 2. 女性の起業応援事業
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〔デジタル人材・起業家育成支援型の事業イメージ〕
女性のデジタル人材や女性起業家の育成

デジタル人材の育成及び雇用の創出

【地域の実情と課題】
地域における女性の就業率は低く、男女間の賃金格差も非常に大
きい傾向がある。男女間賃金格差の是正・女性の所得向上に向け
て、安定した所得が見込まれるデジタル人材として就業する女性を
増やす必要がある。

【事業内容】
デジタルスキルの習得のための講座を複数回にわたって実施し、
高度なデジタルスキルを身につける。その後、人材採用を検討して
いる地域企業とのマッチングイベントを実施する。マッチング率を高
めるために、講座の内容については地域企業に事前にヒアリング
を行い、地域企業のニーズを踏まえるよう工夫する。

【事業目標】
・地域企業とマッチングして就業につながった人数

 ○人（アウトカム）

【事業KPI】
・講座参加人数  ○人（アウトプット）
・マッチングイベントの参加企業数 〇社（アウトプット）

【対象経費】
講座委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

【地域の実情と課題】
地域に限らず、女性は育児や介護等により制約があり、正社員とし
て就業することを諦めているケースが発生している。時間や場所に
制約のある女性でも隙間時間を利用して、就業できるようにスキル
の習得支援や就業の仕組みづくりを行う必要がある。

【事業内容】
時間や場所に制約のある女性に対して対面とオンラインを使用し
たハイブリットでのデジタルスキル習得講座を実施する。参加でき
なかった場合はアーカイブを配信する。地域企業に対して研修内
容で対応できる業務の切り出しを依頼し、講座終了後には自分の
できる範囲で地域企業から依頼された業務を行う。

【事業目標】
・講座受講後、事業実施年度内に業務発注を受けた人数

○人（アウトカム）

【事業KPI】
・講座参加人数    ○人（アウトプット）
・講座修了者数   ○人（アウトプット）

【対象経費】
講座委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

1. デジタルスキル習得講座（デジタル人材として就
業し、活躍する）

2. デジタル人材育成事業（育児・介護等と両立させ
ながらデジタルを活用して働く）
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〔デジタル人材・起業家育成支援型の事業イメージ〕
女性のデジタル人材や女性起業家の育成

デジタル人材の育成及び雇用の創出

【地域の実情と課題】
地域における女性の就業率は低くないものの、男女間の賃金格差
は大きい傾向がある。男女間賃金格差の是正・女性の所得向上に
向けて、安定して高い所得が見込まれるデジタルスキルを有した
女性を増やす必要がある。

【事業内容】
就業しているか否かにかかわらず、デジタルスキルを身につけるた
めの講座を行う。なお、個々のスキルに対してスキル認定制度を設
けることでスキルの定着度を担保する。AIやデータサイエンス等の
スキルを身につけることで更なるキャリアアップを図ったり、副業と
して新たなスキル発揮の場所を持っていただく。講座終了後はＤＸ
に注力したい地域企業との1対1の面談の機会を設けて、キャリア
アップに向けた伴走支援を行う。

【事業目標】
・講座後にキャリアアップや副業を始める等収入増となった人数

○人（アウトカム）

【事業KPI】
・講座の参加人数  ○人（アウトプット）
・講座にてスキル認定された延べ人数   ○人（アウトプット）

【対象経費】
講座委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

【地域の実情と課題】
昨今、ビジネスにおいてデジタルを活用した情報発信や集客は非
常に重要となっている。運用や分析等も含むデジタルマーケティン
グのスキルを身につけた高度デジタル人材は、地域におけるDX推
進を行うにあたって必要不可欠である。

【事業内容】
デジタルマーケティングは高度かつ多岐にわたるため、一定の期
間をかけてデジタル講座を行う。スキルの習熟状況がわかるように
スキルごとに検定を実施し、一定のスキル習得の担保を行う。併せ
て起業に必要な手続きや事業計画の作成なども行い、講座終了後
にはデジタルマーケティングスキルを有した人材として起業を行う。
手続等については市として伴走支援を行う。

【事業目標】
・講座後に起業した人数  ○人（アウトカム）

【事業KPI】
・講座の参加人数   ○人（アウトプット）
・すべてのスキル検定に合格した人数  ○人（アウトプット）

【対象経費】
講座委託料、講師謝金、講師旅費、会場使用料など

3. デジタルスキルアップ講座（デジタルスキルを身
につけてキャリアアップ等を図る）

4. デジタル人材の起業支援（デジタル技術を活用し
て起業・事業展開を図る）
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参考URL

○女性活躍・男女共同参画の重点方針2025

（女性版骨太の方針2025）

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html

○地域女性活躍推進交付金を活用した事業

・令和６年度実施事業（ポンチ絵）

https://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/kofukin/r06/jisshi.html

・令和７年度交付決定事業一覧

https://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/kofukin/r07/jisshi.html

○新・女性デジタル人材育成プラン

https://www.gender.go.jp/policy/digital/index.html

○女性デジタル人材育成プラン事例集

https://www.gender.go.jp/policy/digital/pdf/digital_cases.pdf
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事業承継・M&Aについて

中小企業庁 事業環境部 財務課
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事業承継・M&Aについて

令和８年１月

中小企業庁 事業環境部 財務課
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経営者の年齢分布の推移と事業承継の進展
 経営者年齢の分布の変化をみると、一定程度事業承継が進展していることが示唆されるものの、未だ事業承継が必要と

なる70代の事業者が多く存在。加えて、今後承継が本格的に必要となる60代の層も多く存在している。

経営者の年齢割合の変化

（注）  割合については帝国データバンクデータ。者数は2023年中小企業実態基本調査の対象者の母集団数に当該割合を乗することにより推計。
（出所）帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」（2024年）を基に作成

60代 70代以上
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休廃業・解散、倒産件数の推移

33,475 
37,548 

41,162 40,909 
46,724 

43,348 
49,698 

44,377 
49,625 49,788 

62,695 

9,731 8,812 8,446 8,405 8,235 8,383 7,773 6,030 6,428 8,690 10,006 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

（注）  「休廃業・解散」は、倒産（法的整理、私的整理）以外で事業活動を停止した企業
（出所） （株）東京商工リサーチ調べ

倒産

休廃業・解散

廃業等の傾向

 休廃業・解散数は増加傾向にあり、特に2024年は前年比で大きく増加。事業承継ではなく退出した者も相
当程度存在することが示唆される。
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後継者不在による廃業等の発生

51.5%
52.4%
54.9%
56.5%
61.5%
61.4%
61.6%
61.9%
64.0%
63.7%
62.6%

48.5%
47.6%
45.1%
43.5%
38.5%
38.6%
38.4%
38.1%
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36.3%
37.4%
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2024年
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2016年
2015年
2014年

黒字 赤字

（注）  「休廃業・解散」は、倒産（法的整理、私的整理）以外で事業活動を停止した企業
（出所） （株）東京商工リサーチ調べ、日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査（2023年調査）を基に作成

その他（1.1%）

誰かに継いでもらいたい
と思っていない（45.2%）

事業に将来性がない
（22.1%）

子どもがいない
（12.1%）

子どもに継ぐ
意思がない
（10.9%

）

適当な後継者
が見つからない

（5.4%）

後継者不在による廃業:
28.4％

地域に発展性がない（3.2%）

休廃業・解散事業者の損益別比率

• 以前として、休廃業・解散事業者のうち、黒字廃業の比率が半数を超える状況。また、廃業
する予定の企業に廃業理由を聞いたところ、後継者不在による廃業が約３割を占める。

廃業理由（廃業予定企業、2023年）
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創業希望者への経営資源引継ぎについて

【譲渡し】経営者引退
事業を継続する（事業承継）

事業を
継続しない
（廃業）

経営資源を引き継ぎ

経営資源を引き継ぎせず

経
営
資
源
引
継
ぎ
型
創
業

【譲受け】経営者参入
既存の事業を継続させる（事業承継）

新たに事業を
開始する
（創業）

経営資源を引き継いで創業

ゼロから自らで立ち上げ

• 廃業した事業者の経営資源を引継いで行う創業（「経営資源引継ぎ型創業」）は、経営資源の
引継ぎだけでなく、リスクやコストを抑えた創業の観点からも有用。

• 企業準備者が引継ぎたい経営資源としては、「事業のノウハウ」や「顧客。販売先」等が多い。

経営資源引継ぎ型創業の概念図 企業準備者が引継ぎたい経営資源
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（参考）事業承継・引継ぎ支援センターによるワンストップ支援

事業承継・引継ぎ支援センターの実績
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相談件数（左軸）

事業承継診断の実施

中小企業・小規模事業者

事業承継ネットワーク構成機関

事業承継・引継ぎ支援センター

相談対応

親族内承継支援 第三者承継支援

役員・従業員承継 M&A

ニーズに応じた様々な支援

事業承継計画策
定支援

株主移転
代表権変更

後継者不在企業に
対するマッチング支援

支援スキーム

• 全国47都道府県に設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」では、親族内承継・第三者承継問わず、
支援ニーズの掘り起こしからニーズに応じた支援までワンストップで実施。

• 事業承継・引継ぎ支援センターの相談件数・成約件数ともに増加傾向で、令和６年度には相談件数が
23,540件、成約件数が3,667件に達した。
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後継者人材バンク

【創業希望者のメリット】
・販売先（顧客）や仕入先、店舗等の経営資源を引き継ぐため、創業時にのリスクを低く抑えることができる。
・地域のおける知名度や経営ノウハウ、代々育まれてきた知識など、目に見えない資産を引き継ぐことができる。
【後継者不在の事業者のメリット】
・先祖代々承継してきた事業を絶やすことなく、次世代に引き継ぐことができる。
・事業の存続を望む従業員や取引先、地域からの期待に応えることができる。

後継者人材バンク
事業承継・引継ぎ支援センター

「企業」と「事業承継」の２つを同時に実現し、
後継者不在の事業者の後継者づくりを支援

創業希望者

経験や技術を生かして独立したい方、
事業意欲・経営意欲のある県内への
U・I・Jターン希望者など

後継者不在の事業者

後継者不在の会社や個人事業主

マッチング成立相談・登録 相談・登録

【資料】中小企業基盤整備機構資料

• 後継者不在の中小企業・小規模事業者（主に個人事業主）と企業家・創業希望者をマッチン
グすることにより、地域に必要な事業を存続させ、創業も支援する事業。全国47都道府県
の事業承継・引継ぎ支援センターに設置。
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（参考）事業承継・引継ぎ支援センターにおける成約案件の状況

成約案件における譲渡企業の業種別割合 成約案件における譲渡企業の売上規模別割合

【資料】中小企業基盤整備機構資料

• 第三者承継の成約案件の譲渡企業は多岐にわたり、売上高は５億円以下が９割超（2024年
度）と小規模な企業が多い。



施設名：高崎農産加工センター（都城市高崎町）
〈 主な業務：惣菜、ドレッシング、菓子、漬物製造販売 〉

譲渡者(旧指定管理者）：高崎町農産加工センター事業協同組合 代表理事 坂元 順子
譲受者(新指定管理者）：（株）ＲＯＰＥＳ 代表取締役 大内 康勢

（令和2年8月まで都城市地域おこし協力隊員）
引 継 方 法：第三者承継（指定管理者の変更）
引 継 日  ：令和2年9月30日

事業引継ぎの経緯
高崎町農産加工センター事業協同組合は都城市を代表する地場産品である惣菜、ド

レッシング、菓子、漬物を製造。また、地元農家、加工品製造業者、工芸品製造業者と
連携し、地場の農産物、加工品、工芸品を直売。当施設は都城市所有であり平成１８
年より指定管理者として運営していた。
当センターは、約２６年前に婦人部団体が集まり加工製造を始めたのをきっかけにス

タートしたもので、販売する商品は地域住民はもとより、県内、観光客等の評判が高く、遠
方からお越しいただく方も多い。
創業から２６年以上経過し、生産、販売も軌道に乗っていたが、組合員の高齢化等か

ら将来の事業継続に不安を抱える中、商品開発等をサポートする地域おこし協力隊員を
募集し、大内氏が着任した。３年間勤務し、その働きが評価され後継者として事業を引き
継ぐこととなった。（法人としての引継ぎ）
指定管理者の変更となるため、都城市議会の議決を経て新指定管理者として事業を

引き継ぎ、１０月１日から新体制がスタートした。
なお、従来からの加工センターのメンバーは引き続き加工製造等に従事し、伝統は引き

継がれるとともに、新たな出発による将来の更なる発展が期待される。

星の駅たかざき 第三者承継事例（指定管理者変更）

事業引継ぎ概要

後継者人材バンク

地域おこし協力隊
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（参考）事業承継・引継ぎ支援センターの連絡先一覧

設置主体 電話番号 設置主体 電話番号
北海道 札幌商工会議所 011-222-3111 福井県 福井商工会議所 0776-33-8279
青森県 （公財）21あおもり産業総合支援センター 017-723-1040 滋賀県 大津商工会議所 077-511-1505
岩手県 盛岡商工会議所 019-601-5079 京都府 京都商工会議所 075-353-7120
宮城県 （公財）みやぎ産業振興機構 022-722-3884 大阪府 大阪商工会議所 06-6944-6257
秋田県 秋田商工会議所 018-883-3551 兵庫県 神戸商工会議所 078-303-2299
山形県 （公財）やまがた産業支援機構 023-647-0663 奈良県 奈良商工会議所 0742-93-8815
福島県 （公財）福島県産業振興センター 024-954-4163 和歌山 和歌山商工会議所 073-499-5221
茨城県 水戸商工会議所 029-284-1601 鳥取県 （公財）鳥取県産業振興機構 0857-20-0072
栃木県 宇都宮商工会議所 028-612-4338 島根県 松江商工会議所 0852-33-7501
群馬県 （公財）群馬県産業支援機構 027-265-5040 岡山県 （公財）岡山県産業振興財団 086-286-9708
埼玉県 さいたま商工会議所 048-711-6326 広島県 広島商工会議所 082-555-9993
千葉県 千葉商工会議所 043-305-5272 山口県 （公財）やまぐち産業振興財団 083-902-6977
東京都 東京商工会議所 03-3283-7555 徳島県 徳島商工会議所 088-679-1400

東京都多摩地域 立川商工会議所（実施機関） 042-595-9510 香川県 高松商工会議所 087-802-3033
神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター 045-633-5061 高知県 高知商工会議所 088-802-6002
新潟県 （公財）にいがた産業創造機構 025-246-0080 愛媛県 （公財）えひめ産業振興財団 089-948-8511
山梨県 （公財）やまなし産業支援機構 055-243-1830 福岡県 福岡商工会議所 092-441-6922
長野県 （公財）長野県産業振興機構 026-219-3825 佐賀県 佐賀商工会議所 0952-27-7071
静岡県 静岡商工会議所 054-275-1881 長崎県 長崎商工会議所 095-895-7080
愛知県 名古屋商工会議所 052-228-7117 熊本県 熊本商工会議所 096-311-5030
岐阜県 岐阜商工会議所 058-214-2940 大分県 大分県商工会連合会 097-585-5010
三重県 （公財）三重県産業支援センター 059-253-3154 宮崎県 宮崎商工会議所 0985-72-5151
富山県 （公財）富山県新世紀産業機構 076-444-5625 鹿児島 鹿児島商工会議所 099-225-9550
石川県 （公財）石川県産業創出支援機構 076-256-1031 沖縄県 那覇商工会議所 098-941-1690

 後継者人材バンクの登録の際には、創業を希望する地域の事業承継・引継ぎ支援センター
 にお問い合わせください。
※創業支援機関が行う「創業塾」や「創業セミナー」等への参加を申請の条件としている場合などもあります。

詳しくは、各都道府県のセンターHP等をご確認ください。
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事業承継等人材マッチング支援事業について

総務省 地域力創造グループ 地域政策課
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・国・都道府県
・事業承継・引継ぎ支援センター

等

事業承継等人材マッチング支援事業 ～地域企業の後継者を確保～

○ 地域企業の後継者等を確保するため、市町村がハブとなり、地域企業と事業承継等人材とのマッチングを支援する事業。
○ 総務省は、市町村の経費に特別交付税措置を講じるほか、必要な支援を実施。

市町村を対象に、以下の経費について特別交付税措置
※１自治体あたり上限1,500万円（措置率0.5（財政力補正あり））
※地方単独事業に係る経費のみが対象
※市町村は、事業承継等人材マッチング支援事業に係る事業計画を策定する必要 

市町村公的機関
連携・情報交換等

●地域企業が後継者等を確保するための市町村
の取組を幅広く財政措置

●事業承継に限らず、女性・若者・シニア・外国
人・副業人材等、多様な人材と地域企業との
マッチングを支援する場合の経費も対象

・人材・事業所等に対する調査
・人材の発掘・スキルアップ 等

②マッチング

・交流会・商談会の開催
・マッチングシステム構築 等

④コーディネータ等の配置 ※自治体職員の人件費は対象外

地域企業

支援相談

P O I N T

事 業 ス キ ー ム

財政措置

①調査・人材育成

・人材が事業所で試用的に業務に
従事する際の人件費・交通費 等

③マッチングトライアル

連携・情報交換等
・商工会議所・商工会
・地域金融機関

等

民間機関

経営者の高齢化
後継者不在

後継者となる人材

地域企業に
貢献したい！

POINT
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（参考）市町村における事業承継支援の事例（栃木県那須塩原市） 

●令和５年に地元の中間支援事業者及び商工会と「事業承継の推進に関する連携協定」を締結。
●関係機関の強みを生かしながら、事業者からの事業承継に係る各種相談や事業承継したい案件の掘り起こしを行うとともに、

事業承継支援プラットフォームを開設することで、後継者とのマッチングまで一貫して支援。

自 治 体 か ら の 声
自治体が事業承継に取り組む
必要性について、気づいたこと。

●行政が中心となる連携体制の下で事業承継支援を行うことで、事業者が安心して自治体や関係機関に相談することが可能。
●自治体・中間支援事業者・商工会が持つ情報はそれぞれ異なるため、関係機関で日々連携して情報共有を行うことが重要。
●事業承継支援については、創業支援施策や移住・定住施策と組み合わせて、「地域の明るい未来」のための施策として実施

するとより効果的。

後継者不足等により廃
業等を検討する事業者

≪譲り手≫ ≪受け手≫
事業拡大や新規事業の立
ち上げを検討する事業者

事業承継

各種相談 支 援

○連携による支援の枠組み（イメージ）

中間支援事業者

・マッチングプラットフォームの運営
・各種コンサル・マッチング支援

・相談受付、専門機関の紹介
・ニーズの掘り起こし

連 携 協 定
・事業者支援体制の強化 ・地域一体での取組みのPR、啓発活動
・事例等の情報共有（個人情報配慮） ・支援施策等の調査研究

・事業承継に係る周知・PR
・支援施策の検討
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（参考）市町村における事業承継支援の事例（石川県小松市） 
●令和６年12月に、関係機関が一堂に会する「小松市事業承継支援機関連絡会議」を開催し、地域ぐるみの事業承継支援の体制の構築
に向けた連携の確認を行う。会議を契機に、関係機関が自発的に動く仕組みづくりを推進。（令和７年11月には、連携協定を締結。）

●事業者が気軽に相談できるよう、スマホアプリを使用した事業承継相談窓口も開設。
●その他、「地域に残したい」店について市民向けアンケート調査を実施し、その内容を事業者にもフィードバック。事業承継機運の向上につなげてい
る。

自 治 体 か ら の 声
自治体が事業承継に取り組む
必要性について、気づいたこと。

●自治体がハブとなって、県の事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所、金融機関等が連携することで、各機関
が強みを相互に活かしながら、地域全体で事業承継の機運を高めることが可能。
●自治体だからこそ、地域の事業者に近い視点で支援ニーズを把握し、関係機関と連携して適切なサービスの提供や
調整を行える。

スマホアプリでアンケート調査
を実施するとともに、全戸向
け配布する広報誌にもアン

ケート案内のチラシを挟むこと
で、市民の声を拾い上げるこ

とに成功。

スマホアプリを通じ
て、チャット形式で
事業承継の相談が

可能
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地域の人事部について

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課



地域の人事部について

2026年1月

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課
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地域の中小企業の経営課題

45.7% 38.6
%

12.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2-4人 1人

地域未来牽引企業における人事担当者の人数中小企業の優先度が高い経営課題

専任者がいない

• 中小企業が最も優先度が高い経営課題として「人材の確保」が挙げられている。また、「人材の育
成」も次に優先度が高い課題。

• 他方で、地域の中核企業候補（地域未来牽引企業）においても、約４割が専任の人事・採用担当者
が不在であり、人材確保やその後の人材育成等が十分に出来ていない状況。

注:（左図］(株)帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」。「現在の経営課題について、対応する優先度が高いと考えているもの」を上から順に三つ聞いたもの。
（右図）地域未来牽引企業を対象としたアンケート調査（ 有効回答数：1,199社）。「貴社の人事・採用業務の担当者の人数について、当てはまるものを一つ選択してください。」に対する回答のうち、
4人以下のものを抜粋。

出典元:（左図）中小企業庁「中小企業白書（2024年版）」
（右図）経済産業省「令和元年度 大企業人材等の地方活躍推進事業（地域の中核企業による人材確保手法等の調査分析）」（調査期間2020年7月22日～8月6日）を基に作成。
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「地域の人事部」の取組イメージ（地域における人材確保・育成・定着）
• こうした地域における人材課題の解決を目指して、民間事業者等（「地域の人事部」）が、地域
企業群及び地域の関係機関（自治体・経営支援機関・教育機関・業界団体・地域金融機関等）と
連携して、地域企業の人材確保・育成・定着を行う取組が、各地で拡がっている。

地域の人事部
人材の確保・育成・定着の取組支援

域内企業群

地域金融機関（地銀・信金等）

業界団体 教育機関（高専・大学等）

経営支援機関（商工会・商工会議所等）

関係自治体

地域が一体となって
人材の確保・育成・定着に取り組む

民間事業者（企業、NPO、一般社団法人等）

特徴１
企業群と地域の関係機関が
一体となった取組

特徴２
企業群の経営戦略と人材戦略
の実行を地域の関係機関が
伴走支援

特徴３
人材の確保から育成、定着
までサポート
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「地域の人事部」の機能①：採用コストの抑制、人事ノウハウの補完

採用予算

大企業・中堅企業中小企業

ハローワーク
（無料）

地域企業の人材獲得に必要な
人事専任人材・採用ノウハウを

「地域の人事部」が補完

地域の人事部
（利用料を抑制）

 地域企業と一体で地域の採用市場を形成
・地域イベント、合同での魅力発信（SNS等）

  ・インターンシップ 等
 地域企業の人材の育成・定着まで支援

・合同研修
・同期会 等

民間人材サービス会社
（複数掲載→採用コストが高額に）

• 多くの中小企業は、予算・人材リソース等の制約から、求人広告費のかからないハローワークを利用。

• 民間人材サービスを利用している地域未来牽引企業からは「賃上げや求人サイト・SNSで発信等をし
ているが、首都圏の大手有名企業へ流れてしまう」「若手を採用してもすぐ離職してしまう」等の声。
「地域の人事部」が地域企業の魅力を発信し、面で取り組むことで、採用コストを抑制し、地域企業
の人材育成・定着まで支援することが重要。



115

「地域の人事部」の機能②：地域で活躍する人材母集団の拡大

フルタイム

ノンフルタイム

エリア内エリア外
潜在的労働者
（女性・高齢者等）

仕事の切り出し（業務委
託）
人材の発掘・リスキリング
人材シェアリング
定着支援（企業交流会）
働き方改革の推進

インターンシップ
地域企業の魅力発信
（教育機関等との連携）
合同研修
定着支援(企業間同期会、
シェアハウス)

オンライン面接
地域企業の魅力発信
プロフェッショナル人材拠点、
先導的人材マッチング事業
との連携

首都圏でのリクルート
移住支援・地域の魅力発
信
地域おこし協力隊との連携

経営人材
（兼業・副業）

UIJターン人材

プロボノ人材
（兼業・副業）

学生・インターン生

従来の
対象人材

＜取組内容＞

＜取組内容＞

＜取組内容＞

＜取組内容＞

• 地域に必要な人材確保・育成・定着には、働き手に対する柔軟性を高めることで、地域において活
用できる人材母集団を広げることが重要。

• 地域の人事部は、地域企業の人材課題に応じて、①学生・インターン生、②UIJターン人材、➂兼
業・副業人材、④潜在的労働者といった、多様な人材を対象としている。
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「地域の人事部」による人材確保・育成・定着（令和４～７年度）

• 経済産業省では、民間事業者等が地域企業群や関係機関（自治体・経営支援機関・教育機関等）と
連携し、地域が一体となって人材確保・育成・定着を行う「地域の人事部」の取組を推進。

• 令和4～7年度で累計115件を採択し、モデル事例の創出や担い手の醸成、ブランディング化、加え
て令和7年度からは既に一定のノウハウを持つ地域の人事部事業者による伴走支援や地域間・広域連
携を推進。

＜事業スキーム＞

経産省
定額補助

事務局

地域金融機関

業界団体
教育機関

経営支援機関

関係自治体

連携人材確保

人材育成

キャリア支援

 域内企業等の合同セミナー・イベント・インターン実施
等

 域内企業等の合同社員研修 等

 兼業・副業や域内転職、都市部への一時出向 等

民間事業者等

地域の人事部
関係自治体＋地域関係機関

域内企業群
地域が一体となって

人材の確保・育成・定着に取り組む

伴走支援者

補助
（1/2,2/3等）

委託
令和７年度～

伴走・横展開支援

令和４年度 令和５年度 令和6年度 令和７年度

予算額 0.95億円 1.5億円 4.0億円 3.0億円

補助率 1/2 1/2、2/3、1/3 1/2、2/3 1/2、2/3、1/3

採択実績 20件 20件 46件 29件

補助上限 600万円 700万円
1,000万円

1,000万円
1,300万円

1,000万円
1,300万円

令和4年度「中小企業経営支援等対策費補助金（若者人材
確保プロジェクトの実証）」
令和5年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事
業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」
令和6年度「地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業
補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」
令和7年度「中小企業支援事業補助金（地域の人事部支援
事業）」



117



118

令和８年度「地域の人事部支援事業」（予算案額：２.９億円）

 地域一体で中堅・中小企業の人材確保・育成・定着を行う「地域の人事部」の取組を支援しつつ、取組の定着・自走
化を更に促すため以下を実施。加えて、採択回数上限や採択回数に応じた補助率逓減も導入。
 （１）伴走・横展開支援事業：既に一定のノウハウを有する地域の人事部事業者による伴走支援や地域間・広域連携を推進
 （２）重点分野支援事業：①地域企業の右腕人材・後継者育成、②法制度と連携した地域の人材確保・育成等の取組支援

＜事業スキーム＞

経産省
定額補助

（１）伴走・横展開支援事業事務局

地域金融機関

業界団体
教育機関

経営支援機関

関係自治体

連携人材確保
人材育成

キャリア支援

 域内企業等の合同セミナー・イベント・インターン実施 等

 域内企業等の合同社員研修 等

 兼業・副業や域内転職、都市部への一時出向 等

民間事業者等

地域の人事部

関係自治体＋地域関係機関

域内企業群

地域が一体となって
人材の確保・育成・定着に取り組む

補助
（1/2,2/3等）

委託

伴走・横展開支援
（２）重点分野支援事業

（①右腕人材枠、②法制度連携枠）

採択回数
令和７年度 令和８年度～

右腕人材枠 法制度連携枠 右腕人材枠 法制度連携枠

1回目

２／３
１／２

２／３
１／２

2回目 １／２

3回目 １／３ １／３ １／３

①右腕人材枠：採択回数に応じて補助率を逓減（上記表）
②両枠共通 ：採択回数の上限を３回までに設定（４回目の採択は不可）。
※①、②ともに、令和４年度以降、本資料p.5に記載の事業及び令和8年度の本
事業において、採択枠を問わず採択された回数をカウントする。
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（１）伴走・横展開支援事業

• 地域の人事部の定着・自走化や他地域への横展開を後押しするため、既に一定のノウハウを有する
「地域の人事部」事業者による伴走支援や勉強会、地域間・広域連携等を推進する。

伴走支援

事務局

委託

一定のノウハウを有する
地域の人事部事業者

今後地域の人事部を
立ち上げようとする事業者等

事業イメージ図

森興産株式会社
• 令和４年度より、大阪市他において「地域の人事部」採択事業者として外

国人材のマッチング、定着支援、企業向けセミナー等を実施。外国人材の
雇用支援にとどまらず、海外展開も含めた事業戦略策定等の支援の実績
も有する。

• 「地域の人事部」事業者が、地域企業に対して人材マッチングに限らない経
営課題をとらえた人材戦略提案力や、多様な関係主体を巻き込んだ推進力
等を備える後押しのため、テーマ別勉強会や個別相談、各種支援機関等と
のネットワーキングを支援予定。
【活動内容（予定）】
①勉強会

地域の人事部の持続的展開に向けた戦略設計や、地域間連携・広
域展開を視野に入れた戦略構築等に関する勉強会を実施。

②個別相談
課題の言語化と戦略構築に向けた個別相談を実施。

③ネットワーキング支援
同社が持つ海外教育機関、外国公館、国内外の支援機関等とのネッ
トワークを活用したネットワーキングの支援。

令和７年度の取組例



120

（２）①地域企業の右腕人材・後継者育成支援（右腕人材枠）

• 地域の人事部事業者が、地域の教育機関等と連携して、地域企業群への幹部インターンシップ制度を導入し、
地域の中小企業の事業承継に関心のある右腕人材（未来の後継者・経営幹部候補）とのマッチングや社長か
らの引継ぎ・キャリア支援等を行う取組を重点的に支援することで、事業承継問題もセットで解決する日本型後
継者育成キャリアシステムの構築を図る。

事業スキーム

 右腕人材（未来の後継者・経営幹部候補）を求める地域企業に対し、幹部インターンシップ制度の企画運営・マッチング・キャリア
支援等を行う民間事業者等の取組に補助支援

右腕人材

地域金融機関

業界団体

教育機関

経営支援機関

関係自治体

関係自治体＋地域関係機関

連携

地域企業

民間事業者等
（地域の人事部）

(幹部インターンシップ制度)

・マッチング・伴走支援(キャリア支援・越境学習勉強会等)
・地域関係機関（事業承継・引継ぎ支援センター(※承継手続き支援)、
 自治体、地方大学、地域金融機関等）と連携して企画・運営
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（２）②法制度と連携した地域の人材確保・育成等の取組支援（法制度連携枠）

事業スキーム

地域の人事部として活動を行う民間事業者等を、以下法律の承認等を受けている事業者に限定（要件化）
①地域未来投資促進法（地域経済牽引支援機関として、人材確保等の取組を連携支援計画に記載し、国の承認を受けた事業者）
②小規模事業者支援法（経営発達支援計画において、人材確保等の取組を記載し、国の認定を受けた商工会、商工会議所）
③二地域居住促進法（二地域居住等支援機関として市町村の指定を受けた事業者）

地域企業群

民間事業者等
（地域の人事部）
※法律の認定等と連
携していることが要件

（想定ターゲット）
・学生
・兼業・副業
・右腕人材

（想定ターゲット）
・高い付加価値を生む事業を実施予定の企業
・二地域居住の受け入れとなる地方企業
・小規模事業者

人材

・各法律の目的を実現するための制約となる人材面の課題に関する地域企業
向けセミナー、人材マッチング、合同研修等を実施。

地域金融機関

業界団体
教育機関

経営支援機関

関係自治体

関係自治体＋地域関係機関

連携



（パターン１）地域未来投資促進法との連携
（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律）

〔主な内容〕
 対象となる区域（促進区域）
 経済的効果に関する目標
 地域の特性 × 地域の特性を活用する分野
 地域経済牽引事業の要件
 事業環境整備の内容

市町村・都道府県：基本計画

都道府県
が承認

〔主な内容〕
 事業の内容・実施期間
 地域経済牽引事業の要件への適合性

①地域の特性 × 地域の特性を活用する分野
②付加価値創出額
③地域の事業者に対する経済的効果

民間事業者等：地域経済牽引事業計画

国
：
基
本
方
針

同意

〔主な内容〕
 連携支援事業の目標
 事業の内容及び実施期間
 支援機関の役割分担

地域経済牽引支援機関：連携支援計画

支援承認

• 地域未来投資促進法では、民間事業者等が地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域に経
済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進。

• 地域経済牽引事業を促進する観点で、地域の人材確保・育成・定着を実施するため、複数年の連携
支援計画を作成し、国が承認した事業者を支援。

122



123

（パターン２）小規模事業者支援法との連携
（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律）

経営発達支援のスキーム

⑤支援

経営発達支援計画

経済産業大臣

②申請

④認定

小規模事業者

都道府県知事

③意見

①経営資源の内容、財務内容、その他経営状況の分析
②事業者の事業計画の策定・実行に係る指導及び助言
③商品、役務の需要動向及び経済動向に関する情報の収集、分析及び提供等
④応報、商談会、展示会等の販路開拓に寄与する事業

経営発達支援事業

情報提供・助言

①計画作成
商工会・商工会議所／市町村

（共同作成）

一定の知識・経験を有する法定経営指導員

中小企業診断士並みの知識

 商工会・商工会議所が市町村と連携しながら、地域課題を分析し、小規模事業者の持続的発展に向けた経営
発達支援計画を作成・申請し、国が認定。

 「地域の人事部」の普及において、地域の商工会・商工会議所の役割は重要であり、経営発達支援計画に基
づき、地域の人事部を実施する場合は支援。
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（パターン３）二地域居住促進法との連携
（広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律）

 コロナ禍を経てUIJターンを含めた若者・子育て世帯を中心とする二地域居住へのニーズが高まっているが、二地域
居住にあたっては、「住まい」、「なりわい（仕事）」、「コミュニティ」といったハードルがある。

 このため、市町村長から指定された二地域居住等支援法人が、市町村が作成する特定居住促進計画と連携し、
地域の人事部を実施する場合は支援。
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各法に基づく事業認定に係る今後のスケジュール
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（参考）各法制度に関するURL

法律名 参考URL

地域未来投資促進法  地域未来投資促進法：https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
 地域未来投資促進法における 連携支援計画のガイドライン（令和３年４月）：

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
 承認連携支援計画一覧：

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/syouninrenkeisienkeikaku.html

小規模事業者支援法  小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画：
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei.html

 経営発達支援計画手続ガイドライン（令和７年11月）：
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei_sinsei/hattatsu_guideline.pdf

 認定を受けた経営発達支援計画一覧：
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku2.html

二地域居住推進法
（広域的地域活性化のため
の基盤整備に関する法律）

 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律、ガイドライン等
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000015.html

 特定居住支援法人の指定等の手引き：
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001769194.pdf

 二地域居住等促進のための広活法運用説明会（令和６年11月15日）
説明会動画：https://www.youtube.com/watch?v=NWRPPEOx_So

   説明会資料：https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001880696.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/renkeishienkeikaku-guideline-2010.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/syouninrenkeisienkeikaku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei_sinsei/hattatsu_guideline.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku2.html
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000015.html
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001769194.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWRPPEOx_So
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001880696.pdf
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「地域の人事部」のブランド化・広報活動

紹介・対談動画

実践ポイント集（令和7年4月更新）

ロゴマーク
 地域の人事部を紹介する動画や、地域の人事

部事業者のキーマン・支援を受けた地域企業
が、取組の特徴やビジョン等について対談した
動画を掲載。

 「地域の人事部」
の立ち上げや取り
組む際の活動レベ
ルごとのポイントや
実践事例を紹介。

 【活用例】
R6年度採択
事業者の
(株)あわわ
（徳島県）
は、自社発行
のフリーペー
パー記事に活
用。

出典先: 経済産業省「地域の人事部」HP（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html）、R7年度事務局「地域の人事部ポータルサイト」（https://strategic-hr.jp/regional_search/）

• 「地域の人事部」のブランド化・認知度向上のため、地域の人事部ロゴマークを作成。本事業の採択事業者や
利用承認を受けた事業者が広報活動等に活用可能。加えて、地域企業や自治体向けに「地域の人事部」チ
ラシや全国の事業者一覧（※）を公表。

• 更に、「地域の人事部」の取組の実装・定着を支援するため、モデル事業者の対談動画や実践ポイント集等
を作成。

森興産株式会社×割烹まつもと ドリームキャリア富山×富山銀行

全国の事業者一覧
 地域企業や自治体

が、近くの地域や他
地域の取組を検索
できるよう、地域ブ
ロックごとに事業者を
一覧化。

※本補助事業採択事業者及びロゴマーク利用承認事業者

「地域の人事部」チラシ（両面）

 人材確保・育
成等にお悩み
の地域企業や
自治体向けに
「地域の人事
部」の取組を
紹介。

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
https://strategic-hr.jp/regional_search/
https://strategic-hr.jp/regional_search/
https://strategic-hr.jp/regional_search/
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地域の人事部メールマガジン

地域の人事部に関するイベントや関連施策等の情報提供を目的にした「地域の人事部メールマガジン」を
無料で発行しています（不定期配信）。是非、以下からご登録ください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keizaiseisaku/jinjibu
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和４年度）

出典先:経済産業省 令和４年度「中小企業経営支援等対策費補助金（若者人材確保プロジェクトの実証）」採択案件一覧
HP（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2022.pdf）

• 令和４年９月に採択結果を公表。（37件の応募があり、20件を採択）

NO. 事業者名
1 一般社団法人ドット道東
2 特定非営利活動法人プラットフォームあおもり
3 特定非営利活動法人イノベブリッジたきざわ
4 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン
5 特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズ

ネットワーク
6 株式会社つばめいと
7 NPO法人MEGURU
8 株式会社就活ラジオ
9 株式会社ガクトラボ
10 株式会社御祓川
11 株式会社リンクコンサルティンググループ
12 特定非営利活動法人G-net
13 森興産株式会社
14 株式会社タカヨシジャパン
15 エカイブ・エージェント株式会社
16 隠岐汽船株式会社
17 株式会社LERIRO
18 一般社団法人フミダス
19 株式会社SMO南小国
20 株式会社link and Visible

1
2

3

4

5

6

7

89 10

11
121314

15

16

17

18

19

20
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和５年度）（通常枠）

出典先:経済産業省 令和５年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」採択案件一覧
HP（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2023.pdf）

• 令和５年６月に採択結果を公表。（37件の応募があり、20件を採択）

NO. 事業者名
１ 一般社団法人ドット道東
２ 株式会社セキショウキャリアプラス
３ 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
４ 一般社団法人小布施まちイノベーションHUB
5 株式会社クォンタム
6 森興産株式会社
7 南海電気鉄道株式会社
8 株式会社クラビズ
9 株式会社あわわ
10 株式会社LERIRO
11 株式会社Link and Visible

2

1

3

4

57 6

8

9

10

11
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和５年度）（地域企業共同戦略枠）
• 令和５年６月に採択結果を公表。（37件の応募があり、20件を採択）

NO. 事業者名
1 株式会社地方創生推進機構
2 一般社団法人まちと人と

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン
3 箱根DMO（一般社団法人箱根町観光協

会）
4 エスティーム株式会社
5 株式会社ガクトラボ
6 株式会社御祓川
7 特定非営利活動法人G-net
8 人材ニュース株式会社
9 一般社団法人海士町観光協会

1

2

3
4

5

6

78

9

出典先:経済産業省 令和５年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」採択案件一覧
HP（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2023.pdf） 137
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和６年度）（一般枠）

出典先:経済産業省 令和６年度「地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」採択案件一覧
（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2024.pdf)

• 令和６年６月に採択結果を公表。（62件の応募があり、46件を採択）

NO. 事業者名
A1 株式会社北海道共創パートナーズ
A2 一般社団法人とかち地域活性化支援機構
A3 一般社団法人ドット道東
A4 (1)特定非営利活動法人北海道エンブリッジ

(2)特定非営利活動法人やくも元気村
(3)一般社団法人HATCH

A5 特定非営利活動法人wiz
A6 (1)大森建設株式会社

(2)株式会社BNGパートナーズ
(3)株式会社清水企業
(4)株式会社ダイサン

A7 (1)株式会社シンカゼ
(2)株式会社えぽっく
(3)一般社団法人いまぼくらと

A8 株式会社セキショウキャリアプラス
A9 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
A10 箱根DMO（一般財団法人箱根町観光協会）
A11 (1)株式会社イードア

(2)木山産業株式会社
A12 株式会社戦略デザインラボ 
A13 一般社団法人小布施まちイノベーションHUB
A14 NPO法人MEGURU
A15 株式会社静岡オリコミ 
A16 ドリームキャリア富山
A17 株式会社ガクトラボ
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和６年度）（一般枠）

出典先:経済産業省 令和６年度「地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」採択案件一覧
（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2024.pdf)

• 令和６年６月に採択結果を公表。（62件の応募があり、46件を採択）

NO. 事業者名
A18 株式会社ファミリー 
A19 特定非営利活動法人G-net
A20 株式会社タカヨシジャパン
A21 プロエンジニア株式会社
A22 株式会社ウエダ本社
A23 株式会社次世代共創企画
A24 株式会社クオリティ・オブ・ライフ
A25 株式会社クラビズ
A26 株式会社ixis
A27 広島県東部機械金属工業協同組合
A28 庄原商工会議所
A29 Dialogue for Everyone株式会社
A30 特定非営利活動法人つなぐ
A31 一般社団法人離島百貨店
A32 米子信用金庫
A33 株式会社あわわ
A34 株式会社大学サポート 
A35 合同会社アットキャリア
A36 株式会社LERIRO
A37 株式会社キャリア・コンシェルジュ
A38 株式会社ワークデザインラボおおすみ

139

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2024.pdf


「地域の人事部」採択事業一覧（令和６年度）（働き方改革推進枠）
• 令和６年６月に採択結果を公表。（62件の応募があり、46件を採択）

NO. 事業者名
B1 (1)株式会社地方創生推進協同機構

(2)株式会社コスモ
B2 (1)特定非営利活動法人プラットフォームあおもり

(2)株式会社マルジンサンアップル
(3)有限会社金子ファーム
(4)協同組合マルチワーカージョブステーション鯵ヶ沢

B3 (1)株式会社アースカラー
(2)有限会社谷地林業

B4 株式会社アイカムス・ラボ
B5 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン
B6 (1)株式会社ボルテックスセイグン

(2)一般社団法人群馬県トラック協会
B7 (1)エイベックス株式会社

(2)株式会社イクシー
B8 森興産株式会社

出典先:経済産業省 令和６年度「地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業補助金（地域戦略人材確保等実証事業）」採択案件一覧
（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2024.pdf) 140
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和７年度）（右腕人材枠）

出典先:経済産業省 令和7年度「中小企業支援事業補助金（地域の人事部支援事業）」採択案件一覧
（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2025.pdf）

• 令和７年６月に採択結果を公表。（50件の応募があり、29件を採択）

NO. 事業者名
A1 一般社団法人ドット道東
A2 株式会社EFC
A3 一般社団法人とかち地域活性化支援機構
A4 株式会社北海道共創パートナーズ
A5 (1)特定非営利活動法人プラットフォームあおもり

(2)協同組合八食センター
A6 (1)株式会社アースカラー

(2)有限会社谷地林業
A7 一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン
A8 (1) 株式会社シンカゼ

(2)株式会社えぽっく
A9 株式会社人と土 
A10 特定非営利活動法人G-net
A11 人材ニュース株式会社
A12 株式会社次世代共創企画
A13 一般財団法人島前ふるさと魅力化財団
A14 株式会社ixis
A15 株式会社Relic 
A16 株式会社LERIRO
A17 株式会社ライトライト
A18 株式会社musuhi
A19 株式会社ワークデザインラボおおすみ
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「地域の人事部」採択事業一覧（令和７年度）（法制度連携枠）
• 令和７年６月に採択結果を公表。（50件の応募があり、29件を採択）

No. 事業者名 連携する法制度
B1 一般社団法人COCORO ①地域未来投資促進法
B2 箱根DMO(一般財団法人箱根町観光協会)③二地域居住促進法
B3 松本商工会議所 ②小規模事業者支援法
B4 NPO法人MEGURU ③二地域居住促進法
B5 三島信用金庫 ③二地域居住促進法
B6 株式会社ガクトラボ ①地域未来投資促進法
B7 株式会社ファミリー ①地域未来投資促進法
B8 (1)エイベックス株式会社

(2)株式会社イクシー ①地域未来投資促進法

B9 株式会社大学サポート ①地域未来投資促進法
B10 合同会社ＫＡＺＡＭＩ ③二地域居住促進法

出典先:経済産業省 令和7年度「中小企業支援事業補助金（地域の人事部支援事業）」採択案件一覧
（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/pdf/jinjibu_saitaku_itiran2025.pdf） 142
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プロフェッショナル人材事業について

内閣官房地域未来戦略本部事務局
内閣府地方創生推進室
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令和７年度 地域力創造に関する施策説明会

プロフェッショナル人材事業について

内閣官房 地域未来戦略本部事務局／内閣府 地方創生推進室
令和8年1月27日（火）
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事業の概要
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プロフェッショナル人材事業

 45道府県が「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置し、地域企業に対し、経営戦略の策定支援やデジタル実装にも資する人材等の
プロフェッショナル人材の活用支援活動を行う。

 各拠点は、地域企業の経営者を対象に、成長戦略や人材戦略への関心を高めるセミナー等の活動を行いつつ、企業を訪問。経営者に事
業継続・成長に資する業務効率化や競争力強化を促すとともに、その実行に必要なプロ人材ニーズを明確化し、優良な雇用機会として
提携人材紹介会社へに情報発信する。

事業概要

スキーム図 プロ人材
拠点からのきめ細かな
情報をもとに
登録者からニーズに
マッチするプロ人材を紹介

地域の中堅・中小企業

経営者との対話を通じて
①地域企業の経営課題抽出
②人材ニーズの具体化を図り、プロ人材活用を提案

地域金融機関

都市部大企業

プロ人材

在籍型出向、研修
副業・兼業での参画、等

プロフェッショナル人材戦略拠点
プロフェッショナル人材戦略マネージャー

●地域金融機関OBや地元企業OBなど、
地域経済を熟知した人材が運営

●地域金融の連携による
強固な情報基盤

● 「待ちの姿勢」ではなく積極的に
地域企業の課題を「聞きに行く姿勢」
でニーズを把握

ヒアリングを通じて得た地域の
中堅・中小企業の人材ニーズ情
報を通知

提携人材紹介会社

パートナーシップ提携

ヒアリングを通じて得た地域の
中堅・中小企業の人材ニーズ情
報を通知



これまでの実績
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 相談・成約の推移(累計)

148

(成約件数) (相談件数)

令和元年
(平成31年)

※ 令和５年度以前は四半期ごとに表示

平成27年 平成30年平成29年平成28年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

相談累計件数
132,211

成約累計件数
37,568



プロ人事業：成約件数と相談件数の推移(年度別フロー)
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(相談件数)(成約件数)

（４～２月）



成約件数の推移と内訳(年度別フロー)

150

(成約件数) ※（－%）：全体に占める副業・兼業の割合
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左：常勤雇用、右：常勤雇用以外

マ
ッ
チ
ン
グ
人
材
の
年
収

受
入
企
業
の
売
上
高

実績詳細①（プロフェッショナル人材事業）
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 常勤雇用での年収は500万円未満、副業･兼業での月収は10万円以下が中心。
 プロ人材のミッションでは、常勤雇用は生産性向上が多く、副業・兼業では販路拡大が多い。

常勤雇用（年収） 副業・兼業（月収） プロ人材のミッション

42%

31%

14%

7%

3%

2%

0% 50% 100%

400万円以下

400万円~

500万円~

600万円~

700万円~

800万円~

85%

8%

2%

0%

2%

3%

0% 50% 100%

10万円以下

10万円~

20万円~

30万円~

40万円~

50万円~

43%

21%

16%

5%

15%

18%

40%

24%

15%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生産性向上

販路拡大

経営管理

事業分野拡張

その他

常勤雇用 副業･兼業
※令和５年度事業実績より（不明/非開示は分母から除外）

実績詳細②（プロフェッショナル人材事業）



注力する取組
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外部環境の変化

• 人口の減少（生産年齢人口の減少）、若年人口の
減少や上記に伴う労働供給の不足。

• これらはおそらく非可逆なものであり、当たり前
のように人が採用できる時代は、戻ってこない。

• よって事業の在り方も、人が確保できることを
前提とした従来のものから、DX等により、少な
い人数でも成果創出できるように生産性の向上を
図っていくべき。

• さらにはそうした生産性向上等より、得られた
成果を配分し、良質な雇用を生み出していくこと
が地域経済の振興（地方創生）に繋がる。

• 生産性向上等のためには、販路の拡大や新事業開発、
業務効率化等が必要となってくるが、地域企業の限ら
れたリソースの中、上記に取り組むのは困難。

• さらには、世の中のデジタル技術をはじめとした進化
のスピードは速く、自社の人材のみでの対応は難しい。

• よって、足りない経験や知見は外部の人材の力を借り
ながら対応を進めるのが有効。

• 他方で、地域企業では年収の高いプロ人材を高額な手
数料/報酬を払って活用することのハードルが高く、
また使いこなすことも難しい（任せる仕事が常にある
訳ではない）。

• 大企業等で活躍する人材を業務委託契約により従事し
てもらう「副業・兼業」の形態で活用することが、体
力に劣る地域企業が生産性向上等を図っていくための
有用なソリューションとなり得ると考える。

副業・兼業人材の活用

副業・兼業人材の活用について
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 ハイレベル人材の活用にあたっては、従来型の常勤雇用（中途採用）のみでなく、昨今では大企業等で活躍する人
材を業務委託契約により従事してもらう「副業・兼業」の形態での活用も広まってきている。

雇用契約 雇用契約 業務委託契約

常勤雇用 副業・兼業

在籍企業を辞め、
自身のノウハウを活かし、
新たな企業へ参画（入社）

業務委託契約に基づいて、
自身のノウハウを活かし、

複数の就業先に従事

必要な業務を、必要な時だけお願いできる

（例） 常勤

25万円/月

（期限なし）

副業・兼業

3~5万円/月

（期間3ヶ月）

業務委託契約の場合契約の、見直し(契約解除)が
できる

メリット
01

メリット
02

メリット
03

半年で人事制度を
構築します

3か月でECサイトを
立ち上げます

常勤で人を雇うより、費用を抑えられる

予定より早く
プロジェクトが

終わった
あまり相性が
合わなかった

人材の活用形態 副業・兼業人材を活用する際のメリット

副業・兼業人材活用のメリット
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 副業・兼業の求人倍率は１倍以下であり、企業にとっては有利な環境で人材の活用が可能。
 受け入れを実際にした企業のうち、64.3%が業績・生産性向上につながっている。

①副業･兼業の求人倍率 ②副業・兼業人材の受入効果

＜

１案件 ９倍

１案件に９倍の副業人材が登録している状況にあり
専門的なスキルやノウハウを有する優秀な人材に出会
える機会が豊富

注：①パーソルキャリア株式会社が提供する副業プラットフォーム「HiPro Direct」における2023年４月１日~2024年２月29日までの登録案件、副業人材のデータより
②出典：リクルート「兼業・副業に関する動向調査（2022年）」

副業･兼業の受け入れが業績・生産性の向上につながっているか

14.3%

49.7%

22.8%

5.5%

1.5%

5.9% 向上につながっている

どちらかといえばつながっている

どちらともいえない

どちらかといえばつながっていない

向上につながっていない

わからない

副業・兼業人材の足元の動向 等
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副業・兼業人材活用促進事業

 プロ人型交付金のメニューとして、令和７年度から副業兼業補助金を使途として設け（定額補助）、地域企業の副
業兼業人材活用を促進する。

地域企業

プロ拠点

道府県

交付金（定額）

補助金
(8/10)

副業兼業
活用提案

事業概要 補助金概要

補助対象

対象費用

支援企業の
要件

• 各道府県に設置されたプロ拠点を通じ副業人
材活用を行う地域企業

• 過去に「プロ拠点を通した副業人材活用」を
行ったことのない企業
（プロ拠点を通じない利用は含まない）

• 副業兼業人材活用により発生する以下の費用
- 人材事業者へ払う紹介手数料
- 副業人材に支払う報酬、交通費、旅費
※交付対象となる副業・兼業人材との契約
期間は、5か月を上限とする

• 上記に掲げる経費のうち最大8/10を補助
• 1件あたりの上限額は500千円

交付額

その他 • 対象はプロ拠点を通じた案件のみとする

申請
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本日、ご参加の皆様におかれましては、

『 人材 』にかかる課題をお持ちであったり、

そういった課題を耳にされることが多々あるかと存じます。

それらの課題につきましては、

『 各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点 』に

是非とも、ご相談、お取りつなぎをお願いいたします。

最後に



特定地域づくり事業協同組合について

総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課
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市 町 村

特定地域づくり事業協同組合 都道府県

食
品
加
工
業
者

運

送

業

者

農

業

者

林

業

者

建

設

業

者

認定

漁

業

者

財政支援
地域づくり人材の雇用 ⇒ 所得の安定・社会保障の確保

飲
食
・
宿
泊
業
者

利用料金収入1/2

【組合運営費への財政措置】 ½市町村助成

人材   派遣

…

利用    料金

情報提供、助言、援助

特定地域づくり事業協同組合員
組合員以外

農

業

者

…

市
町
村
等

人材
派遣

利用
料金

特定地域づくり事業協同組合制度

PR動画は
こちら→

国費 １/４

特別交付税 
1/8

実質的な
地方負担 1/8

○ 地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、就業の機会を
提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る。

…
助成対象経費の上限額（R8引き上げ）
・派遣職員人件費 400万円→450万円/人・年
・事務局運営費  600万円→670万円/年

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり 措置率１/２
（対象経費上限額R８引き上げ 300万円/組合→390万円/組合)

 R8当初予算額案 6.2億円
（R7当初予算額  5.6億円）

※内閣府予算計上

●地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出、地域の担い手を確保
●対象は、人口規模や密度等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
●事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●令和７年３月に改正法が成立し、組合員以外への派遣について利用規制を緩和

（員内利用の20％まで → 関係市町村等への派遣に限り、員外利用規制の上限を員内利用の50％まで緩和）

POINT
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特別交付税措置（組合設立年度のみ）
・組合への設立支援に関して、市町村が行う単独事業の実施に要する経費

①設立時の財産的基礎形成への支援（寄付金等）②設立準備への支援（調査、登記、施設改装、設備、アドバイザー等）
・対象経費上限額 300万円 → 390万円/組合 （措置率１／２）

２ . 組 合 設 立 に 対 す る 財 政 支 援

特定地域づくり事業協同組合制度の令和８年度の見直しについ
て（補助対象経費の上限額等の引き上げ）

1 . 組 合 運 営 費 に 対 す る 財 政 支 援

特定地域づくり事業推進交付金
1/4

特別交付税
1/8

実質的な地方負担
1/8

国庫補助
・組合運営費の1/2の範囲内で公費支援（国1/2、市町村1/2）

特別交付税措置
・特定地域づくり事業推進交付金に係る事業の実施に伴って負担する経費 （措置率1/2）

組 合

市町村

派遣先からの利用料収入
1/2

市町村からの助成
1/2

特定地域づくり事業
派遣職員人件費 （400万円 → 450万円／人）
事務局運営費 （600万円 → 670万円／組合）

支出

収入

161

○人件費の上昇を踏まえ、組合の運営や設立に係る補助対象経費等の上限額を引き上げ
１．運営経費に係る補助対象経費

派遣職員人件費：４００万円 → ４５０万円／人 事務局運営費：６００万円 → ６７０万円／組合

２．設立経費に係る特別交付税措置の対象経費
３００万円 →３９０万円／組合



特定地域づくり事業協同組合 認定状況
組合数 135組合（40道府県138市町村）

【北海道】
  名寄市  石狩市   知内町      ニセコ町
  下川町  初山別村  中頓別町  新得町

【岩手県】
 葛巻町
 大槌町
 岩泉町

【福島県】
喜多方市    只見町
西会津町    磐梯町
柳津町・三島町・昭和村
金山町        会津美里町
鮫川村         楢葉町

【石川県】
   七尾市
   小松市
   珠洲市
 穴水町

【佐賀県】
 唐津市
 武雄市
 小城市
 上峰町

【宮崎県】
  日南市 都農町
  諸塚村 椎葉村
  五ヶ瀬町

【栃木県】
  茂木町

【沖縄県】
  宮古島市
  伊平屋村

※R7.12.１現在（交付決定ベース）

【岐阜県】
  白川町

【岡山県】
  新庄村
西粟倉村

【京都府】
 綾部市
 京丹後市

【広島県】
  東広島市
  安芸太田町
  神石高原町

【長崎県】
 平戸市  五島市
 対馬市 
 新上五島町
 壱岐市  雲仙市

【奈良県】
   明日香村
   川上村

【鳥取県】
   若桜町
   智頭町 
   日野町

【長野県】
  生坂村  小谷村
  信濃町  飯綱町

【熊本県】
 山鹿市  宇城市
 天草市  五木村 
あさぎり町

【兵庫県】
 丹波篠山市
 淡路市
 香美町 【秋田県】

 東成瀬村

【三重県】
  松阪市
大紀町

【宮城県】
 気仙沼市

【群馬県】
 上野村  中之条町
 みなかみ町

【愛知県】
   設楽町

【静岡県】
  島田市
  川根本町

【茨城県】
   かすみがうら市

【山口県】
  下関市
山口市
萩市

【高知県】
  四万十市  東洋町
安田町      馬路村

  土佐町

【鹿児島県】
  枕崎市   阿久根市
  西之表市  奄美市
  錦江町
和泊町・知名町

  中種子町  南種子町
宇検村      喜界町
伊仙町      与論町

【島根県】
  松江市       浜田市(2)
  益田市       大田市
  安来市       雲南市
  奥出雲町   飯南町
  邑南町       津和野町
  海士町       西ノ島町
  知夫村       隠岐の島町

【徳島県】
  美馬市
  三好市
  勝浦町  
  上勝町

【山梨県】
 早川町
 丹波山村

【愛媛県】
  松野町

【和歌山県】
  かつらぎ町

【埼玉県】
   小鹿野町

【青森県】
  鰺ヶ沢町
  南部町

【香川県】
  土庄町・小豆島町

【大分県】
 佐伯市

【山形県】
 川西町  小国町  白鷹町

【富山県】
  南砺市

【新潟県】
  十日町市
  妙高市
  上越市
  佐渡市
  阿賀町
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令和７年４月１日までに採用された派遣職員の総数は、833人

特定地域づくり事業協同組合の状況について

○派遣職員の年代比

約６割の職員が
１０代・２０代・３０代

派遣職員の約６割が
地域外からの移住者

○派遣職員の居住状況 ○派遣職員の退職後の動向
これまでの退職者のうち約半数が組合

の所在する市町村でそのまま定住

10歳代
8人(1%)

20歳代
267人

30歳代
211人
(25%)

40歳代
168人
(20%)

50歳代
126人
(15%)

60歳代以上
53人(7%)

424人
(51%)

103人
(12%)

87人 (11%)

219人(26%) 他の都道府県
から移住

73人
(13％)

都道府県内の
他の市町村から移住

市町村内に
以前から居住

転居を伴わずに
市町村外から通勤

・57人はUターン者
・35人は地域おこし協力隊の経験者

103人
(29%)

87人
(25%)

116人
(33%)

46人
(13%) 組合員企業に

直接雇用

市町村内の
組合員以外の企業に
就職・起業等（※）

所在不明

組合が所在する
市町村外に転居

※就職はしていないが市町村
内に居住している人を含む。
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地域脱炭素の推進について

環境省 大臣官房 地域政策課
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地域脱炭素の推進について

2026年1月27日

環境省大臣官房地域政策課

165



166

１．地域脱炭素とは
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地域脱炭素（地域GX）×地方創生

 2050年ネットゼロ・2030年度46％削減の実現には、地域・くらしに密着した地方公共団体が主導する地域脱
炭素の取組が極めて重要。

 地域特性に応じた地域脱炭素の取組は、エネルギー価格高騰への対応に資するほか、未利用資源を活用した産
業振興や非常時のエネルギー確保による防災力強化、地域エネルギー収支（経済収支）の改善等、様々な地
域課題の解決にも貢献し、地方創生に資する。

防災力・レジリエンス強化
 避難所等への太陽光・蓄電池の設置によるブラックアウトへの対応
 自営線マイクログリッド等による面的レジリエンスの向上・エネルギー効率利用

農林水産業振興
 営農型太陽光発電収入やエネルギーコスト削減による経営基盤の安定・改善
 畜産バイオマス発電収入や畜産廃棄物コスト削減による経営基盤の安定・改善
 林業の新たなサプライチェーン・雇用の創出

企業誘致・地場産業振興
 大規模な電力需要施設であるデータセンター、半導体企業等の誘致
 太陽光発電や風力発電などの関連地域産業の育成
 循環型産業（太陽光パネルリサイクル産業等）の育成

観光振興
 観光地のブランド力向上、インバウンド強化

再エネの売電収益による地域課題解決
 地域エネルギー会社等が再エネ導入等により得た利益の一部を還元し、地域

課題解決に活用
・ 地域公共交通の維持確保
・ 少子化対策への活用
・ 地域の伝統文化の維持に対する支援 等

地域経済活性化・地域課題の解決

・豊富な日照
→太陽光発電

・良好な風況
→風力発電

・間伐材や端材
・畜産廃棄物
→バイオマス発電

・荒廃農地
→営農型太陽光

・豊富な水資源
→小水力発電

・火山、温泉
→地熱発電、
 バイナリー発電

地域特性に応じた
再エネポテンシャル 産官学金労言

地方公共団体・
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地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日国・地方脱炭素実現会議（議長：官房長官、副議長：環境大臣・
総務大臣）決定）に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体等を複数年度にわたり継続的か
つ包括的に支援する地域脱炭素推進交付金（令和４年度創設、令和７年度予算額：385.2億円、令和６年度予算：
425.2億円）により、以下の実現に向けた取組を支援

   ①脱炭素先行地域：脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに少なくとも100か所選定し、
2030年度までに実施

   ②重点対策加速化事業：全国で重点的に導入促進を図る屋根置き太陽光発電、ZEB(ゼロエネルギービルディング)、ZEH (ゼロエネルギーハウス)、
EV(電動車）等の重点対策加速化事業を実施

 さらに、地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定）第３章第７節（地域脱炭素ロードマッ
プ）において、2026年度以降の５年間を「実行集中期間」として位置付け、地方創生に資する地域脱炭
素施策に全力で取り組むことを規定。

地域脱炭素ロードマップ（概要）
令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定
令和７年２月18日閣議決定 地球温暖化対策計
画

★ ★★

脱
炭
素
で
強
靭
な

活
力
あ
る
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2022 2030 20502025

少なくとも100か所の脱炭素先行地域と
重点対策により脱炭素の先行モデルを創出

2030年度までに実現

地域脱炭素の取組を拡大・深化
全
国
で
多
く
の

脱
炭
素
ド
ミ
ノ

2050年を
待たずに

地域脱炭素の先行的取
組・ノウハウの蓄積

〇地域脱炭素の基盤（地域金融機関・地域中核企業・
 都道府県等を巻き込んだ横展開の取組）を構築

〇優良事例や実践的なノウハウの積極的な周知・発信や人的支援の実施
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脱炭素先行地域の選定自治体（第１回～第6回）

 脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに少なくとも100か所
選定し、2030年度までに実現する計画。

 第１回から第６回までで、全国40道府県119市町村の90提案（40道府県72市38町9村）を選定。
年度別選定提案数 （共同で選定された市町村は1提案としてカウント、括弧内は応募提案数）

R4 R5 R6 R7
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

26
(79)

20
(50)

16
(58)

12
(54)

9
(46)

7
(15)

※選定後に３提案が辞退

中部ブロック(11提案、2県16市町村)
富山県 高岡市
福井県 敦賀市、池田町・福井県
長野県 上田市、飯田市、小諸市、

生坂村
岐阜県 高山市
愛知県 名古屋市、岡崎市･愛知県
三重県 度会町他５町

中国ブロック(12提案、2県15市町村)
鳥取県 鳥取市、米子市・境港市、

倉吉市他２町・鳥取県
島根県 松江市、邑南町
岡山県 瀬戸内市、真庭市、西粟倉村
広島県 東広島市・広島県、北広島町・広島県
山口県 下関市、山口市

四国ブロック(5提案、1県6市町村)
高知県 須崎市･日高村、北川村、梼原町、

黒潮町
愛媛県 今治市・愛媛県

九州・沖縄ブロック(14提案、3県32市町村)
福岡県 北九州市他17市町、福岡市、うきは市
長崎県 長崎市・長崎県、五島市
熊本県 熊本県・益城町、球磨村、あさぎり町
宮崎県 宮崎市・宮崎県、延岡市
鹿児島県 日置市、知名町・和泊町
沖縄県 宮古島市、与那原町

北海道ブロック(7提案、7市町)
札幌市、苫小牧市、石狩市、厚沢部町、
奥尻町、上士幌町、鹿追町

近畿ブロック(10提案、1県10市)
滋賀県 湖南市･滋賀県、米原市･滋賀県
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市
兵庫県 神戸市、尼崎市、加西市、淡路市
奈良県 生駒市

東北ブロック(12提案、4県13市町村)
青森県 佐井村
岩手県 宮古市、久慈市、陸前高田市・岩手県、

釜石市・岩手県、紫波町
宮城県 仙台市、東松島市
秋田県 秋田県･秋田市、大潟村
山形県 米沢市・飯豊町・山形県
福島県 会津若松市･福島県

関東ブロック(16提案、1県17市町村)
茨城県 つくば市
栃木県 宇都宮市･芳賀町、日光市、

那須塩原市
群馬県 上野村
埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市、市川市、匝瑳市
神奈川県 横浜市、川崎市、小田原市
新潟県 佐渡市･新潟県、関川村
山梨県 甲斐市
静岡県 静岡市
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脱炭素先行地域の取組事例①

RE100産業団地の創出×データセンター等誘致
（北海道石狩市）

＜対象エリア＞
石狩湾新港地域内REゾーン、公共施設群

＜取組内容＞
 石狩湾新港地域内のREゾーンに立地する電力消費の大きい

データセンター及び周辺施設に対して、太陽光発電設備と木質バ
イオマス発電設備、洋上風力発電から再エネ電力を供給

 再エネポテンシャルを地域の優位性とし、更なる産業集積を目指す
 木質バイオマス発電の燃料の地産地消・安定調達に向けて、森

林組合や林業事業者等から成る未利用バイオマス供給協議会を
設立

畜産ふん尿等を活用した全町脱炭素化
（北海道上士幌町）

＜対象エリア＞
町内全域

＜取組内容＞
 畜産ふん尿を活用したバイオガス発電及び町有地等を活用した

大規模太陽光発電等の再エネを、地域において実績のある地域
新電力「かみしほろ電力」に供給することにより、かみしほろ電力の
体制強化及び供給件数の拡大を図り、町全域の民生部門を脱
炭素化

 災害時に防災拠点となる役場庁舎等の主要な公共施設において
マイクログリッドを構築し、レジリエンスを強化

バイオガスプラント 石狩湾新港洋上風力発電所 京セラゼロエミッションデータセンター



171

脱炭素先行地域の取組事例②

下水道の脱炭素化×住民負担の軽減
（秋田県・秋田市）

＜対象エリア＞
秋田市向浜地域の公共施設群
＜取組内容＞
 秋田県臨海処理センターの敷地内に消化ガス発電や風力発電、

太陽光発電を導入し、自営線により電力を供給
 県内施設の中でもエネルギーコストが大きい施設へ再エネを活用

することにより、下水道使用料に係る住民負担を軽減

秋田県臨海処理センター

脱炭素×農地再生
(千葉県匝瑳市)

＜対象エリア＞
 中央地区（公共・商業施設が集積）、飯倉地区（福祉・医療

施設等が集積）、豊和・春海地区（オフサイト供給の拠点）
＜取組内容＞
 営農型太陽光発電による売電収入、バイオ炭販売やそのカーボン

クレジット収益等の新たな収入源を確保する農業経営モデルを構
築することで、高収益化や新規就農者確保、関係人口増加を推
進

 営農型SSの再エネを地域新電力「しおさい電力」が需要家へ供
給

 「市民エネルギーちば」が中心となって運営するソーラーシェアリン
グ・アカデミーを通じ、市内外へ営農型太陽光発電のノウハウ共
有等を実施

営農型ペロブスカイト
太陽電池の実証実験

※現在は畑作（大豆・大麦）を実施。今後脱炭素先行地域内で稲作も実施予定
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脱炭素先行地域の取組事例③

脱炭素×地域公共交通維持確保
（長野県上田市）

業務集積地区の脱炭素化（オフサイトPPA・地域間連携）
（神奈川県横浜市）

＜対象エリア＞
みなとみらい21地区の民間・公共オフィス、商業施設等

＜取組内容＞
 みなとみらい21地区の施設への太陽光発電設備の導入に加え、

市内郊外部の未利用スペース（市営住宅や調整池等）に新た
に導入する太陽光発電設備や既設の廃棄物発電、風力発電等
から再エネ等を供給

 さらに連携協定を締結した東北15市町村等から再エネを調達
 「みなとみらい二十一熱供給株式会社」の熱供給事業において、

既存プラントの熱源の更新・増強及びエネルギー使用効率の高い
最新鋭機器を導入した新プラントの建設

みなとみらい21含む市内沿岸部

＜対象エリア＞
上田電鉄別所線沿線、沿線6自治会、沿線公共施設群
＜取組内容＞
 上田電鉄別所線において鉄道用送電設備を活用した自営線マ

イクログリッドを構築し、平時は別所線のゼロカーボン運行を実現
するとともに、災害時のレジリエンス強化。

 地域エネルギー会社が太陽光発電等を導入し沿線住民に対し
再エネを供給するとともに、契約時に乗車時に使えるポイントを
付与。全国的な課題である赤字ローカル線に対し、地域の再エネ
供給を通じた電気料金削減と沿線住民による利用促進を目指
す。

上田電鉄別所線
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脱炭素先行地域の取組事例④

地域協働型小水力発電による地域資金循環
(岐阜県高山市)

脱炭素×地場産業育成（使用済みPVリサイクル）
（富山県高岡市）

＜対象エリア＞
中心市街地、福岡金属工業団地

＜取組内容＞
 中心市街地等への太陽光発電設備等の導入を推進
 資源循環の推進に向け、市の基幹産業であるアルミ産業を巻

き込み、先行地域内外で発生する使用済太陽光発電設備の
アルミ資材やガラス等のマテリアルリサイクルを目指す。再生アル
ミ資材は省エネ改修や創エネ設備の設置に活用

 廃アルミの資源循環の取組拡大によって地域循環経済を確立、
産業の活性化を目指す

高岡市中心市街地 福岡金属工業団地

＜対象エリア＞
小水力発電立地町内会・旧町村市街地（20エリア）

＜取組内容＞
 地域住民に予め維持管理や共同出資などの地域参画や地域

貢献手法を発電事業者から提示して合意形成を図ることで地
域協働型小水力発電を整備する「飛騨高山モデル」を更に推
進

 事業で得られた収益の一部を地域のまちづくりの取組等の原資
とすることにより、地域サービスとして還元

 地域新電力「飛騨高山電力」が、小水力発電の電力供給に
加え、製材端材による木質バイオマス発電の熱電併給を実施
することで、再エネの地産地消と地域経済循環の実現を目指
す

飛騨高山モデル 小水力発電施設
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脱炭素先行地域の取組事例⑤

脱炭素×林業活性化・生ごみ等資源化
（岡山県真庭市）

＜対象エリア＞
市内全域の公共施設

＜取組内容＞
 木質バイオマス発電所の増設により一定規模の安定な木材需要を

創出し、市の製造業の30％を占める木材関連産業の活性化。広
葉樹林や耕作放棄地における早生樹等の未利用資源も活用。

 生ごみ等資源化施設（真庭市くらしの循環センタ－）を新設し、
生ごみ、し尿、浄化槽汚泥等をメタン発酵させてバイオガス発電を
行うとともに、消化液から製造した濃縮バイオ液肥を農地で活用し
て地域資源循環システムを構築

 生ごみ等の資源化により可燃ごみの約40%削減が可能となり、ごみ
焼却場３施設を１施設に統合、廃棄物処理のコストやCO2排出を
削減

真庭市くらしの循環センター
（2025年１月本格稼働）既存の木質バイオマス発電所

ゼロカーボンベースボールパークの実現を通じた行動変容・
運輸部門の脱炭素化

（兵庫県尼崎市）
＜対象エリア＞
小田南公園内タイガース野球場等、大物公園、大物川緑地、阪神電
車尼崎駅等市内６駅、尼崎車庫
＜取組内容＞
小田南公園への阪神タイガースファーム施設の移転に合わせ、同公
園内の野球場等や大物公園への太陽光発電導入等によるゼロカー
ボンベースボールパークの実現を図る。共同提案者の「阪神電気鉄
道㈱」と連携し、令和7年3月に開業。
阪神電気鉄道と連携し、尼崎市内の阪神電車の駅（６駅）の脱
炭素化、EVバス導入、ゼロカーボンナイター開催や、SDGsの達成
につながる行動・買い物をすると付与される市独自の電子地域通貨
である「あま咲きコイン」等を用いて、交流人口増加による経済効果
と市民やファン等の行動変容の同時達成を目指す。

阪神バスのEV化

大物駅に導入された太陽光発電

室内練習場に導
入された太陽光発
電
（ゼロカーボンベー
スボールパークのマ
スコットキャラクター
「コラッキー」）

ゼロカーボンベースボールパーク
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脱炭素先行地域の取組事例⑥

県主導のRE100産業団地の創出×半導体産業誘致
(熊本県)

＜対象エリア＞
阿蘇くまもと空港周辺地域（阿蘇くまもと空港、産業集積拠点等）

＜取組内容＞
 RE100を標榜する世界的半導体メーカー「TSMC」の進出に合わせ

て、阿蘇くまもと空港に隣接する産業集積拠点等へ再エネを供給す
ることで、RE100を目指す企業の誘致を加速

 民間施設への太陽光発電設備・蓄電池の導入に加え、ダム湖での
水上太陽光発電設備や木質バイオマス発電設備等の導入によって
再エネを確保

 再エネ電気を供給する県主導の地域エネルギー会社（くまもと地域
みらいエネルギー株式会社）を設立し、民生・産業部門の全県的な
脱炭素化を目指す。

上：阿蘇くまもと空港周辺エリア
右：2023年3月に供用開始した
      阿蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビル

地域新電力による地域間連携
ー地域産業の競争力強化・企業誘致ー

（福岡県北九州市）
＜対象エリア＞
北九州都市圏域18市町の公共施設群、北九州エコタウンのリサイクル
企業群 
＜取組内容＞
北九州都市圏域の公共施設群及び北九州エコタウンのリサイクル企

業群において、対象となる全施設分まとめてPPAコストを加重平均して
一律設定した新たな料金体系「総括原価型PPAモデル」を構築し、
地域新電力「北九州パワー㈱」が展開することで、同施設群の脱炭
素化を図る。併せて、リサイクル企業や自動車メーカー等と連携して中
古PVパネルのリユースやEVバッテリーのカスケード利用システムの構
築を目指す
安定的で低廉な脱炭素エネルギー供給・利活用体制の構築による地

域産業の競争力強化、新たな企業誘致を図る
風力発電をはじめとした再エネが多く集積する特性を踏まえ、大規模

蓄電池の導入による地域エネルギーマネジメントを実施し、九州地方
の課題である出力制御の低減を図り、再エネの最大活用を目指す

直方市汚泥再生処理センター導入された
オンサイト PPA による太陽光発電設備

出典：https://kitaqpw.com/works/20240301-01北九州エコタウン
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重点対策加速化事業の計画策定状況

全国で重点的に導入促進を図る屋根置き太陽光発電、ZEB・ZEH、EV等の取組を地方公共団体が複
数年度にわたり複合的に実施する重点対策加速化事業について、171自治体を選定（38府県、104市、
29町）
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重点対策加速化事業の取組事例①

 瀬戸内海沿岸地域の日射量、日本海沿岸地域の風況、内陸山間地
域の林産資源や河川など、再エネの恵まれた資源を有している。

 県内には、太陽光パネルや太陽熱温水器などの製造メーカーをはじめ、
再エネに関連する先端的な技術を有する企業が集積している。

 省・創・蓄エネ関連産業が多く立地している特色を踏まえ、「山口県産
省・創・蓄エネ関連設備登録制度」を活用する事業において、県内地場
産業の育成を図る。

 太陽光発電設備やEV・充放電設備等の導入に当たっては、多種多様
（規模や用途、地域）な県有施設を設定し、ゼロカーボンドライブの
普及啓発拠点として整備する。

脱炭素×地元事業者育成
（山口県）

登録制度を活用し設置された
太陽光発電設備（上）
地中熱利用設備（下）

本事業を活用し、中小企業に対し太陽光発電設備・蓄電池補助を
行い、県内企業の脱炭素化の取組を加速化させる。その際、地域
金融機関や商工団体からなる中小企業サポーターズと連携して取
り組む。

 また、 地産地消型PPA（群馬モデル）として、県内事業者へ県営
水力発電所の再エネ電力を供給。そのほか共同購入や再生可能エ
ネルギー設備導入資金融資等の支援を行い、引き続き取組を推進。

個人向けの太陽光発電設備・蓄電池補助については、補助上限額
を抑制し取組件数を増やす工夫をするほか、既に太陽光発電設備
を設置している個人には県が単独で蓄電池支援を実施。

水力発電による再エネ電力供給モデルと
地域金融機関等と連携した脱炭素化

（群馬県）

太陽光発電設備導入イメー
ジ

県内の水力発電所
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重点対策加速化事業の取組事例②

 2024年から「浜松市脱炭素経営支援プロジェクト2030」を開始し、
市、商工会議所、産業支援機関、金融機関、地域エネルギー会社
からなる「浜松地域脱炭素経営支援コンソーシアム」を通じて、地域
企業の脱炭素経営の実現に向けた伴走支援を実施する。

事業実施にあたって、融資手数料の補助制度の創設や、市職員の
脱炭素アドバイザー資格の取得によるスキル向上など市の単独事業
を企業支援に活用するとともに、設備導入については本交付金を活用
し、太陽光発電設備の導入に対しては市費による上乗せ協調補助
を行うなど、地域企業の脱炭素経営を総合的に支援する。

産官学金による地域企業の脱炭素化支援
（静岡県浜松市）

 長野県は、きのこ生産量が国内トップであるが、生産に伴って発生す
る廃培地の処理に苦慮している。安曇野市は、廃培地を乾燥・固
形化することでバイオマスボイラ向けの燃料として、地産地消する
計画。

 バイオマス燃料製造施設を導入することで、廃培地の燃料化だけで
なく隣接するきのこ工場やチップ乾燥機への熱供給が可能になる。
作成されたチップや固形燃料は、市営の温泉施設や福祉施設のバ
イオマスボイラーで利用され化石燃料からの転換に寄与する。

 従来は廃培地の処理に費用が発生していたが、燃料化することで、
収益化も可能になり、全国的な課題である廃培地利用の先進事
例となることを目指す。

脱炭素×林業（きのこ生産）活性化
（長野県安曇野市）

バイオマス燃料製造設備きのこ（写真左）と
燃料の元となる廃培地（写真右）
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重点対策加速化事業の取組事例③

同一敷地内に存在する公共施設に太陽光発電・ソーラーカーポート、蓄
電池、自営線マイクログリッド、EV、急速充電器等の整備を進め、脱炭素
化と災害時のレジリエンス強化の同時実現を図る。本年４月に役場周辺
のソーラーカーポート等の整備事業が竣工。

上記以外の公共施設において設置する太陽光発電についても、役場庁舎
等と同様に自家消費に努めるとともに、自家消費してもなお多くの余剰電力
が出る小・中学校６校などについては、既存の地域新電力会社へ非FITに
より売電を行い、太陽光等の設備設置を行ってもなお電力不足が生じる文
化センターなどの公共施設において売電分の再エネを買い戻す仕組みを構
築する。

全ての公用車（特殊車両を除く）をEV化するとともにV2Ｘを設置し、施
設との充放電を行って夜間等における電力として活用するとともに、蓄電池と
連動してピークカットを行い、電気使用料金の削減などを図る。

公共施設等の脱炭素化を通じたレジリエンス強化・
エネルギーの地産地消
（長野県箕輪町）

地域エネルギー会社による地域還元型モデル
（愛知県半田市）

 地元建設会社（八洲建設株式会社）の関連会社（株式会社ビオクラ
シックス半田、株式会社にじまち）や地域金融機関（半田信用金庫、
知多信用金庫）が出資する地域エネルギー会社（半田・知多地域エネ
ルギー）等が、公共施設・事業者への太陽光・蓄電池の導入をPPA方
式で実施することを想定している。

 地域エネルギー会社は、上記の余剰電力に加え、オフサイトPPA方式によ
るため池太陽光や営農型太陽光発電の電力を公共施設に供給し、利益
は、地方公共団体との協定に基づき、再エネへの投資や子育て支援、脱
炭素に関する産業観光ツーリズムの企画等を通じて地域に還元する。

 なお、個人への蓄電池の導入に対して、愛知県の単独事業と連携した上
乗せ協調補助を実施。

地域還元型モデルの取組イメージ

半田・知多地域エネルギー株
式会社が公共施設にPPA方
式で導入した太陽光発電

整備が進む太陽光発電設備（左）、ソーラーカーポートV2X双方向充電器（右）
出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000036744.html
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重点対策加速化事業の取組事例④

脱炭素×新規就農者創出
（島根県美郷町）

 農山村地区の営農法人が取り組む営農型太陽光発電で再エネ
設備の普及を図るとともに、高効率空調設備や電動車を導入す
ることで、化石燃料を使わない「美郷ゼロカーボン農業モデル」を実
現する。

 営農型太陽光発電を附帯する営農トレーニング施設・農業用ハ
ウスのリース事業を通じて、就農者の育成から独立までを支援す
る。

 研修施設の整備や就農支援体制の整備等により、地域での農業
の担い手としての移住者の呼び込みを積極的に実施。

ゼロカーボン農業研修施設
（2025年３月完成）

ソーラーパネル
（遮光率30％）

※姉妹都市バリの植物で花木の「モリンガ」、
「カチャムパンジャン」、柑橘類の「じゃばら」、

美郷町でも採取でき特産にも使われる
「またたび」を栽培予定

熊本市が中心となって熊本連携中枢都市圏（８市10町２村）に
おける電力の脱炭素化を推進するとともに、熊本地震で大規模な停
電等を経験した都市圏において自立・分散型エネルギーシステムの構
築による災害に強い地域づくりを推進するため、太陽光発電設備や
蓄電池等の導入を図る。

また、熊本市がPPAを活用した太陽光発電設備の導入におけるノウ
ハウを都市圏を構成する市町村と共有するとともに、既に熊本市の市
有施設へ電力供給を行っているスマートエナジー熊本㈱など民間事
業者と連携することで、事業の効率化や水平展開を図る。

地域エネルギー事業により、市有施設の削減された電力料金を財源
として、市民や事業者の再エネ・省エネ設備等の導入を支援すること
で、地域の災害対応力の強化も図る。

熊本連携中枢都市圏における脱炭素化・レジリエンス強化
（熊本県熊本市）

・
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熊本連携中枢都市圏における取組イメージ
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お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

（1）交付金（2）委託費

（1）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】
①脱炭素先行地域づくり事業への支援
②重点対策加速化事業への支援
③民間裨益型自営線マイクログリッド等事業への支援

（2）地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
地域脱炭素推進交付金についてデータ等に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な
措置を講ずるとともに、適正かつ効率的な執行監理を実施する。

「地域脱炭素ロードマップ」（令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定）や地球温暖化対策計画（令和7年2月18日閣議決定）等に
基づき、地域主導の脱炭素を推進するため、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対し、本交付金により、複数年度にわたって
継続的かつ包括的に支援することを目的とする。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233

（1）地方公共団体等（2）民間事業者・団体等
令和4年度～令和12年度

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

事業イメージ

交付対象・
委託先

【令和8年度予算（案） 27,018百万円（38,521百万円）】
【令和７年度補正予算額  33,500百万円】

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域※

②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2030年度までに
実行

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
生産性向上、資源活用

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を

向上させる地方創生へ

＜参考：（１）交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体

(b)民間事業者等も事業
を実施する場合

(a)地方公共団体が事業
を実施する場合

※地域特性・地域課題等で類型化
先進性・モデル性等を評価し、評価委員会で選定
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①脱炭素先行地域づくり
事業

交付要件：脱炭素先行地域に選定されていること等（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質
ゼロ達成等）。

対象事業：地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出について2030年度までに
実質ゼロを実現することなどに先行的に取り組む地域として、環境省が選定した地域において、当該実
現のための取組に対し支援する。

交付率 ：原則2/3
事業期間：概ね5年程度

②重点対策加速化事業

交付要件：再エネ発電設備を一定以上導入すること等（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW
以上、その他の市町村：0.5MW以上）。

対象事業：地域共生・地域裨益型再エネの導入や住宅の省エネ性能の向上などの脱炭素の基盤となる重点対
策について、交付金により行われる加速的な取組に対し支援する。

交付率 ：2/3～1/3、定額
事業期間：概ね５年程度

③民間裨益型自営線マイ
クログリッド等事業
（GX）

交付要件：一定の民間裨益が見込まれること等。
対象事業：官民連携により民間事業者が裨益する自営線マイクログリッド等を構築する地域等において、温室効

果ガス排出削減効果の高い再エネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援する。
交付率 ：原則2/3
事業期間：概ね5年程度

地域脱炭素推進交付金 事業内容
（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金）

屋根置き自家消費型
太陽光発電

木質バイオマスの
エネルギー利用

家畜排せつ物の
エネルギー利用

蓄電池の
導入

エネルギーマネジメント
システム導入

再エネ水素
利用

住宅建築物の
ZEB／ZEH

省エネ設備の
最大限採用

ゼロカーボン・
ドライブ

自営線
マイクログリッド

H2 H2

H2
LED

183



184

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業
【令和６年度当初予算20億円、令和５年度補正予算20億円】

【令和７年度予算 20億円、令和６年度補正予算額20億円】

施設名：河井小学校 ほか28施設
導入設備：ソーラー街路灯（避難誘導灯）

＜令和６年能登半島地震における活用状況＞
・避難所へ通じる避難路にソーラー街路灯（避難誘導灯）を設置したこ
とで、避難所までの円滑かつ安全な避難に寄与。

石川県珠洲市

写真提供：輪島市写真提供：珠洲市

施設名     ：珠洲市役所
導入設備 ：太陽光発電、蓄電池

石川県輪島市

河井小学校におけるソーラー街路灯設置状況珠洲市役所における太陽光パネル、蓄電池の設置状況

避難施設への再エネ導入の事例① ※前身の「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」、
「再生可能エネルギー等導入推進基金事業」による支援事例

 地域防災計画により避難施設等に位置づけられた公共施設への再エネ設備の導入は、平時の脱炭素化に加え、災害時の業
務継続を始め被災者対応の観点からも重要。「防災･減災､国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日
閣議決定）において「災害時に役立つ避難施設防災拠点の再エネ・蓄エネ設備に関する対策」に取り組むこととしている。

 このため、環境省では、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事
業」により避難施設等への再エネ設備等の導入を支援。

 ＜補助率＞
①都道府県・指定都市※ 1/3 ②市町村（太陽光発電またはコージェネレーションシステムを導入の場合）1/2 ③市町村

（上記以外の再エネ設備導入の場合）及び離島  2/3 ※ 都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

＜令和６年能登半島地震における活用状況＞
• 蓄電池に充電された電力を用いて、震災対応に集まった職員が災

害対応業務を進めることができた。
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脱炭素化推進事業債等の延長・拡充

○ 地球温暖化対策計画（令和７年２月閣議決定）を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地
域 脱炭素を加速化するため、脱炭素化推進事業債等を延長・拡充

○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの５年間とする

【対象事業】  ※赤字は拡充分 ※公営企業についても同様に措置

（１） 地方単独事業として実施するもの

①公共施設等における再生可能エネルギー設備等の整備

 ※売電を主目的とするものは原則対象外としていたが、
    発電電力を地域内で消費するための売電を主目的として
    自治体が整備するものを対象に追加

②公共施設等をZEB※基準に適合させる改修等

③公共施設等を省エネ基準に適合させる改修

※建物全体が基準を満たす場合に加え、空調等の各設備
が個別に省エネ基準を満たす場合を対象に追加

④公共施設等へのLED照明導入のための改修

⑤公用車における電動車※の導入・充放電設備の整備

※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、
ハイブリッド車

（２） 国庫補助事業として実施するもの

ペロブスカイト太陽電池の導入

※一般補助施設整備等事業債の対象に追加

【地方財政措置】

地方債充当率 90％

（１）①及び②の事業

（１）③及び④の事業

（１）⑤の事業

交付税措置 50％

30％

30～50％※ 
※ 財政力に
応じて措置

国庫補助 2/3 （又は3/4）
交付税措置 50%

令和８年度～令和12年度（５年間）

１．対象事業

３．事業期間

２．地方財政措置

地方債充当率 90%

※売電が主目的の場合、対象事業費は1/2

※個別の省エネ基準適合の場合、交付税措置30%

1,000億円 （令和７年度： 1,000億円）４．事業費

※ZEB(Net Zero Energy Building)とは、一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物

（２）の事業



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 
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地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業

（1）① （2）間接補助事業（定率、上限設定あり）
（1）②③ （3）委託事業

地方公共団体等による、公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定、主体ごとの役割を踏まえた
脱炭素施策の検討・実施、風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング、地域脱炭素実現に向け
た地域中核人材の活用・育成・連携等に対する支援を行う。併せて、地域脱炭素施策に関する課題解決や
横展開に向けた検討を行う。
（1）具体的な脱炭素施策の検討・実施支援

①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援
②主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施支援
③地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討

（2）地域共生・地域裨益型の再エネ導入支援
風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等に対する支援

（3）地域脱炭素実現に向けた中核人材の活用・育成・連携事業
①脱炭素まちづくりアドバイザー派遣・相談
②地域における中核人材育成研修
③地域の実情に応じた官民連携強化

地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョン等に基づき行う地域脱炭素の取組は、我が国の2050年ネット・ゼロの実現及びこれと整合的で野心
的な温室効果ガス削減目標の達成に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資することが求められている。
地域脱炭素を実現するためには、地方公共団体が主導となり、自らの事務及び事業の脱炭素化や区域内の脱炭素化に向けた具体的な施策を検討・実施すること、地
域共生・地域裨益型の再エネを導入すること、地域中核人材の活用・育成・連携等を行うことが不可欠であり、そのための支援を全国的・集中的に実施する。

（１）（２）環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109 （３）環境省 大臣官房 地域政策課 電話：03-5521-8328

（1）① 民間事業者・団体等（ただし地方公共団体との共同実施に限る） （2）地方公共団体
（1）②③、（3）民間事業者・団体等

令和8年度～令和12年度

【令和8年度予算（案） 630百万円（新規）】
【令和7年度補正予算額 700百万円】

「宣言から実行へ」。地域脱炭素の実現に向けて、具体的な脱炭素施策の検討・実施、地域人材の育成等を支援します。

事業イメージ

補助・委託先

脱炭素施
策を知る

基本構想

具体構想
実行

施策実行のステップ

地域脱炭素
の実現

（３） 地域脱炭素実現に向けた
中核人材の活用・育成・連携

（２） 地域共生・地域裨益型
の再エネ導入支援

（１） 具体的な脱炭素施
策の検討・実施支援→ p.22

→ p.23

→ p.25
→ p.24
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地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業のうち、
①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援

地方公共団体の公共施設に関しては、2030年度までに4.82GWの太陽光発電設備導入目標に対し、
2024年度までの導入量は0.189GWにとどまっており、目標達成に向けた導入の加速化が必要。

本事業では、民間事業者・団体等を補助対象とし、地方公共団体との共同による設備設置予定建築物
や周辺環境等の確認のための現地調査、電力需要量、事業採算性等を踏まえた太陽光発電設備の
導入に向けた計画策定を支援することで、地方公共団体の公共施設等における最大限の再エネ設備の
導入を図る。

市庁舎駐車場におけるソーラーカーポート（宮古島市）武道館における太陽光発電設備設置（福知山市）

＜公共施設等における再エネ設備の導入事例＞

電力供給開始

工事

導入可能性調査

資料・情報収集

候補施設・土地等の選定

支援対象

＜太陽光発電設備等の導入フロー＞ ＜導入可能性調査の具体例＞

設備設置予定建築物や周辺環境等の確認
のための現地調査

・調査対象施設の構造や系統接続状況
・影の影響等の周辺状況
・設備設置位置の確認 等

電力需要量及び事業採算性等の調査・検討

・現行の電気設備、電気需要量を加味した検討
・採算性を確実に確保するための導入方法の検討 等

太陽光発電設備等の導入に向けた実効的な導入計画の作成

- 補助上限：1,000万円（対象施設により上限1,500万円）
- 補助率：1/2



都道府県等を核とした施策づくりモデル事業（令和８年度新規）イメージ

 都道府県等が、基礎自治体による参画を基本とした、地域脱炭素施策の検討や実施体制の構築及び事業の基本的な設計を
行う際に、環境省（委託先）が都道府県等に対する伴走支援を実施。

 具体的には、都道府県等による太陽光発電設備の共同購入・調達、ZEB・ZEHに係る都道府県等の独自事業化、都道府
県等主導の地域エネルギー会社の運営など、各地の特性に応じた取組に関する施策づくりを実施することを想定。

 類型として、主に以下の３類型（組み合わせ可）を想定。
① 都道府県等の独自事業の設計（基礎自治体参画型を基本とする）
② 域内又は自身の取組の標準化及び横展開
③ 地域人材・民間団体等との共同による取組実装

① 都道府県等の独自事業の設計 ② 域内又は自身の取組の標準化及び横展開 ③ 地域人材・民間団体等との共同による
取組実装

【事業内容のイメージ（例）】

※ 参画の形は画一的でなくてOK。
※ 具体的な前例として、北海道「住まいのゼロカーボン
化推進事業」山梨県「やまなしKAITEKI住宅普及促
進事業」あり。

※１団体が、予算の範囲内で、同一年度に複数の施策づくりを実施することも可。

新たな補助事業の設計をしたい！

圏域全体の設備設置構想を考えたい！

基礎自治体の意見を聴きながら制度設計

環境省の委託先が、この過程で必要な、国内外の情報収
集・整理、意見聴取の場のセッティング、必要な資料の準備
等を実施。

出来上がった制度を基礎自治体参画型で実施

この取組を是非圏内に広げたい！

都道府県等 都道府県等
取組実施者

取組のノウハウをマニュアル化

環境省の委託先が、取組実施の状況の整理、有識者
からの意見聴取、マニュアル作り、ひな型化等を実施。

取組実施者

- 取組を横展開
- 取組結果を踏まえてマニュアルをバージョンアップ

こういう人材に、圏域の〇〇業務に力を貸して
もらう仕組みを作りたい！

この団体と一緒に、圏域の〇〇業界に脱炭素
の取組を浸透させたい！

都道府県等

基礎自治体、業界団体等の意見を聴きながら
スキーム設計

環境省の委託先が、この過程で必要な、業界からの意
見聴取、議論に必要なスキーム案のたたき台作り等を
実施。

- 構築したスキームを運用
- 運用結果を踏まえてスキームをバージョンアップ
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地域脱炭素化促進事業制度における「促進区域」の設定について
（地球温暖化対策推進法）

＜ 制度 ＞
 地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県・市町村が地域関係者と合意形成を図りながら、自然保護

区その他の考慮すべき区域を除外※１したエリアから再エネを促進する区域（＝「促進区域」）を設定※２。
同区域内で、都道府県・市町村の認定を受けて実施される再エネ事業（地域脱炭素化促進事業）は、環境アセスの
配慮書省略や森林法等のワンストップ手続といった各種法令における手続の特例の対象となる。
※１ 国の基準による除外すべき区域：国立公園特別保護地区、自然環境保全地域、生息地等保護区のうち管理地区 等

都道府県の基準による除外すべき区域の例：世界自然遺産、ラムサール条約湿地、国指定鳥獣保護区、保護林、緑の回廊 等
※２  令和７年４月より、都道府県及び市町村が共同して促進区域を定めることができることとした。（以前は市町村単独での設定のみ）

＜ 今後の取組 ＞
 令和３年度より継続して、自治体による促進区域の設定等に向けたゾーニング等の取組の支援※３を実施。

※３ 地域の特性に応じた適正な環境配慮に係る情報収集、自然環境等調査、マップ作成に係る費用の3/4（上限2,500万円）を補助。令和７年度補正予算（案）
でも太陽光発電を含め措置。

 促進区域の設定※４等に向けて、特に陸上風力発電について、資源エネルギー庁と連携して、北海道を主と
した伴走支援等の実施※５や税制措置を講じる。
※４ 令和７年９月末現在、全国で66市町村（うち、風力は７）が設定済み。
※５ 令和７年７月より、環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室の下に「再生可能エネルギー促進区域推進室」を設置。

 優良事例の展開やマニュアルへの反映、区域内での事業創出に向けた理解醸成等の支援を実施。

出典：せたな町再生可能エネルギーに係るゾーニングマップ
（令和５年２月 せたな町）

◁陸上風力発電ゾーニングマップ（北海道せたな町）

出典：令和５年度二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導
入のための計画づくり支援事業）完了実績報告書（令
和6年3月 釧路町）

太陽光発電ゾーニングマップ（北海道釧路町）▷

保全

促進

保全

促進

調整

促進区域

事業性エリア
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地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

 地域脱炭素を推進するため、地域において主体的に脱炭素に取り組む人材の育成・確保が必須。
 環境省では、取組の段階に応じて、自治体・企業向けの中核人材の育成、アドバイザーの派遣を実施。

【オンライン連続講座】
地域脱炭素の考え方・ノウハウを自治体等地域人材にインプット

【地域脱炭素マッチングイベント】
地域脱炭素に取組みたい地方公共団体と、脱炭素に関
する豊富な経験等を有する民間事業者との間で人的ネッ
トワークを構築

R４年度：参加した18自治体中４団体（７件）協業決定
（１年後時点）

R５年度：参加した30自治体中10団体（15件）協業決定
（1年後時点）

R６年度：参加した21自治体中4団体（４件）協業決定
（1年後時点）

R7年度 ：参加団体30自治体81企業(アンケート収集中)

【脱炭素まちづくりアドバイザー派遣】
地域脱炭素に関する専門的な知見を有するアドバイザー
（企業、地域新電力、先進自治体職員等）を地方公
共団体に派遣

R5年度の派遣数：28地方公共団体
R6年度の派遣数：71地方公共団体
R7年度の派遣数：71地方公共団体

※2025/12/23時点

はじめよう！地域脱炭素セミナー：R４～R7で延べ11,000人以上参加
地域新電力講座：R4～R7で延べ2,200人以上参加



地方財政措置（人材育成）

【対象事業】 地域に必要な人材確保のため、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する、

 ①経営者等の意識改革・理解促進、②リスキリングの推進サポート等、③従業員の理解促進・リスキリング支援

※ 地域職業訓練実施計画（職業能力開発促進法第１５条第１項の協議会で策定する計画）に位置付けられる地方単独事業を対象

【事業期間】 令和８年度まで（「人への投資」パッケージの終了年度と同様）

【地方財政措置】 特別交付税措置（措置率０．５）

２．地方公務員のリスキリングに係る地方交付税措置の拡充・創設

１．中小企業のリスキリングに係る地方財政措置

○ 都道府県・市町村が、「人材育成・確保基本方針」において、特に重点的に取り組むとして明示した新たな政策課題に関し実施する研修を対象と
して、地方交付税措置を創設。

（１）自団体職員を対象とする場合

都道府県：普通交付税措置

市町村  ：特別交付税措置（措置率０.５）

（２）都道府県等が市町村職員を対象とする場合

特別交付税措置（措置率０.５）

• 「新たな政策課題」とは、団体ごとに特に解決が必要と考
える課題（例：GX、スタートアップ支援、インバウンド戦略、
多文化共生等）。

• 「人材育成・確保基本方針」等において、特に必要となる
人材について定量的な目標を設定する場合が対象。

３．地方公務員の人材確保に係る地方交付税措置の創設

○ 都道府県等が、市町村と連携協約を締結の上、

当該市町村が地域の実情に応じて必要とする専門人材

（連携協約において規定。保健師・保育士・税務職員等）を

確保し、派遣する取組を対象として、特別交付税措置を創設

【地方財政措置】特別交付税措置（措置率０.５）

• 派遣を受ける市町村については、政令指定都市・中核市・県庁
所在地を除く市町村が対象。

• 派遣を受ける市町村に負担金が生じる場合は、派遣初年度の
みが対象。

都道府県
等 市町村

①連携協約

②職員派遣
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「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」の「脱炭素地域づくり支援サイト」への統合

地方公共団体を始めとする地域脱炭素の関係者向けの情報について、地域脱炭素の実現に資する情報
を集約し、アクセスしやすい形で入手、活用できる環境を整備するためにサイト統合を実施。

脱炭素先行地域や地域脱
炭素推進交付金をはじめ、
脱炭素地域づくりに資する
施策を紹介するサイト

地方公共団体実行計画の
策定に係るマニュアルや支援
システム等の情報発信サイト

脱炭素地域づくり支援サイ
ト

地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト

・「脱炭素地域づくり支援サイト」 に「地方公
共団体実行計画策定・実施支援サイト」 を
統合することで、脱炭素に取組む地方公共
団体の関係者に必要な情報を集約

・アクセシビリティやページ構成、コンテンツ整
理を実施し、閲覧性を向上

上記改修により、サイトを閲覧する利用者に
とって、必要な情報を入手、活用しやすい環
境を整備。
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株式会社脱炭素化支援機構の活用による民間投資の促進

○再エネ・蓄エネ・省エネ、資源の有効利用等、
脱炭素社会の実現に資する幅広い事業領域を対象。

○出資、メザニンファイナンス（劣後ローン等）、
債務保証等を実施。

組織の概要
【設立年月日】2022年10月28日

【代表者】代表取締役社長 田吉 禎彦

【出資金】551億円
○民間株主（84社、109.5億円）：
 ・金融機関：日本政策投資銀行、３メガ銀、

 地方銀行など57機関
 ・事業会社：エネルギー、鉄鋼、化学など27社

 ○国（財政投融資等、250.5億円）
・R7：最大600億円（産業投資と政府保証の合計）
・R8：最大700億円（産業投資と政府保証の合計）

支援対象・資金供給手法

脱炭素に必要な資金の流れを太く・速くし、地方創生や人材育成など価値創造に貢献

○株式会社脱炭素化支援機構は、国の財政投融資からの出資と民間からの出資からなる資本
金（令和７年４月現在360億円）を活用して、脱炭素に資する多種多様な事業に対する投融資
（リスクマネーの供給）を行う官民ファンド。

出資・メザニン・
債務保証等

出資

金融機関・企業等

出資・融資

【エネ起CO2削減以外】
 CO2以外のGHGの削減
 森林吸収源対策

【エネルギー起源CO2削減】
 結果的にCO2削減につながる
プロジェクト全体

 再エネ・省エネ設備及びそれ
らと一体で導入される事業

 普及拡大段階の大規模事業

各種認可、監督命令
支援基準策定

環境大臣

投
資
分
野

金融機関・
企業等

財政投融資
（産業投資）

出資

株式会社 脱炭素化支援機構

【事例】
 再エネ・省エネ
 地域脱炭素
 エネマネ
 蓄電池
 データセンター
 資源循環
 レジリエンス向上
 業務施設の省エネ 等
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脱炭素化支援機構（JICN）支援決定の事例

 株式会社脱炭素化支援機構は、46件の支援決定案件を公表（令和７年12月末現在）。

わいた第２地熱発電株式会社
（熊本県小国町における地熱発電事業）

＜概要＞
熊本県小国町で、新たに地熱発電事業を行うSPCを
設立し、発電規模4,995kWの地熱発電所を建設
する事業。
※既に隣地にて地熱発電所1号機（1,995kW）が
安定的に稼働中、 本件は第２号機
支援形態：プロジェクト支援
出資形態：劣後ローン

隣地にて稼働中の地熱発電所1号機

投資事業有限責任組合
しんきん脱炭素応援ファンド

＜概要＞
信金中央金庫及び信金キャピタル株式会社と連携し、
信用金庫が出資・融資等で関与する脱炭素化に資する
事業を支援対象としたファンドを組成。

支援形態：ファンド
出資形態：LP出資

信用金庫業界の広範なネットワークを活かし、地域
の脱炭素化に資する事業を支援

かさいスマートエナジー株式会社

＜概要＞
脱炭素先行地域に選定された兵庫県加西市において、
同市も出資する小売電気事業等を行う会社を設立。行
政施策と連動して、エネルギーの地産地消、蓄電池の有
効利用による地域内循環経済の実現を目指す。

支援形態：コーポレート
出資形態：出資

エネルギーの地産地消による地域内経済循環を目
指す
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ふるさと融資制度について
【制度概要】
・ふるさと融資（地域総合整備資金貸付）とは自治体が金融機関と共同して、民間事業者の設備投資に対して行う無利子融資
・融資先は法人限定、業種は特に制限なし、①公益性のある事業、②一定の収益性のある事業が融資対象
・自治体は地方債（利子の75％は地方交付税措置）を発行し、それを原資として民間事業者に無利子で融資（最長20年）
・金融機関の連帯保証が必要、民間事業者は金融機関に保証料を支払（自治体が保証料補助を行う場合あり）
・融資比率、融資限度額等は「要件一覧」のとおり。令和４年度より脱炭素関連事業につき優遇要件を設定し、令和７年度より地域脱炭素推進
交付金事業のうち「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」を追加。（要件一覧※4）
・地域総合整備財団【ふるさと財団】は、融資案件の審査と融資関連手続につき自治体から委託を受けている

保証金融機関
民間事業者

ふるさと財団

自治体

金融機関等

ふるさと融資
事業数 ４，１１０件(*)
融資額 １兆４２９億円

(*)

(*)：Ｈ１年度～Ｒ６年度までの累計実績

■要件一覧■制度の仕組み
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（参考）ふるさと融資制度の融資事例
近年のふるさと融資における脱炭素関連融資実績（単位.百万円）

196

事業名 事業者名 都道府県 貸付団体 融資実行年度 融資額 保証機関名称

1 バイオガスプラント建設事業 かぶとバイオファーム(同) 岡山県 笠岡市 令和 6年度 1,050 笠岡信用組合

2 風力発電増設事業 いいたてまでいな再エネ発電㈱ 福島県 福島県 令和 3年度 820 東邦銀行

3 川内大中合太陽光発電事業 ㈱サン・エナジー川内 福島県 福島県 令和 2年度 1,288 東邦銀行

4 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業 ｻｰﾗｅﾊﾟﾜｰ㈱ 愛知県 豊橋市 令和元年度 1,050 三井住友銀行

融資年度  ：令和6年度
導入設備 ：バイオガスプラント

かぶとバイオファーム（岡山県笠岡
市）
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各府省庁の支援ツール・枠組み

地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援ツール・枠組み

令和４年２月に、地方自治体やステークホルダの皆様が脱炭素先行地域の実現に向けた検討を行うため、「地域脱炭素の取組に対する関係
府省庁の主な支援ツール・枠組み」を公表（令和7年４月更新）。
地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定）では2025年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定し、地方創生に資する脱
炭素化の先行的な取組を2030年度までに実現するとされており、本支援ツール・枠組みに
ついても更なる拡充を図り、施策間連携の取組を推進していく。

目次において支援種別・支援対象を整理し、目的に応じて見つけることが可能
環境省をはじめ1府6省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、環境省）の財政支援等の支援ツール・枠組みがのべ176事業掲載
（令和６年度補正及び令和７年度当初予算。地域脱炭素化事業への活用が考えられる地方財政措置を含む。）

脱炭素先行地域に選定された場合に優遇措置等を受けることができる事業が33事業

• エコスクール・プラス
• 国立大学・高専等施設の整備
• 公立学校施設の整備
• 大学の力を結集した、地域の脱炭素化

加速のための基盤研究開発
• カーボンニュートラル達成に貢献する大学

等コアリション

文部科学省（５事業）

• 地域脱炭素推進交付金
• 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現

する公共施設への自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業

• 脱炭素技術等による工場・事業場の省
CO2化加速事業（SHIFT事業）

環境省（52事
業）

他47事業

• 新しい地方経済・生活環境創生交付
金（第２世代交付金）

• 新しい地方経済・生活環境創生交付
金（デジタル実装型）

• 地方創生人材支援制度

内閣府（10事業）

他7事業

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、地域循環型エネルギーシステム構
築

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、バイオマスの地産地消

• 森林・林業・木材産業グリーン成長総合
対策のうち、林業・木材産業循環成長
対策

農林水産省（26事業）

他23事業
※下線は優遇措置（脱炭素先行地域に選定された場合に適用される措置）がある事業

• 再生可能エネルギー導入拡大に向けた
分散型エネルギーリソース導入支援等事
業

• 水力発電の導入加速化事業
• 中小水力発電自治体主導型案件創出

調査等支援事業費補助金

他14事業

経済産業省（17事業）
• 既存建築物省エネ化推進事業
• サステナブル建築物等先導事業（省

CO2先導型）
• グリーンインフラ創出促進事業
• 港湾脱炭素化推進計画の作成に対す

る支援
他47事業

国土交通省（51事業）

• 脱炭素化推進事業債
• 公営企業債（脱炭素化推進事業）
• 過疎対策事業債（特別枠）
• 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

債
• 地域活性化事業債

地方財政措置（８事業）
• ローカル10,000プロジェクト
• ふるさと融資制度
• ＧＸアドバイザー（地方公共団体の経

営・財務マネジメント強化事業）

総務省（７事業）

他4事業 他3事業

※令和８年４月に向けてリバイス中



（参考）地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー
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地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー①（令和８年度当初予算案＋令和７年度補正予算）

地方公共団体が行う脱炭素設備導入等に活用可能な支援

⑥脱炭素化推進事業債、公営企業債等（地方財政措置）
（自治体の公共施設等の脱炭素化のための地方財政措置）
【令和８年度～令和12年度、900億円/事業費1,000億円】

③建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業
（公共施設のZEB化※や水インフラへのCO2削減設備導入等に対する支援
※都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く。ただし、病院等は対象。）

【令和8年度予算(案)  67億円(38.2億円) 】【令和７年度補正予算額 48億円】

④業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
（既存公共施設の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入に対する支援（補助率1/3～1/2））
【令和8年度予算（案） 40億円（12億円）【GX】】

⑦GX戦略地域制度における産業団地等の脱炭素化推進事業
（再エネ電源設備、基盤インフラ設備等を支援対象とし、GX戦略地域に選定された自治体に交付する（複数年度可）。）
【令和８年度予算（案）（新規） ５億円【GX】】

⑤商用車等の電動化促進事業（バス、充電設備等）
【令和７年度補正予算額 300億円】

②ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた導入支援事業
（導入支援（補助率：2/3～3/4）に加え、導入計画策定にも支援）
【令和8年度予算（案） 70億円（50.2億円）【GX】】

①地域の防災拠点や避難施設となる公共施設の脱炭素化・レジリエンス強化
（災害・停電時にも活用可能な再エネ設備等の導入支援（補助率：1/3～2/3））
【令和8年度予算（案） 20億円（20億円）】 【令和7年度補正予算額 40億円（＜一般分＞20億円、＜エネ特分＞20億円）】

※地域脱炭素推進交付金を除く

⑧グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業
（グリーンボンド等にて資金調達しようとする自治体等に対して、外部レビューの付与やフレームワーク整備等の支援を行う資金調達支援者に、
その支援に要する費用を補助 ※補助金申請者は資金調達支援者となる。）
【R8年度予算（案）6.7億円（7億円）の内数】 ※各事業の概要については、https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html を参照。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html
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地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー②（令和８年度当初予算案＋令和７年度補正予算）

⑪脱炭素まちづくりアドバイザー派遣
（地域脱炭素に関する専門的な知見を有するアドバイザーを地方公共団体に派遣）
【 R８年度予算（案）6.3億円（新規）】

⑩廃棄物発電由来エネルギー資源の地域内最大利活用検討支援事業
（廃棄物発電エネルギーの地域内利活用促進に向けたモデル事業、FS調査、マッチング商談会）
【R７年度補正（新規） 3.6億円】

⑨地域脱炭素実現に向けた具体的な脱炭素施策の検討・実施支援
（自治体による再エネ導入等の脱炭素化に向けた脱炭素計画策定支援や人材育成支援等を実施）
【R８年度予算（案）6.3億円（新規）＋R７年度補正７億円の内数】

⑫デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業
（地域でのデコ 活を図るための調査・情報収集・普及啓発・広報の実施など）
【R8年度予算（案） 17.6億円（31.7億円）＋R７年度補正予算額 5.1億円】

地方公共団体が行うソフト事業等に活用可能な支援

各事業の概要については、https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html を参照。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html
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地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー③（令和８年度当初予算案＋令和７年度補正予算）

⑬住宅の脱炭素化促進事業
（1）戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業（住宅取得者等への定額補助）
（2）既存住宅の断熱リフォーム支援事業（住宅所有者等への定額補助）
【令和8年度予算（案） 80億円（新規）】 【令和7年度補正予算額 10億円 】

⑭脱炭素志向型住宅の導入支援
（ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型住宅（GX志向型住宅）の
導入に対して支援（建築事業者等への定額補助））
【令和７年度補正予算額 750億円】

⑮断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
（住宅所有者等への定額補助）
【令和７年度補正予算額 1125億円】

（個人向け）

地域での脱炭素の取組（設備導入等）に活用可能な支援

各事業の概要については、https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html を参照。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html
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地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー④（令和８年度当初予算案＋令和７年度補正予算）

地域での脱炭素の取組（設備導入等）に活用可能な支援

③建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業（再掲）
（建築物のZEB化等に対する支援）
【令和8年度予算(案)  67億円(38.2億円) 】【令和７年度補正予算額 48億円】

④業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（再掲）
（既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入に対する支援（補助率1/3～1/2））
【令和8年度予算（案） 40億円（12億円）【GX】】

②ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた導入支援事業（再掲）
（導入支援（補助率：2/3～3/4）に加え、導入計画策定にも支援）
【令和8年度予算（案） 70億円（50.2億円）【GX】】

⑰Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
（VCを構成する代表企業と取引先の中小企業等が連携して行う省CO2設備導入支援）
【令和8年度予算（案） 15億円（20億円）】

⑱脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業（SHIFT事業）
（中小企業等の工場・事業場への省CO2型システムへの改修支援やソフト支援）
【令和８年度予算（案） 57.9億円（27.9億百万円）】 【令和７年度補正予算額 35億円】

（事業者向け①）

⑯民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業
（ストパリ達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業、設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業、離
島の脱炭素化推進事業など）
【令和８年度予算（案）32億円（34.51億円）】【令和７年度補正予算 45億円】

⑤商用車等の電動化促進事業（商用車、充電設備等）（再掲）
【令和７年度補正予算額 300億円】

各事業の概要については、https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html を参照。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html
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地域脱炭素に関する環境省の主な支援メニュー⑤（令和８年度当初予算案＋令和７年度補正予算）

地域での脱炭素の取組（設備導入等）に活用可能な支援

（事業者向け②）

㉓株式会社脱炭素化支援機構（JICN）による資金供給等（財政投融資）
【令和８年度予算（案） 700億円（600億円）（産業投資＋政府保証）】

㉒地域における再エネ等由来水素利活用促進事業
（再エネ等由来水素サプライチェーンモデル構築・実証、再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシス
テム構築等事業など）
【令和8年度予算（案） 31.2億円（37.7億円）】

⑲金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業
（中小企業等への設備投資融資に対 して、年利1.0%を上限に利子補給 ）
【令和８年度予算（案） 3.6億円（4.2億円）】

⑳カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業
（中小企業等がリースにより脱炭素機器を導入する場合に、リース料総額の一定割合を補助 ）
【令和８年度予算（案） 12.3億円（新規）】

㉑地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業
（データセンターへの省エネ設備、未利用再エネ利用設備、蓄エネ設備等の導入を支援）
【令和７年度補正予算 20億円（新規）】

各事業の概要については、https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html を参照。

https://www.env.go.jp/earth/42024_00005.html
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大規模太陽光発電事業に関する
対策パッケージについて

環境省 大臣官房 地域政策課
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環境省大臣官房地域政策課
2026年1月27日
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太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議

• 太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、新エネルギー政策を所管する資源エネルギー
庁、環境政策を所管する環境省、そして、太陽光発電事業の実施に当たって様々な公益との調整を行う各種
の関係法令を所管する関係省庁との間で、緊密な連携を図り、脱炭素政策に必要な対応を検討するため、
｢太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議｣を設置。

• 参加省庁：経済産業省、環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、総務省

第１回（９月24日）の開催概要 第２回（10月29日）の開催概要

• 依然として太陽光発電事業について地域との共生
上の課題が生じている事例がみられている中で、
引き続き、関係省庁間の連携を強化し、適切に対
応していくことが必要である点を確認。

• 太陽光発電事業に係る現状や課題を踏まえ、各
省庁において、改めて、必要な対応について検討
いただくとともに、次回以降の本連絡会議において
各省庁よりご報告いただくこととした。

• 関係省庁から、現在の検討状況について報告あり。
• 全国的な太陽光発電事業に係る課題に関し、各

種の具体事例に照らし、関係法令がどのように適用
され、対応がなされるのかを整理し、当該対応により、
様々な公益との調整が効果的・実効的に図られる
かについて、更に検証する必要性を確認。

12月23日に「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」を開催し、対策パッケージを決定。

第３回（12月22日書面開催）の開催概要
• 「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関す

る対策パッケージ（案）」を議論し、連絡会議として
これを了承。
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大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージの概要 令和7年12月23日 大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議決定

①自然環境の保護
 環境影響評価法・電気事業法：環境影響評価の対象の見直し及び実効性強化 【環境省、経済産業省】
 種の保存法：生息地等保護区設定の推進、希少種保全に影響を与え得る開発行為について事業者等に対応を求める際の実効性を担保するための措置等を検討 【環境省】
 文化財保護法：自治体から事業者に丁寧な相談対応を行えるよう、助言を行う際の留意事項を整理し、自治体に周知 【文部科学省】
 自然公園法：湿原環境等の保全強化を図るため、国立公園としての資質を有する近隣地域について釧路湿原国立公園の区域拡張 【環境省】
②安全性の確保
 森林法：許可条件違反に対する罰則、命令に従わない者の公表等、林地開発許可制度の規律を強化 【農林水産省】
 電気事業法：太陽光発電設備の設計不備による事故を防止するため、第三者機関が構造に関する技術基準への適合性を確認する仕組みを創設 【経済産業省】
 太陽光発電システム等のサイバーセキュリティ強化のため、送配電網に接続する機器の「JC-STAR」ラベリング取得の要件化 【経済産業省】
③景観の保護
 景観法：自治体における景観法活用促進のための景観法運用指針の改正及び景観法活用マニュアルの作成、公表 【国土交通省、農林水産省、環境省】
※ その他、土地利用規制等に係る区域の適切な設定、開発着手済みの事業に対する関係法令の適切な運用、FIT/FIP認定事業に対する交付金一時停止等の厳格な対応、
太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルの確保等を実施。 【農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省、経済産業省 等】

１．不適切事案に対する法的規制の強化等

 地方三団体も交えた新たな連携枠組みとして、「再エネ地域共生連絡会議」を設置 【経済産業省、環境省】
 景観法：自治体における景観法活用促進のための景観法運用指針の改正及び景観法活用マニュアルの作成、公表 【国土交通省、農林水産省、環境省】 【再掲】
 文化財保護法：自治体から事業者に丁寧な相談対応を行えるよう、助言を行う際の留意事項を整理し、自治体に周知 【文部科学省】 【再掲】
 地方公共団体の環境影響評価条例との連携促進 【環境省】 【再掲】
 「関係法令違反通報システム」による通報や「再エネＧメン」における調査について、非FIT/非FIP事業も対象に追加 【経済産業省】

２．地域の取組との連携強化

 再エネ賦課金を用いたFIT/FIP制度による支援に関し、2027年度以降の事業用太陽光（地上設置）について廃止を含めて検討 【経済産業省】
 次世代型太陽電池の開発・導入の強化【経済産業省、環境省、総務省】
 屋根設置等の地域共生が図られた導入支援への重点化【経済産業省・環境省・国土交通省・農林水産省】
 望ましい営農型太陽光の明確化・不適切な取組への厳格な対応 【農林水産省】
 国等における電力供給契約について、法令に違反する発電施設で発電された電力の調達を避けるよう、環境配慮契約法基本方針に規定 【環境省】
 長期安定的な事業継続及び地域との共生を確保する観点から、地域の信頼を得られる責任ある主体への事業集約の促進 【経済産業省】

３．地域共生型への支援の重点化

我が国において、国富流出の抑制やエネルギー安全保障の観点から、再エネを始めとする国産エネルギーの確保が極めて重要。DX・GXの進展によって電力
需要の増加が見込まれる中で、産業の競争力強化の観点から、再エネや原子力などを最大限活用していくことが重要。
太陽光発電は、導入が急速に拡大した一方、様々な懸念が発生。地域との共生が図られた望ましい事業は促進する一方で、不適切な事業に対しては厳

格に対応する必要がある。関係省庁連携の下、速やかに施策の実行を進める。



関係法令 対応方針(案) 今後の事業に対する規制の実効性 実施予定時期

自
然
環
境

環境影響評価法
・電気事業法

(環境省・経済産業省)

環境影響評価の対象の見直し及び
実効性強化に向けた検討

・環境影響評価対象の拡大を通じた事業の環境配慮の促進
・環境アセス評価、工事計画届出、運用の各段階において実効性強化

2026年通常国会中に検討結果とりまとめ
【取りまとめ後、政令等改正（P）】

種の保存法
(環境省) 法改正の要否も含めて検討

保護区設定の促進及び希少種保全に影響を与え得る開発行為一般に対
する適切な措置の要請（検討中）等により、希少種の保全上重要な生
息・生育地における開発を適切に規制

2026年夏頃に検討結果とりまとめ

文化財保護法
(文部科学省) 市町村への事務連絡を発出 市町村から事業者に対し適切に助言を行うことにより、影響の確認が不十分

なまま、天然記念物の滅失・き損につながる開発を適切に規制 2025年度内

自然公園法
(環境省) 釧路湿原国立公園の区域拡張

湿原環境等の保全強化を図るため、国立公園としての資質を有する
近隣地域について公園区域を拡張し、公園区域内の開発を適切に
規制

2026年度末までに
区域拡張を目指す

安
全

森林法
(農林水産省)

許可条件違反に対する罰則、命令
違反者の公表を規定(新設)する改
正森林法の施行

・事業者に対して林地開発許可時に付した条件を厳格に履行させることより、
森林の有する災害の防止等の公益的機能を阻害しないよう、開発を適切
に規制

・違反状態の土地である旨を周知することにより、土地転売による責任回避
を抑止

2026年４月施行
【法律改正済 2025年通常国会】

盛土規制法
(国土交通省・
農林水産省)

都道府県等に対する技術的助言や
個別相談等を引き続き実施

都道府県等における法運用が十分なされることにより危険な盛土等の造成を
適切に規制 引き続き実施

電気事業法
(経済産業省)

太陽電池発電設備の構造安全性
の確認制度の強化の検討

太陽電池発電設備の構造安全性が確保され、当該設備の崩落・飛散など
につながるおそれのある開発を適切に規制

2025年内に結論を得る
【法律改正（P）2026年通常国会】

景
観

景観法
(国土交通省・

農林水産省・環境省)

・景観法運用指針の改正
・景観法活用マニュアルの作成・公
表

守るべき景観を有する各自治体が、明確な景観形成基準を設けた景観計
画を策定し、事業者に対し、当該基準に適合しない設置行為を適切に規制 2026年春頃

共
通

再エネ特措法
(経済産業省)

関係法令違反へのFIT/FIP交付金
一時停止・認定取消し(執行体制の
強化)

執行体制を強化し、法令違反を改善せずに放置するFIT/FIP事業者には
認定を取り消し、違反時点から交付金の返還を求め、関係法令違反に厳格
に対応

2025年度内
（2026年度予算で措置を目指す）

１．不適切事案に対する法的規制の強化
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2025年12月26日第78回  再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
資料3 再生可能エネルギーの地域との共生について

より抜粋
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２．地域の取組との連携強化

• 国と地方の適切な役割分担のもと、各種の法的規制に基づく事務が実効的かつ円滑に行われ、地域の
実情に応じた規制がなされるよう、国と自治体との連携枠組みを構築する。

• 現状、FIT/FIP事業を対象としている「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」について、非FIT/
非FIP事業も通報対象に追加することで、我が国の太陽光発電全体において、各関係法令が確実に遵
守される体制（＝「全省庁横断再エネ事業監視体制」）を構築する。

国と自治体との連携枠組みの構築 全省庁横断再エネ事業監視体制

• 太陽光発電事業への適切な法的規制の実行にあ
たって、国と地方自治体との緊密な連携を図る観点
から、新たな連携枠組みを構築する。

• 連携枠組みの中では、例えば、今回講じる関係法令
における追加的な対応について情報提供を行い、各
自治体において適切な規制等がなされる環境整備
を目指す。

（情報提供例）
景観法運用指針の改正、景観法活用マニュアル
文化財保護法に基づく事務連絡
  「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」の非FIT/

非FIP事業への通報対象拡大
自治体における先進的取組（条例や法定外目的税など）

基礎自治体

都道府県 関係省庁

経産省

• 「関係法令違反通報システム」や「再エネGメン」につ
いて、非FIT/非FIP事業も通報対象に追加。我が国
の太陽光発電全体において、各関係法令が確実に
遵守される体制を構築。

関係法令違反通報システム

システム上で同時に
情報共有

再エネGメン

不適切案件の現地調査を実施

2025年12月26日第78回  再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
資料3 再生可能エネルギーの地域との共生について

より抜粋
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総務省の地域脱炭素関連施策について

総務省 地域力創造グループ 地域政策課

210



 ※赤字は拡充分 ※公営企業についても同様に措置

（１） 地方単独事業として実施するもの
①公共施設等における再生可能エネルギー設備等の整備
 ※売電を主目的とするものは原則対象外としていたが、
    発電電力を地域内で消費するための売電を主目的として
    自治体が整備するものを対象に追加
②公共施設等をZEB※基準に適合させる改修等

③公共施設等を省エネ基準に適合させる改修
※建物全体が基準を満たす場合に加え、空調等の各設備

が個別に省エネ基準を満たす場合を対象に追加
④公共施設等へのLED照明導入のための改修
⑤公用車における電動車※の導入・充放電設備の整備

※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、
ハイブリッド車

（２） 国庫補助事業として実施するもの
ペロブスカイト太陽電池の導入
※一般補助施設整備等事業債の対象に追加

地方債充当率 90％
（１）①及び②の事業

（１）③及び④の事業

（１）⑤の事業

交付税措置 50％

30％

30～50％※ 
※ 財政力に
応じて措置

国庫補助 2/3 （又は3/4）
交付税措置 50%

令和８年度～令和12年度（５年間）

地方債充当率 90%

※売電が主目的の場合、対象事業費は1/2

※個別の省エネ基準適合の場合、交付税措置30%

1,000億円 （令和７年度： 1,000億円）

※ZEB(Net Zero Energy Building)とは、一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物

（２）の事業

脱炭素化推 進 事 業 債 等の 延 長・ 拡 充

○ 地球温暖化対策計画（令和７年２月９日閣議決定）を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地域脱炭素を加速
化するために、脱炭素化推進事業債等を延長・拡充

○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの５年間とする

１．対象事業 ２．地方財政措置

３．事業期間 ４．事業費 211



民間事業者、学識経験者のほか、GX関連業務経験のある現役の公務員などもアドバイザーとして派遣可能（R8.1月現在、47名がアドバイザー登録済）
 課題対応アドバイス事業

 地域脱炭素に取り組む都道府県・地区町村に対して、下記の分野において支援を実施
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
②地域共生・地域裨益型再エネの立地
③公共施設等における省エネ・再エネ電気調達、更新・改修時の ZEB 化誘導
④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
⑤ゼロカーボン・ドライブ
⑥資源循環の高度化を通じた循環経済への移行
⑦コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり
⑧食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

 啓発･研修事業
 都道府県が市区町村に支援分野の研修会・相談会を行う場合に、アドバイザーを派遣

※詳細は、「地方公共団体の経営･財務マネジメント強化事業実施の手引き」を参照
 https://www.jfm.go.jp/support/development/keieizaimu.html （JFM HP)

（JFM HP）

支 援 分 野

ア ド バ イ ザ ー 派 遣 の 流 れ

GXアドバイ ザーの 派 遣 （ 経 営 ・ 財 務 マ ネ ジ メ ン ト 強 化 事 業 ）

自治体とアドバ
イザー間で派遣
日時等を調整

Web上で
派遣を申請

総務省･機構から
支援決定連絡
※内示段階でも
派遣可能

派遣実施
※年５回以内

Web上で
実施報告

※派遣回ごと

機構から
アドバイザーへ
謝金･旅費支払

最終派遣終了後、
Web上で実績報告
※啓発･研修事業は、
派遣回ごとに報告

（総務省HP）

○ 「地球温暖化対策計画」（令和７年２月1８日閣議決定）では、自治体が地域脱炭素を推進する上で、専門知識を有する人材の
不足が課題となっていることから、専門人材を派遣し、自治体の取組の促進を図ることとされている。

○ 総務省と地方公共団体金融機構（JFM）の共同事業として、地域脱炭素に取り組む自治体に対しアドバイザーを派遣
※アドバイザーの謝金･旅費をJFMが全額負担

●自治体の予算措置が不要
●Webから簡単に手続きが可能

P O I N T
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GXアドバイザーの活用をご検討ください！

自治体の声③
応募にあたって、いろいろな補助金の活用を検討しましたが、どれも申請の

手続きが大変で、申請するだけで多くの時間を要することがわかりました。
本制度は、申請～実績報告までWeｂを使って行うことができるため、

めんどうな書類のやりとりや手続きがなく、効率が良かったです。

「アドバイザーからアドバイスを
受けたいのに予算がない・・・」

「予算措置不要で
 制度を活用できます！」

「申請するだけで、大変だ・・・」

自治体の声①
私の自治体では、脱炭素を実現するために

 これまで「地方公共団体実行計画」を策定してきましたが、 
これからは計画の実現に向けて、具体的な取り組みを検討していきたいと
考えています。
 ただ、職員の知識や経験が不足していることもあり、思うように事業が

 検討できない状態でした。

「GXアドバイザー」の制度は、
 様々な分野に精通したアドバイザーがいるため、
 自分の自治体の状況とマッチしたアドバイザーにお願いすることできました。
 今後は、再エネを導入するにあたってのスキームや調整すべきことを

 協議したり、国の補助金等の申請に向けてアドバイスをもらいたいです。

「再エネを導入したいが、
 どうすれば良いかわからない・・・」

「アドバイザーから適切な
アドバイスを受けられます！」

左記の悩みは解決できます！
「GXアドバイザー」をご活用ください！

【応募いただいた自治体に応募のきっかけを聞いてみました】
自治体の声②

私の自治体では、アドバイザーに対する予算が確保できず、思うようにGXの
推進を進められないでいました。
本制度は、地方公共団体金融機構からアドバイザーに直接謝金や旅費が

支払われるため、自治体の予算措置が不要であり、活用しやすかったです。

太陽光パネル バイオマスボイラー

 地域脱炭素を進めたいが、専門的な知見が不足している。
 アドバイザーからアドバイスを受けたいが、予算の確保が困難である。
 補助金の申請等に係る手続きを簡潔に済ませたい。

【このような課題を抱えている自治体におすすめです】
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ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）

½ 国費
¼ 特別交付税

¼ 実質的な地方負担

民間事業者等の初期投資費用（施設整備・改修費、機械装置費、備品費等）

自己
資金等

公費による助成

国費

地域金融機関による融資等※１
（原則無担保※２）

地方費 ※１ 地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング、ふるさと融資を含む
※２ 交付金事業により取得する財産には担保設定可能

事 業 ス キ ー ム

助成上限額（自治体→事業者）

融資／公費 公費による助成上限額

4倍～ 5,500万円

3倍～ 5,000万円

2倍～ 4,000万円

1倍～ 3,000万円

●交付金の申請主体は自治体（都道府県・市区町村※）
●申請は随時受付

（問合せ専用ダイヤルを設置）
●施設整備・改修費、備品費も対象
●補助上限額は最大5,500万円（大規模事業対応可）
●全ての産業分野で活用可能

 R8当初予算額案 6.7億円
 R7補正予算額  21.2億円

（R7当初予算額  6.2億円）

R8拡充 交付率（国→自治体）

・原則、公費の1/2
・条件不利地域（1,113団体）のうち、

財政力0.25～0.5 2/3
財政力0.25未満 3/4

・重点支援分野 3/4
（地域脱炭素、若者・女性活躍）

※創業支援等事業計画の作成が必要
（R7.12月時点で1,555市区町村が作成済）

○ 産官学金の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の創業・第二創業・新規立ち上げを支援
○  ❶地域密着型（地域資源の活用） ❷地域課題への対応 ❸地域金融機関による融資等 ❹新規性（新規事業）❺モデル性

の要件について、国の有識者審査を経て該当すると認められた事業が対象

POINT
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ロ ー カ ル 1 0 , 0 0 0 プ ロ ジ ェ ク ト  岩 手 県 久 慈 市
「 ハ ウ ス 内 環 境 制 御 と 木 質 バ イ オ マ ス エ ネ ル ギ ー を 活 用 し た 菌 床 し い た け
栽 培 に よ る 地 域 経 済 循 環 創 出 事 業 」

こ ん な 方
に オ ス ス メ

こ ん な 方
に オ ス ス メ

平 成 2 7 年 度 採 択

事業背景
●地球温暖化により、猛暑が続くようになり、品質・収穫に与える影響

が大きくなったため、断熱対策だけでなく、冷房設備の導入が必要
●ハウス内CO２濃度の調整について、生産者の経験と勘により換気調

整を行っていたが、生産量が安定せず、作業環境にも影響が出る。
●東日本大震災の影響で、設備倒壊等による生産不能、福島第一

原発の事故による風評被害による価格の下落が見られる。

事業実施者
有限会社 越戸きのこ園
自治体・金融機関の支援内容
●公費による交付額：40,000千円
国費（地域経済循環創造事業交付金）：40,000千円
●みちのく銀行による融資：57,505千円

地域への貢献

●菌床しいたけの生産量増加と
安定供給

●久慈地域のしいたけブランド力
の向上

●新規雇用の創出

●木質バイオマスエネルギーの導
入による未利用材の活用

取組内容
●ICTを活用したハウス内温度、湿度、CO2濃度等の監視制御シス

テム及び低コスト高断熱ハウスを導入し、全国に例のない菌床しいた
け栽培技術を確立するとともに、地域生産者への普及、しいたけの
一大産地化を図る。

●久慈地域の木材の残材等を活用した木質バイオマスエネルギーによ
る熱供給を受けることにより、化石燃料価格の変動に左右されない
安定した経営と環境負荷の低減、エネルギーの地産地消による地
域経済循環システム構築の実現を図る。

導入したハウス 菌床しいたけ生産の様子① 菌床しいたけ生産の様子② 215



ロ ー カ ル 1 0 , 0 0 0 プ ロ ジ ェ ク ト  長 野 県 佐 久 市
 「 循 環 型 醸 造 事 業 ～ Fe r m e n t  B a s e 」

こ ん な 方
に オ ス ス メ

こ ん な 方
に オ ス ス メ

令 和 2 年 度 採 択

事業背景
●事業実施地は、 「どぶろく特区」の認定を受けているが、人口流出、

少子高齢化、地域産業の衰退、耕作放棄地の増加、森林の荒廃
等集落維持に影響が出始めており、著しく過疎化が進んでいる。

●プラスチックゴミによる生態系への影響が問題視され、環境保全に対
する意識が高まっている。

●酒類はクラフト志向になり、また、海外で日本酒の人気が高まっている。

事業実施者
有限会社 Brewing Farmers&Company合同会社
自治体・金融機関の支援内容
●公費による交付額：4,333千円
国費（地域経済循環創造事業交付金）：2,166千円
地方費：2,167千円
●長野県信用組合による融資：4,334千円

地域への貢献

●「どぶろく」という新たな農産物
のブランド化

●雇用の創出と経済波及効果
を生み出す。

●環境保全型農業を促進させる
と共に、農家取得の向上

●交流人口の創出、移住者の
増加により過疎解消へ繋げる。

取組内容
●工場跡地をリフォームし、世界初、エネルギー源の確保から原材料ま

で全てを自然素材で賄う持続可能な製法の「どぶろく」製造を行う。
●薪ボイラーを整備し、エネルギー源として、地元産の間伐材を活用。

山林保全から水源維持、豊かな土壌に繋げ、良質な米の生産へと
環境循環の仕組みを作る。

●空き店舗を活用して、どぶろくの提供場及びコミュニティスペースとして
農家レストランを開業

薪ボイラー 環境保全型農業のイメージ どぶろく 216



ローカ ルスタートアップ 支 援 制 度 ［事業の企画～立ち上げまで各段階での財政措置］

○ 地域の資源と資金を活用した地域課題の解決に資する創業・新規事業（ローカルスタートアップ）を支援
○ 事業の企画・立ち上げ準備・事業立ち上げの各段階において、交付金・特別交付税により支援

※ローカルスタートアップ支援制度を活用するには、「創業支援等事業計画」の作成が必要（認定件数1,555市区町村（R7.12月時点））

・地域脱炭素等に係る調査分析
・地域資源の調査分析
・ビジネスモデル調査分析
・法人設立等に係る経費
・オフィスの賃貸料、
インキュベーション施設

支援内容

・創業支援等事業計画の作成
・創業塾、創業セミナー、研修
・ビジネスコンテスト
・創業コーディネーターの設置

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

特別交付税
（措置率0.8・財政力補正あり）

・ローカル10,000プロジェクト（国庫補助事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品等）
※モデル性を有するもの

交付金（交付率1/2〜3/4）

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した
初期投資（施設整備・改修、機械装置、備品、商品開発費、
 広告宣伝費等）
※モデル性は問わない

・ローカル10,000プロジェクト（地方単独事業）を活用した事業
に対する、フォローアップ、事業分析・再構築に係る経費

特別交付税（措置率0.5・財政力補正あり）

❶ 事 業 の 企 画 ❸ 事 業 立 ち 上 げ❷ 立 ち 上 げ 準 備
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地域脱炭素 研 修 （ 自 治 大 学 校 特 別 研 修 ）

P O I N T

時 期

研 修 内 容

例年秋頃（２泊３日）（年１回開催）

対 象
地域脱炭素の取組を加速化させるために、関連施策に携わる自治体職員。
※初任者の参加可能。

①脱炭素地域づくりに関して、専門家からの説明

②脱炭素地域づくりに関して、先進自治体からの事例紹介

③自治体職員同士で、脱炭素社会実現に向けたグループワークの実施

（専門家及び先進自治体職員がコーディネート役）

こ れ ま で の 実 施 状 況
【令和７年度】

実施日：１０月８日（水）～１０月１０日（金）
受講者：２３名

【令和６年度】
実施日：１０月２日（水）～１０月４日（金）
受講者：３２名

○ 「地球温暖化対策計画」（令和７年２月18日閣議決定）では、2030年までの５年間を実行集中期間と位置づけ、自治体の地域脱炭素
の推進に必要な施策の実行に取り組むこととされている。

○ 人材面の国の支援として、自治体において地域脱炭素の実現を担う中核人材を育成するための研修を実施することとされている。
○ このため、自治体職員に対し、地域脱炭素の取組等に関する専門家等からの講義を通じて、脱炭素施策を企画し、職場に提案いた

だくことをゴールに自治大学校で研修を実施する。
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総務省の取組について（JET-CIRの活用等）

総務省 自治行政局 国際室
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令和８年１月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現
に関する関係閣僚会議決定
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外 国 人 と の 秩 序 あ る 共 生 社 会 の 構 築 の た め の 地 方 財 政 措 置 の 見 直 し

１．在留外国人への対応に必要な環境整備に係る特別交付税措置（措置率0.5）の対象経費を追加

２．都道府県のJET-CIR※（国際交流員）について、普通交付税の算定の見直し

外国人との秩序ある共生社会の構築のため、地方自治体・地域社会における在留外国人の地域社会のルール
の習熟促進、行政手続利用の適正化等の観点から、財政措置を拡充する。

② ワンストップ相談窓口からの同行支援

① 地域社会のルール等の習熟のための取組
ルール等を学ぶ上で必要な日本語の指導

・ ゴミの分別ルール
・ 自治会への加入促進

ワンストップ相談窓口 市役所・保健所
等

③ 行政・地域社会と在留外国人をつなぐ
  「ブリッジ人材」の発掘・活用

日本の制度（税・社会保険・ 
行政手続等）の周知 ・ 行政情報の伝達

・ 在留外国人の相談の集約
・ 地域行事等への参加の呼び掛け 

業務
通訳・国際交流等が中心

(市町村分は任用数に応じた算定)

・ 環境整備の取組へのJET-CIRの積極的な活用（活用事例の紹介、研修の実施）

自作の市内地図を使った
日本語の指導
（岐阜県美濃加茂市）

庁内ワーキングチーム
への参画
（千葉県松戸市）

※CIR: Coordinator for
International Relations 

（入管庁事業）

・ JET-CIRの任用数に応じた算定（密度補正）の導入

行政情報の多言語化
（翻訳・通訳）

現行

現行

財政措置（県分）
国調人口に応じた算定

追加

追加

※ R7年度補正予算により、地方自治体における環境整備のモデル事例を創出し、横展開（予算額：0.3億円）
（写真：一般財団法人自治体国際化協会HPより）
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◆担当課
地域交流部多文化共生さが推進課
TEL:0952-25-7328

在留外国人への対応に必要な環境整備におけるＪＥＴ-ＣＩＲの活躍事例について①

人口：794,252人
在留外国人数： 11,358人  人口割合：1.4%
国籍：ベトナム      インドネシア        ネパール      ミャンマー       等
・技能実習生等、東南アジア国籍者が増加しているが、ベトナム人住民には、日本人の配偶者
等、企業による支援が想定されない在留資格者も一定数存在

佐賀県
CIRの国籍、任期開始時期

ベトナム （R1～）

◆ポイント
・佐賀県国際交流協会との連携の下、企業による支援が想定されない在留資格者も含めた、ベトナム人の生活相談へ
の対応等に活用
・経験豊富な多文化社会コーディネーターや日本人相談員とペアで業務に取り組むことでOJTを図り、CIRの業務への
習熟を支援

◆CIRの活用のきっかけ
・県内の外国人住民数の増加を受け、H27から多文化社会コーディネーター
（日本人）を設置するなど、多文化共生業務を強化
・国におけるJETの役割の拡大の動きも踏まえ、R1からベトナム人CIRを任用

◆CIRの業務
・外国人総合相談窓口（国際交流協会内設置）でのベトナム人住民の生活
相談において通訳支援、関係機関への同行支援等
・外国人従業員等への対応に係る企業等の研修講師
・その他、ベトナムの文化の発信等の国際交流事業の実施

◆自治体による支援
・多文化社会コーディネーターや日本人相談員とペアで業務に取り組む形で
OJTを実施
・医療通訳講座の受講等、スキルアップを図る機会を用意

▼企業研修

※作業を学ぶ外国人スタッフ役のCIR
が日本人上司の指示を聞く様子
外国人にとって難しい日本語や指示
の内容を指摘し、やさしい日本語の
使用を提案

【出典】 人口： 住民基本台帳に基づく人口（R7.1.1時点）、 在留外国人数： 在留外国人統計（R6.12月時点） 222



◆担当課
産業経済部 観光振興課
TEL:089-752-1206

在留外国人への対応に必要な環境整備におけるＪＥＴ-ＣＩＲの活躍事例について②

人口：103,413人
在留外国人数：2,044人 人口割合:2.0％
国籍：フィリピン ベトナム 中国 等
・鉄工、鋳物、造船業等の製造業の事業所において技能実習生や特定技能外国人の受入れ
が増加

愛媛県
西条市

CIRの国籍、任期開始時期

ベトナム （H24～）

◆ポイント
・姉妹都市交流を契機にベトナム人住民への生活支援に活用
・よくある相談内容やその対応方法等をまとめることで、CIRの業務への習熟を支援するとともに、庁内関係部署にCIR
を周知することで、相談対応等の取次ぎを円滑化

◆CIRの活用のきっかけ
・姉妹都市交流を活用した地域の国際化と技能実習生増加を踏まえ、生活支
援のためにCIRを活用

◆CIRの業務
・SNSを活用したベトナム人住民の生活相談への対応、病院や各種行政窓口
への同行の支援等、生活支援全般
・その他、国際交流協協会における国際交流事業の実施 等

◆自治体による支援
・よくある相談内容やその対応方法等を引継ぎとしてまとめ、着任時に伝えること
で、業務への習熟を支援
・CIRの着任時に庁内関係部署に周知することで、相談対応等の取次ぎを円滑
化

▲窓口で相談

▲よくある相談内容をSNSページで公開
【出典】 人口： 住民基本台帳に基づく人口（R7.1.1時点）、 在留外国人数： 在留外国人統計（R6.12月時点）
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在留外国人への対応に必要な環境整備におけるＪＥＴ-ＣＩＲの活躍事例について③

人口：3,221人
在留外国人数： 129人 人口割合：4.0%
国籍：ベトナム 中国 タイ 等
・食品加工業、農業、建設業等でベトナム人住民が最初に増加
その後、水産加工業でタイ人住民が増加し、介護や給食調理員等にミャンマー人が増加している

▲生活オリエンテーション

北海道
浜頓別町

CIRの国籍、任期開始時期
ベトナム  （R4～）
タイ （R5～）
ミャンマー （R6～）

◆ポイント
・町内に増加する各国の技能実習生等の生活支援に活用するとともに、生活支援業務に加え、CIRの自身の企画に
よる生活オリエンテーションや日本語講座等の取組を実施
・他自治体の引継ぎも活用して、CIRの業務への習熟を支援

◆CIRの活用のきっかけ
・各産業分野での技能実習生等の増加を背景に、企業からの声も受けて外国
人住民の生活支援のためにCIRを活用

◆CIRの業務
・SNSを活用した外国人住民の生活相談への対応、病院への同行の支援等、
生活支援全般
・生活オリエンテーションや日本語講座など、CIR自身の企画による取組を実施

◆自治体による支援
・過去に同様の業務にCIRを活用していた他自治体の引継ぎを共有してもらい、
業務への習熟を支援

▲日本語教室（オンライン） ▲外国人相談会

◆担当課
総務課地方創生推進室
TEL:016-342-2345

【出典】 人口： 住民基本台帳に基づく人口（R7.1.1時点）、 在留外国人数： 在留外国人統計（R6.12月時点） 224



◆担当課
企画推進課
TEL:0855-75-1924

在留外国人への対応に必要な環境整備におけるＪＥＴ-ＣＩＲの活躍事例について④

人口：4,034人
在留外国人数：30人    人口割合：0.7%
国籍：インドネシア       フィリピン        等
・インドネシア人技能実習生の受入れは、姉妹都市交流に基づく小規模なもので、技能実習生
とは顔の見える関係がある

島根県
美郷町

CIRの国籍、任期開始時期

インドネシア （R3～）

◆ポイント
・姉妹都市交流に基づき在留しているインドネシア人技能実習生の生活支援に活用
・技能実習生の来町に際して必要な行政情報を町が事前に整理し、CIRがそれを翻訳する中で基本的な業務内容に
習熟

◆CIRの活用のきっかけ
・姉妹都市交流を地域づくりに活かすためCIRを任用
・同時に技能実習生の受入れも決まっており、生活支援についても業務として想
定
◆CIRの業務
・SNSを活用した技能実習生の生活相談への対応、病院への同行の支援等、
生活支援全般
・その他、インドネシアの文化の発信等の交流イベントの企画

◆自治体による支援
・課全体でCIRの相談対応業務等をきめ細かくサポート
・技能実習生の来町に際して必要な行政情報を町が事前に整理し、CIRがそ
れを翻訳する中で基本的な業務内容に習熟

▲庁舎内の様子（バティックを着用）

▲町内でのインドネシア講座

▲バリ料理教室

【出典】 人口： 住民基本台帳に基づく人口（R7.1.1時点）、 在留外国人数： 在留外国人統計（R6.12月時点） 225



地域における多文化共生の推進に係る地方財政措置 ＜参考：R7年度＞

■ 上記のほか、普通交付税の包括算定経費（国際化推進対策費）において、在住外国人支援等に要する経費※を措置（県分・市町村分）
※ 外 国 人 向け情 報誌・パ ンフ レ ット 等 作成 、 外国 語表記 案 内板・ 標識 等 設置 、在 住外 国 人向け 日本 語講 座、 外国人 相談 活動 、 外国 人によ る 国際理 解講 座 等

措置項目 地財措置

①行政情報・生活情報の多言語化の推進に要する経費
対象経費：相談窓口での通訳業務の委託費・翻訳機器（タブレット端末等）の配備費、行政・生活情報の翻訳経費 等

（市町村分）
特別交付税措置

②先進的な地方自治体の取組事例の横展開に要する経費
対象経費：多文化共生アドバイザーの活用経費（旅費等）、多文化共生地域会議への出席旅費 等

③地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費
対象経費：相談員や通訳の派遣経費、在住外国人向け出前講座の開催経費 等

④災害時における外国人への情報伝達や外国人向け防災対策に要する経費
対象経費：災害・防災情報の翻訳経費、外国人向け災害時に外国人対応を行う人材の養成のための経費、

災害多言語支援センター等の設置・運営経費 等 （都道府県分・市町村分）
特別交付税措置⑤定住外国人子弟等に対する就学支援策に要する経費

対象経費：就学状況、通学等の状況の調査経費、不就学児童の把握のために行う訪問や電話等による調査経費、
就学ガイダンスの実施経費、就学パンフレットの作成・配布経費 等

措置項目 地財措置

⑥一元的相談窓口の運営に係る地方負担

○外国人受入環境整備交付金（法務省所管）を活用して運営する一元的相談窓口に係る地方負担
【参考】補助率：１０／１０、運営費１／２（Ｒ７当初予算 10億円）

（都道府県分）
普通交付税措置

（市町村分）
特別交付税措置

⑦外国人材の受入・共生のための地域日本語教育推進事業に係る地方負担

○教育支援体制整備事業費補助金（地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業）（文部科学省所管）に係る事業の地方負担
【参考】補助率：１／２（Ｒ７当初予算 ６億円）

（都道府県分・政令市分）
普通交付税措置

（市町村分（間接補助分））
特別交付税措置

〇 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（令和７年６月６日関係閣僚会議決定）等も踏まえながら、地方公共団体においても多文
化共生の推進に係る取組を行う必要があることから、次に掲げる地方財政措置を講じることとしている。

＜地方単独事業分＞

＜国庫補助事業分＞
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Ｊ Ｅ Ｔ プロ グ ラ ム （ ” T h e  J a p a n  E x c h a n g e  a n d  Te a c h i n g  P r o g r a m m e ”  ）  ＜参考＞ 

〇 JETプログラム：外国青年を日本に招致、地方自治体等が小中高校での外国語教育・自治体での国際交流業務に活用するプログラム
⇒令和７年で設立39年

〇 累計で世界82か国から約8万人（令和7年時点）の外国青年を招致する世界最大規模の人的交流プログラム
⇒小学校での英語教育早期化やインバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等の業務などに有為な人材を供給

◆ 招致国別の内訳

◆ 職種別内訳

• ALT（Assistant Language Teacher：外国語指導助手）：5,418人
⇒ 教育委員会や学校で、外国語教員等の助手として職務に従事

• CIR（Coordinator for International Relations：国際交流員）：503人
⇒ 地方公共団体の国際交流担当部局等で国際交流活動に従事

• SEA（Sports Exchange Advisor：スポーツ国際交流員） ：12人
    ⇒ スポーツを通じた国際交流活動に従事

➊ 令和7年度の状況 ➋ 地方財政措置

※１R8年度より、ＪＥＴ参加者の任用に要する経費（一人当たり）に係る交付税
措置額について増額予定

※2 JETプログラムコーディネーターとは、ＪＥＴ参加者の地域における生活や、地域における交流活
動、教育委員会や各学校現場、国際交流部局における活動に関する連絡調整の円滑化を支援
する人材をいう。（Ｈ28～ 特別交付税措置（市町村分））

＜業務内容例＞
・JET参加者が日常生活を送る上で必要な情報の提供や相談
・緊急事態（病気、事故等）への対応支援
・JET-ALTと教育委員会担当者や学校との連絡調整の支援

◆ 都道府県

◆ 市町村

・地方自治体におけるＪＥＴ参加者の任用に要する経費
（報酬・旅費など）について、普通交付税措置※１

・私立学校におけるJET参加者の雇用に係る都道府県の
助成経費について、特別交付税措置※１

（算定：地方単独事業で一人上限647万円×0.5）

・地方自治体におけるＪＥＴ参加者の任用に要する経費
（報酬・旅費など）について、当該団体のＪＥＴ参加者数
に応じた額を普通交付税措置※１

（標準団体（人口10万人）の場合、129万円＋JET参加者数×518万円）

・JETプログラムコーディネーター※2に係る経費について、
特別交付税措置

（算定：地方単独事業で直接要する経費×財政力補正係数×0.5）

（金額は令和7年度）

アメリカ合衆国, 

3,032

英国,

777
カナダ, 521フィリピン, 370

オーストラリア, 255

南アフリカ, 179

ニュージーランド, 171

アイルランド, 119

トリニダード･トバゴ, 86

中国, 72

シンガポール, 58
韓国, 47 ジャマイカ, 45 その他, 201

（総数5,933人）
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・近年、在留外国人が大幅に増加（約293万人（R1）⇒約377万人（R6））

・地方公共団体においても、外国人が、社会のルールを遵守しつつ地域に溶け込むことで地域社会の構成員として
生きていけるよう、地域の受け皿をつくる取組が一層進められており、こうした取組の調査・研究を行う。

○地方公共団体における外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた地域の受け皿づくりに取り組む
モデル事例の創出と横展開を推進。

外 国 人 と の 秩 序 あ る 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 地 域 の 受 け 皿 づ く り に 関 す る 調 査 研 究
令和７年度補正予算額：30百万円（新規）

外国人が地域社会の構成員として生きていけるよう支援する取組
～社会のルールを遵守し、地域に溶け込む外国人の増加～

事業概要
従来から外国住民が多い地方公共団体や、外国人住民急増団体を選出し（５団体程度）、
外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた地域の受け皿づくりの取組をモデル的に支援し、
事例の創出・横展開の実施に向けた調査研究を行う

日本に来て間もない外国人が地域の
ルールを学習する場

【事業内容（例）】
・地域社会のルール等の習熟のための取組（ゴミ出し、自治会・町内会活動、防災等の地域社会の

ルールの学習 等）
・地域社会との橋渡しとなり得る人材の発掘や育成
・小規模団体における人材不足・ノウハウ不足への対応（県と市町村との連携）
・外国人住民の多国籍化に伴う地域課題の整理・可視化、対応策の検討
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日本にゆかりのある方々と国内自治体との連携促進

国内・海外
からの相談

ＳＮＳ等による
地域の各種情報
の継続的な発信

○ＪＥＴ経験者や地域にゆかりのある方々とのネットワークの構築・強化
  都道府県又は政令指定都市が実施するネットワークの構築・強化のための取組をモデル的に支援

• 国内・海外からの相談窓口、ネットワーク参加
メンバーの募集

• ＳＮＳやＷＥＢによる地域の各種情報の継続的
な発信、各関係者からの活動情報等の集約

• 人的ネットワーク構築・強化のための交流事業
の実施

【想定されるネットワークの対象】
①ＪＥＴ経験者
②県人会関係者
③姉妹都市の関係者
④元留学生
⑤その他、地域に関心を持ち、海外から地域の

強力なサポーターとなってもらえる方

ＪＥＴ経験者や海外の日系社会など、日本にゆかりのある方々と国内の自治体の連携を強化し、海外
における力強い「地域のサポーター」になって活躍してもらうことを目的とする事業を実施。

(※)ＪＥＴ：ＪＥＴプログラム（The Japan Exchange and Teaching Programme）で外国青年を招致して地方公共団体等で任用し、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る、世界最大規模の
人的交流プログラム。 S62以降、累計で82か国から約８万人

※R5までは「中南米日系社会と国内自治体との連携促進事業」として実施

【世界各地】【国内自治体】

ネットワークの構築・強化

ゆかりある方々地域の方々

海外での交流事業等、
各関係者の活動情報
の集約人的ネットワークの

構築・強化ための交流

コンシェルジュ
の配置
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出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課
の施策について（一元的相談窓口の運営等）

出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留支援課
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■目的
在留外国人が在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て、こどもの教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、

情報提供・相談を多言語で行う一元的相談窓口の設置・運営に取り組む地方公共団体を支援し、多文化共生社会の実現に資することを目的とする。

概要

■対象団体

区分 外国人住民数 交付限度額

都道府県 － 1,000万円

市町村

5,000人以上 1,000万円

1,000人～4,999人 500万円

500人～999人 300万円

500人未満 200万円

■交付限度額

令和８年度外国人受入環境整備交付金の概要について
令和８年度政府予算案 １０億円

令和８年度の主な取組

出入国在留管理庁
（法務省）

都道府県
市町村

一元的相談窓口
（直接運営・民間への委託等）

申請
在
留
外
国
人
等

地方出入国在
留管理局

交付

適宜関係機関と連携

相談

情報提供

設置
運営

受入環境調整担当官の相談員としての派遣、
相談員向け研修の実施、相談事例の共有等により支援

○運営事業
区分 外国人住民数 単独方式の場合 共同方式の場合

都道府県
・市町村

20,000人以上 1,000万円 1,200万円

10,000人～19,999人 900万円 1,080万円

5,000人～9,999人 800万円 960万円
2,000人～4,999人 500万円 600万円
1,000人～1,999人 300万円 360万円

1,000人未満 200万円 240万円

事業スキーム

■交付率

※ 運営事業の地方公共団体負担分については、地方公共団体の財政運営に
支障が生じないよう地方交付税措置を講ずることとされている

○整備事業

■対象経費
全ての都道府県及び市町村 整備事業：新たな一元的相談窓口体制の構築

又は体制の拡充に必要な経費
運営事業：一元的相談窓口体制の維持・運営

に必要な経費

原則として必要な経費の２分の１
（共同方式により整備事業を行う場合は１０分の１０）

※ 地方自治法に定める特別区を含む
※ 複数団体による「共同方式」も交付対象

■令和７年度は相談件数に基づく人件費限度額を設定したが、令和８年度は外国人住民数等
を考慮した物件費を含む一定額（ベース額）に、相談件数が多い地方公共団体にはその件
数に応じて加算する算定方法を採用。
（物件費についても、上記ベース額及び加算額の範囲内で交付。）

■令和７年度補正予算（2.19億円）により、一元的相談窓口におけるアウトリーチ型オリ
エンテーションを試行実施。

■都道府県で交付金事業を行う場合、一元的相談窓口のない地域からの相談も受け付ける
などの広域対応を実施する旨を交付要綱及び取扱要領に追記。

■運営事業について交付限度額の区分の細分化、整備事業の交付率の改定（共同方式以外は
１／２）、共同方式における交付限度額及びベース額の引き上げ。
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外国⼈等に対する⽇本語教育の推進について
（外国⼈材の受⼊れ・共⽣のための地域⽇本語

教育推進事業）

文部科学省 総合教育政策局 日本語教育課
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文部科学省総合教育政策局日本語教育課

外国⼈等に対する⽇本語教育の推進について

（外国⼈材の受⼊れ・共⽣のための地域⽇本語教育推進事業）
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③省庁連携日本語教育基盤整備事業等

現状・課題

事業内容

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 中期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）
・地域日本語教育の全国展開
・日本語教育の人材の質を高める取組の展開

日本語学習者の増
（日本語教育環境の整備）

・日本語教育の質の維持及び向上
・外国人との共生社会への寄与

外国人等に対する日本語教育の推進

我が国の在留外国人は令和６年末で約377万人。過去30年で約2.78倍に増加し、日本語学習者も令和６
年で約29万人である。新型コロナウイルス感染症の影響による入国規制等で在留外国人数の伸びは一時鈍化し
たが、今後更に外国人労働者や留学生数は拡大する見込み。
政府として、外国人等との共生社会の実現に向け、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（令

和７年度改訂）、円滑なコミュニケーションができる環境を整備するための「日本語教育の推進に関する法律」
（令和元年６月施行）、「日本語教育機関認定法」（令和６年４月施行）による日本語教育機関の認定
制度や登録日本語教員の資格制度の創設等を踏まえ、日本語教育の環境整備を計画的に推進。

日本語教育の全国展開・
学習機会の確保が必要１

２

①外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育
の推進(拡充)

地域日本語教育の中核を担う都道府県・政令指定都市が、市区
町村や日本語教育機関・多様な取組を行う関係機関等と連携し
教育環境を強化するための総合的な体制づくりを支援するため
以下を実施。
・地域日本語教育の総合的な体制づくり推進【補助】

－地域日本語教育を推進するコーディネーターの配置
－域内へのノウハウ等の普及・啓発のための日本語教育の

実施
・自治体向け会議・研修等の開催、優良事例の全国的な普及

②日本語教室空白地域解消の推進強化

日本語教室がない市区町村（日本語教室空白地域）に対し以下 
を実施。

・地域日本語教育スタートアッププログラム・セミナー等実施
日本語教室の立ち上げを目的とした専門家チームを派遣し、
日本語教室の開設・安定化に向けた支援を実施。

・日本語学習教材（ICT教材）の開発・提供
ICTを活用し、生活場面に応じた日本語を自習できる日本語
学習教材の開発・提供、「日本語教育の参照枠」に基づく
B1レベルの動画コンテンツを追加開発。

④日本語教育に関する調査及び調査研究

日本語教育を推進するための課題に対応した調査
研究を実施。

条約難民等に対する日本語教育

条約難民、第三国定住難民、補完的保護対象者に
対する日本語教育を実施。

615百万円（550百万円） 131百万円（147百万円） 236百万円（236百万円）

16百万円（17百万円）

１

２

日
本
語
教
育
の
全
国

展
開
・
学
習
機
会
の

確
保

日
本
語
教
育
の
質
の

向
上
等 ⑤日本語教育機関認定法等の施行事務に

必要な経費

日本語教育機関認定法等に基づき、以下を実施。
 日本語教育機関の審査等、日本語教員試験の実施・ 
改善、日本語教員試験の免除を受けるための講習の
実施、日本語教育機関認定法ポータルの運用保守 

369百万円（392百万円）

日本語学習者の増
（日本語教育環境の整備）

（担当：総合教育政策局日本語教育課）

②日本語教師の養成及び現職日本語教師の研修
事業

日本語教育人材の資質・能力の向上を図るため、日本語教師
の資格取得後のキャリア形成、及び養成・研修への高度かつ
専門的な教育研究・手法の反映に向け、以下を実施。
• 日本語教師の養成に必要な研修の改善・実施、及び新規研
修の開発・試行

• 地域の日本語教育関係者のネットワーク構築、登録日本語
教員養成・実践研修の担当教員向け研修の継続実施、各地
域の課題・ニーズ等を踏まえた特色ある取組の展開

212百万円（229百万円）
①日本語教育ニーズの多様化を踏まえた教育カリ
キュラム編成・質向上支援事業（新規）

就労分野における外国人の目的や受入れ先のニーズ等を踏ま
えた出口志向の教育高度化に向けて、日本語教育機関と企業
等とが連携した教育カリキュラムの編成・改善等に関する支
援を実施し、教育カリキュラムの質向上に向けたプロセス・
具体的方策・教育モデルを取りまとめ、広く日本語教育機関
等に普及・展開。

日本語教育の質を維持向
上させるための施策が必要

8百万円（9百万円）
日本語教育を推進するため、以下を実施。
• 日本語教育推進関係者会議の開催
• 日本語教育大会の開催
• 日本語教育コンテンツ共有システム（NEWS）
の運用保守

令和8年度予算額（案） 1,587百万円
（前年度予算額 1,598百万円）

令和7年度補正予算額 350百万円

232百万円（令和７年度補正予算額） 30百万円（令和７年度補正予算額）

88百万円（令和７年度補正予算額）
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外国人材の受入れ・共生のための
地域日本語教育推進事業
背景・課題

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 中期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）
・都道府県・政令指定都市に対する
 本事業による支援の実施

・各地域での日本語教育支援体制
の整備

・日本語教育の機会提供に係る関係
機関との連携の強化

・日本語教育環境の醸成と外国人との共生
社会に対する意識の向上

（担当：総合教育政策局日本語教育課）

令和8年度予算額（案） 615百万円
（前年度予算額 550百万円）

在留外国人の増加に伴い、地方公共団体などの地域における生活者向けの日本語教育のニーズが急増している。しかしな
がら各地域では、日本語教師や日本語学習の支援者の確保をはじめ、学習者のニーズに応じた日本語教育を実施するため
のノウハウなどが不十分など、様々な課題がある。今後も増加することが見込まれる在留外国人を日本社会の一員として受け
入れる社会包摂を念頭に置きつつ、地域の状況に応じた日本語教育施策を確実に実施し、生活等に必要な日本語能力を
身に付けられる仕組みづくりを推進できるよう、地域日本語教育の環境を強化するための体制整備を図ることが極めて重要であ
る。
「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」には、日本語教育が重点事項として位置付けられ、「経済財政運営と改

革の基本方針2025」や「成長戦略等のフォローアップ」でも、地域日本語教育の体制整備推進が明記されている。

市区町村・大学
日本語教育機関
企業・経済団体
外国人住民 等
の県内外の有識者

地域日本語教育
コーディネーター

日本語
教室

日本語
教室

日本語
教室

日本語
教室

A市

▼ 地域日本語教育の環境強化のための
総合的な体制づくり 連携イメージ

日本語
教室

日本語
教室

地域日本語教育
コーディネーター

複数地域連携

都道府県等

連携・協働

総合調整会議

●司令塔機能の整備

プログラム開発や
人材育成等

総括
コーディネーター

B市

C町

認定日本語教育機関、大学、
NPO法人・任意団体、企業・経済団体 等

※オンラインを積極的に活用

１ 企画評価会議の実施 6百万円（6百万円）

２ 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進 【補助】 578百万円（513百万円）
対象：都道府県・政令指定都市 件数：59件（53件）

 ３ 総合的な体制づくりの優良事例等の普及・連携強化 【委託】 31百万円（31百万円）
 都道府県・政令指定都市日本語教育担当者連絡会議等を開催する。 

事業内容

域内の地方公共団体や関係機関と連携して行う、広域での日本語教育の体制づくりの推進
 ・ 日本語教育推進施策の協議を行う 「総合調整会議」設置
 ・ 地域全体の日本語教育を総括する「総括コーディネーター」配置
 ・ 日本語教室への指導・助言を行う 「地域日本語教育コーディネーター」配置

・ 市町村が都道府県等の関係機関（民間団体等）と連携して行う日本語教育等の取組への支援

域内へのノウハウ等の普及・啓発のための日本語教育の実施（ICTの活用、教材作成、研修等を含む）
◇「生活」に関する日本語教育プログラムの提供を目的とした取組の開発・試行
ⅰ「日本語教育の参照枠」に基づく「生活Can do」を参照した質の高い日本語教育
ⅱ「地域における日本語教育の在り方について(報告)」で示すレベル(B1）時間数(350h以上)に応じた体系的な日本語教育 

（１）広域での総合的な体制づくり

（３）都道府県等を通じた市区町村への支援（間接補助）

（２）地域の日本語教育水準の維持向上

＜取組事例＞
• 複数市町村による連携促進
• オンラインによる広域的な日本語教育等

補助率：２分の１
※ （２）◇ ⅰ・ⅱを実施する事業者には

補助率加算 【最大３分の２】
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地域力創造に関する施策 説明会について （ア ン ケートのお願い）

今回の説明会について、アンケート調査を実施します。（所要3分）
今後の開催に活かすため、御回答のほどよろしくお願いいたします。
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